
令和５年９月１日 中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会 

「求められる法曹の人材像と今後の法科大学院教育について」 

法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 

加 藤 経 将 

１ 法曹養成制度改革とその成果 

○司法制度改革審議会意見書における法曹の役割

法曹がいわば「国民の社会生活上の医師」として、各人の置かれた具体的な

生活状況やニーズに即した法的サービスを提供することが必要

○法曹人口の増加→法曹有資格者の活動領域の拡大

企業、国・地方公共団体、児童福祉や高齢者福祉等の分野での活躍

２ 法曹の質に関する検証 

○民事訴訟、法律相談及び企業法務に加え、児童福祉、高齢者福祉及び教育行

政の分野において、法的サービスの利用者や関係者からの評価をもとにし

た法曹の質についての検証を実施

○法曹の基本的な資質・能力に関し各分野で高く評価されている

→現在においても、社会や国民から求められている法曹の資質や能力に変

わりはない 

３ 求められる法曹の人材像 

○社会の変化によっても、法曹の活動領域拡大によっても、法曹として求めら

れる基本的な資質・能力は同じ

○それぞれの分野における法的なニーズを的確に捉え、それに応じた法的サ

ービスを提供することが求められる

４ 法科大学院に期待すること 

○連携法４条４号：過去に生じたことのない法的リスクや問題に的確に対応

できる法曹を養成するため、発展的・先端的な科目の教育を求めている

○法曹としての基本的な能力を身に付けるための基礎教育の更なる充実

○各法科大学院の特色を打ち出した発展的、先端的な教育の実施（例えば、企

業法務や経済・経営、国際関係、ＩＣＴや生成ＡＩなどのテクノロジー、行

政実務などに特化した法科大学院）

→各法科大学院の特色を踏まえた先端的、発展的な教育を受けた人たちの

各分野における活躍により、法科大学院の地位向上と魅力発信につなげ、よ

り有為な人材の確保に結び付けていく 
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法曹養成制度改革の更なる推進について

平成27年６月30日

法曹養成制度改革推進会議決定

司法制度改革において、質・量ともに豊かな法曹を養成するため、法科大学院を中核と

するプロセスとしての法曹養成制度が創設されたが、約10年が経過した今、法科大学院全

体としての司法試験合格率や、弁護士を含む法曹有資格者の活動の場の拡がりなどが、制

度創設当初に期待されていた状況と異なるものとなり、法曹志望者の減少を招来する事態

に陥っている。本推進会議は、こうした事態を真摯に受け止め、法曹志望者数を回復させ、

新たな時代に対応した質の高い法曹を多数輩出していくため、国民の理解を得ながら、以

下の各施策を進めることとし、関係者に対しても、現状認識を共有して必要な協力を行う

ことを期待する。

第１ 法曹有資格者の活動領域の在り方

１ 法曹有資格者の活動領域の拡大に関する基本的な考え方

法曹有資格者の活動領域の在り方については、法務省に設置した「法曹有資格者の

活動領域の拡大に関する有識者懇談会」並びにその下に日本弁護士連合会との共催に

より設置された「国・地方自治体・福祉等」、「企業」及び「海外展開」の各分野に関

する分科会において、法曹有資格者の活動領域の更なる拡大を図る方策等を検討する

とともに試行的な取組を行ってきた。その結果、これまで、各分野において法曹有資

格者の専門性を活用する機会は増加してきたところであるが、このような流れを加速

させるためには、法曹有資格者の活動領域の拡大に向けた取組を継続することが必要

である。

２ 具体的方策

法務省は、法曹有資格者の専門性の活用の在り方に関する有益な情報が自治体、福

祉機関、企業等の間で共有され、前記各分野における法曹有資格者の活用に向けた動

きが定着するよう、関係機関の協力を得て、そのための環境を整備する。

日本弁護士連合会及び各地の弁護士会においては、こうした取組と併せて、前記各

分野における法曹有資格者の専門性を活用することの有用性や具体的な実績等を自治

体、福祉機関、企業等との間で共有すること並びに関係機関と連携して、前記各分野

において活動する弁護士を始めとする法曹有資格者の養成及び確保に向けた取組を推

進することが期待される。

最高裁判所においては、司法修習生が前記各分野を法曹有資格者の活躍の場として

認識する機会を得ることにも資するという観点から、実務修習（選択型実務修習）の

内容の充実を図ることが期待される。
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第２ 今後の法曹人口の在り方

新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量とも

に豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近で

も1,800人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が

縮小するとしても、1,500人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれ

にとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるために、

今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきで

ある。すなわち、引き続き法科大学院を中核とする法曹養成制度の改革を推進すると

ともに、法曹ないし法曹有資格者の活動領域の拡大や司法アクセスの容易化等に必要

な取組を進め、より多くの有為な人材が法曹を志望し、多くの質の高い法曹が、前記

司法制度改革の理念に沿って社会の様々な分野で活躍する状況になることを目指すべ

きである。

なお、新たに養成し、輩出される法曹の規模に関するこの指針は、法曹養成制度が

法曹の質を確保しつつ多くの法曹を養成することを目的としていることに鑑み、輩出

される法曹の質の確保を考慮せずに達成されるべきものでないことに留意する必要が

ある。

法務省は、文部科学省等関係機関・団体の協力を得ながら、法曹人口の在り方に関

する必要なデータ集積を継続して行い、高い質を有し、かつ、国民の法的需要に十分

応えることのできる法曹の輩出規模について、引き続き検証を行うこととする。

第３ 法科大学院

１ 法科大学院改革に関する基本的な考え方

○ 平成27年度から平成30年度までの期間を法科大学院集中改革期間と位置付け、法

科大学院の抜本的な組織見直し及び教育の質の向上を図ることにより、各法科大学

院において修了者のうち相当程度（※）が司法試験に合格できるよう充実した教育

が行われることを目指す。

※ 地域配置や夜間開講による教育実績等に留意しつつ、各年度の修了者に係る司

法試験の累積合格率が概ね７割以上。

○ 法科大学院生に対する経済的支援の更なる充実や優秀な学生を対象とした在学期

間の短縮により、法科大学院課程修了までに要する経済的・時間的負担の縮減を図

る。

２ 具体的方策

⑴ 法科大学院の組織見直し

○ 平成27年度から、文部科学省及び法務省が実施している公的支援の見直し強化

策及び教員派遣見直し方策は、法科大学院の組織見直しの進捗状況を踏まえつつ、

平成28年度以降においても継続的に実施する。また、最高裁判所においても教員

派遣見直し方策の実施が継続されることが期待される。
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○ 文部科学省は、司法試験合格率（目安として平均の50％未満）、定員充足率

（目安として50％未満）、入試競争倍率（目安として２倍未満）などの客観的指

標を活用して認証評価の厳格化等を図るべく、平成27年３月31日改正に係る「学

校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める

省令」に基づき、認証評価機関における平成27年度中の評価基準改正及び平成28

年度からの認証評価における積極的な運用を促進する。

文部科学省は、認証評価結果又はその他の事情から客観的指標に照らして課題

があるものと認められる法科大学院に対し、教育の実施状況等を速やかに調査す

ることとし、その結果、法令違反に該当する状況が認められる場合は、直ちに是

正を求め、それでもなお改善が図られないときは、学校教育法第15条に基づき、

当該法科大学院に対し、改善勧告、変更命令、組織閉鎖命令の各措置を段階的に

実施するものとする。また、文部科学省は、前記調査の実効性を確保するため、

客観的指標の水準を下回る法科大学院に対して教育状況の報告又は資料の提出を

適時に求めることができる体制及び手続を平成27年度中に検討し、速やかに整備

する。

○ 文部科学省は、前記取組の状況を適時精査・検討し、その結果、司法試験の合

格状況の低迷が著しいなど課題が深刻な状況について何ら改善が見られないにも

かかわらず、しかるべき措置が講じられないなど、前記取組の十分な効果を認め

ることができない場合には、例えば、課題が深刻な法科大学院について客観的指

標も活用しつつ適切な措置が講じられるよう、司法試験の合格状況などの教育活

動の成果と関連性の高い基準について、専門職大学院設置基準の見直しないし解

釈の明確化を平成30年度までの間に検討し、速やかに措置を講じる。

○ 前記の各措置の実施に当たっては、法曹を志す者の誰もが法科大学院で学ぶこ

とができるよう、法科大学院の所在する地域の状況や夜間開講状況、ＩＣＴ（情

報通信技術）を活用した授業の実施状況などの事情を適切に考慮するものとする。

⑵ 教育の質の向上

○ 平成27年度以降、文部科学省は、以下の取組を加速する。

・ 法科大学院を修了した実務家教員等を積極的に活用した指導の充実を促進す

る。

・ 法学未修者に対する法律基本科目の単位数増加など教育課程の抜本的見直し

及び学習支援などを促進する。

・ その他、我が国におけるあるべき法曹像を踏まえ、海外展開や国、地方自治

体、企業などの組織内法務、福祉分野等への対応をはじめ、社会のニーズに応

えて様々な分野で活躍できる法曹の養成に有意義と認められる先導的な取組を

支援する。

○ 文部科学省は、法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定等を行う仕組

である共通到達度確認試験（仮称）（以下「確認試験」という。）について、平成
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30年度を目途に本格実施に移すべく、法科大学院関係者を中核としつつ、法曹三

者の理解と協力を得ながら、試行を毎年度行い、その結果を踏まえ、出題内容や

難易度等の改善をその都度図るとともに、その試行対象者を法学未修者から法学

既修者に順次拡大することとする。

また、文部科学省は、将来的に確認試験の結果に応じて司法試験短答式試験を

免除することを想定し、前記試行と並行して、法務省の協力も得ながら確認試験

の試行データと受験者の司法試験短答式試験合格状況との相関関係を検証・分析

し、その結果を踏まえ、出題内容や難易度等の改善をその都度図ることとする。

その状況に応じて、文部科学省及び法務省は、確認試験実施の安定性及び確認

試験結果の客観的・社会的信頼性等を踏まえ、確認試験がその結果を国家試験た

る司法試験短答式試験の免除と関連させるに足りる実態を有すると認められるこ

とを前提に、確認試験の目的、司法試験短答式試験免除に必要とされる合格水準、

確認試験の実施主体、実施体制等、必要な制度設計を具体的に検討する。

○ 文部科学省は、確認試験の定着状況に応じて、当該確認試験と法科大学院統一

適性試験や法学既修者認定試験の在り方について検討する。

⑶ 経済的・時間的負担の軽減

○ 文部科学省は、経済的負担の軽減に向けて、意欲と能力のある学生が経済状況

にかかわらず進学等の機会を得られるよう、平成28年１月からの社会保障・税番

号制度（マイナンバー制度）の導入を前提に、平成29年度以降の大学等進学者を

対象に、返還月額が卒業後の所得に連動する、より柔軟な所得連動返還型奨学金

制度の導入に向けた対応を加速するとともに、総務省と連携して地方公共団体と

地元産業界が協力して地元に就職する学生の奨学金返還支援のための基金の造成

に対する支援及び優先枠（地方創生枠）を設けて無利子奨学金の貸与を行うなど

奨学金制度や、授業料減免制度など、給付型支援を含めた経済的支援の充実を推

進する。

○ 文部科学省は、質の確保を前提として、学校教育法上定められた大学院への早

期卒業・飛び入学制度を活用して優秀な学生が学部段階で３年間在学した後に法

科大学院の２年の既修者コースに進学できる仕組みの確立及び充実を推進する。

○ 文部科学省は、地理的・時間的制約がある地方在住者や社会人等に対するＩＣ

Ｔ（情報通信技術）を活用した法科大学院教育の実施について、平成28年度まで

の間に実証的な調査研究を行い、その結果を踏まえ、平成30年度を目途に、法科

大学院における本格的な普及を促進する。

３ 法科大学院集中改革期間の成果の検証等

文部科学省は、前記２記載の平成30年度までの法科大学院集中改革期間の成果につ

いては、その期間経過後速やかに法科大学院生の司法試験の累積合格率その他教育活

動の成果に関する客観的状況を踏まえて分析・検討し、必要な改革を進める。
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第４ 司法試験

１ 予備試験

予備試験は、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により

法科大学院を経由しない者にも法曹資格取得のための途を確保するためのものである

ところ、出願時の申告によれば、毎年の予備試験の受験者の過半数を占める無職、会

社員、公務員等といった者については、法科大学院に進学できない者あるいは法科大

学院を経由しない者である可能性が認められ、予備試験が、これらの者に法曹資格取

得のための途を確保するという本来の制度趣旨に沿った機能を果たしていると考えら

れる。他方で、予備試験受験者の半数近くを法科大学院生や大学生が占める上、予備

試験合格者の多くが法科大学院在学中の者や大学在学中の者であり、しかも、その人

数が予備試験合格者の約８割を占めるまでに年々増加し、法科大学院教育に重大な影

響を及ぼしていることが指摘されている。このことから、予備試験制度創設の趣旨と

現在の利用状況がかい離している点に鑑み、本来の趣旨を踏まえて予備試験制度の在

り方を早急に検討し、その結果に基づき所要の方策を講ずるべきとの指摘がされてい

る。

これらを踏まえ、法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度の理念を

堅持する観点から、法科大学院が期待されている当初の役割を果たせるようにするた

め、前記のとおり、平成30年度までに、文部科学省において、法科大学院の改革を集

中的に進めるものとする。他方、法務省において、法科大学院を経由することなく予

備試験合格の資格で司法試験に合格した者について、試験科目の枠にとらわれない多

様な学修を実施する法科大学院教育を経ていないことによる弊害が生じるおそれがあ

ることに鑑み、予備試験の結果の推移等や法科大学院修了との同等性等を引き続き検

証するとともに、その結果も踏まえつつ予備試験の試験科目の見直しや運用面の改善

なども含め必要な方策を検討し、法科大学院を経由することなく予備試験合格の資格

で司法試験に合格した者の法曹としての質の維持に努めるものとする。また、司法試

験委員会に対しては、予備試験の実態を踏まえ、予備試験の合格判定に当たり、法科

大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度の理念を損ねることがないよう配

慮することを期待する。さらに、平成30年度までに行われる法科大学院の集中的改革

の進捗状況に合わせて、法務省において、予備試験の本来の趣旨に沿った者の受験を

制約することなく、かつ、予備試験が法曹養成制度の理念を阻害することがないよう、

必要な制度的措置を講ずることを検討する。

２ 司法試験選択科目の廃止

司法試験論文式試験の選択科目の廃止については、司法試験受験者の負担軽減に資

するとともに、司法試験においては法律基本科目の基礎的理解力を重視すべきである

という観点から、これを積極的に評価する見解がある一方で、選択科目の廃止は、法

律科目に限らない幅広い知識、教養をもつ多様な人材の育成という法曹養成の理念に

沿わないといった指摘や法科大学院生の学修意欲を低下させることにつながるという



- 6 -

懸念もあることから、法務省において、文部科学省と連携しながら、引き続き、法科

大学院での履修状況等を見つつ、選択科目の廃止の是非を検討することとする。

３ 司法試験の具体的方式・内容、合格基準・合格者決定の在り方

司法試験の具体的方式・内容、合格基準・合格者決定の在り方に関しては、司法試

験法の改正等を踏まえ、試験時間等に一定の変更が加えられたものであるが、今後に

おいても、司法試験委員会において、継続的な検証を可能とする体制を整備すること

としたことから、検証を通じ、より一層適切な運用がなされることを期待する。

第５ 司法修習

最高裁判所において、第68期司法修習生（平成26年11月修習開始）から導入修習が

実施されたのに加え、分野別実務修習のガイドラインの策定・周知及び選択型実務修

習における修習プログラムの拡充のための検討がそれぞれ行われたところ、法曹とし

て活動を開始するに当たって必要な能力等を修得させるという司法修習の役割が果た

されるよう、こうした施策を着実に実施し、今後も司法修習内容の更なる充実に努め

ることが期待される。また、法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習

の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対

する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方

を検討するものとする。

第６ 今後の検討について

法務省及び文部科学省は、連絡協議等の環境を整備し、法曹養成制度改革を速やか

に、かつ、着実に推進するため、先に掲げた両省が行うべき取組及び関係機関・団体

に期待される取組の進捗状況等を適時に把握しつつ、これを踏まえて、両省が連携し、

関係機関・団体の必要な協力も得て、両省における前記各取組を進める。

さらに、グローバル化の進展、超高齢社会、個人や企業の社会経済活動の多様化・

複雑化等の社会的状況等を踏まえ、新たな課題に対応し、有為な人材が法曹を志望し、

質・量ともに豊かな法曹が輩出されるよう、法科大学院を中核とするプロセスとして

の法曹養成制度の充実を図る抜本的な方策を検討し、必要な措置を講じる。



弁護士 検察官 裁判官 合計 弁護士 検察官 裁判官 合計

平成4年 14,704 1,173 2,029 17,906 平成20年 25,062 1,679 2,685 29,426

平成5年 14,953 1,173 2,036 18,162 平成21年 26,958 1,723 2,760 31,441

平成6年 15,212 1,173 2,046 18,431 平成22年 28,828 1,768 2,805 33,401

平成7年 15,110 1,173 2,058 18,341 平成23年 30,518 1,791 2,850 35,159

平成8年 15,975 1,208 2,073 19,256 平成24年 32,134 1,810 2,880 36,824

平成9年 16,398 1,242 2,093 19,733 平成25年 33,682 1,822 2,912 38,416

平成10年 16,853 1,274 2,113 20,240 平成26年 35,113 1,835 2,944 39,892

平成11年 17,283 1,304 2,143 20,730 平成27年 36,466 1,845 2,976 41,287

平成12年 17,130 1,345 2,213 20,688 平成28年 37,722 1,855 3,008 42,585

平成13年 18,246 1,375 2,243 21,864 平成29年 39,027 1,865 3,035 43,927

平成14年 18,851 1,414 2,288 22,553 平成30年 40,098 1,868 3,060 45,026

平成15年 19,523 1,453 2,333 23,309 令和元年 41,155 1,877 3,075 46,107

平成16年 20,240 1,505 2,385 24,130 令和2年 42,200 1,879 3,075 47,154

平成17年 21,205 1,548 2,460 25,213 令和3年 43,230 1,880 3,075 48,185

平成18年 22,056 1,591 2,535 26,182 令和4年 42,937 1,886 3,035 47,858

平成19年 23,154 1,634 2,610 27,398

法曹三者の人口の推移

※ 弁護士数は、日弁連調べによるもので、各年４月１日現在の正会員数。平成７年及び同12年の弁護士数について
は、第47期（平成７年）及び第52期（同12年）の司法修習生の司法修習終了日が４月３日であったため、その年の修習
終了直後の新規登録弁護士数（第47期（平成７年）については438名、第52期（同12年）については579名）の増加分が
反映されていない。
※ 検察官数は、各年度の定員（副検事を除く。）。
※ 裁判官数は、各年度の定員（簡易裁判所判事を除く。）。
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企業内弁護士数の推移（2001年～2021年）

１　弁護士会別企業内弁護士数の推移

　 年度
修習期

2001
(9月)

2002
(5月)

2003
(3月)

2004
(3月)

2005
(5月)

2006
(6月)

2007
(6月)

2008
(6月)

2009
(6月)

2010
(6月)

2011
(6月)

2012
(6月)

2013
(6月)

2014
(6月)

2015
(6月)

2016
(6月)

2017
(6月)

2018
(6月)

2019
(6月)

2020
(6月)

2021
(6月)

札幌 1 3 5 5 6 8 8 8 825 1.0%

函館 53 0.0%

旭川 1 1 78 1.3%

釧路 82 0.0%

北海道弁連 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 6 8 9 9 1,038 0.9%

仙台 1 2 3 4 3 4 5 6 5 5 482 1.0%

福島県 1 1 1 1 1 1 1 1 1 195 0.0%

山形県 1 104 1.0%

岩手 100 0.0%

秋田 75 0.0%

青森県 111 0.0%

東北弁連 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 3 5 4 5 5 6 5 6 1,067 0.6%

東京 9 14 15 26 29 36 50 78 123 141 185 240 318 394 481 596 653 730 845 902 944 8,792 10.7%

第一東京 24 27 27 32 36 51 61 80 99 130 170 227 256 294 362 410 459 529 580 618 697 6,057 11.5%

第二東京 30 36 41 45 49 47 57 80 92 109 160 192 254 307 350 414 489 524 579 654 695 6,059 11.5%

神奈川県 1 2 2 1 1 2 3 11 8 9 18 16 17 18 18 19 23 1,735 1.3%

埼玉 1 1 1 1 1 1 3 5 8 9 925 1.0%

千葉県 1 1 4 7 8 8 10 10 10 11 839 1.3%

茨城県 1 1 1 1 1 2 1 299 0.3%

栃木県 1 2 2 2 228 0.9%

群馬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 315 0.6%

静岡県 1 1 1 1 2 2 2 3 2 6 7 9 10 12 12 12 13 520 2.5%

山梨県 126 0.0%

長野県 1 2 2 2 1 2 2 2 257 0.8%

新潟県 1 1 2 4 7 5 4 284 1.4%

関東弁連 63 77 83 103 116 137 171 240 317 385 525 677 840 1,017 1,231 1,460 1,644 1,835 2,063 2,236 2,403 26,436 9.1%

愛知県 1 2 3 6 10 16 18 25 35 36 43 45 53 60 2,064 2.9%

三重 3 3 4 6 3 6 7 6 5 5 4 5 5 192 2.6%

岐阜県 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 208 1.9%

福井 1 1 123 0.8%

金沢 1 185 0.5%

富山県 1 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 124 1.6%

中部弁連 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 13 23 23 28 38 46 46 53 54 65 73 2,896 2.5%

大阪 2 2 3 3 3 4 9 17 20 25 35 47 51 70 84 95 126 137 161 177 185 4,781 3.9%

京都 1 2 3 3 1 3 3 5 7 18 30 37 45 40 53 49 47 48 821 5.8%

兵庫県 1 2 2 3 3 5 8 9 13 16 15 22 25 31 36 38 996 3.8%

奈良 1 1 1 1 1 1 1 1 183 0.5%

滋賀 1 2 3 158 1.9%

和歌山 143 0.0%

近畿弁連 2 2 3 4 5 8 14 20 26 31 45 62 78 114 138 156 189 216 243 243 275 7,082 3.9%

広島 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 6 8 9 7 7 7 613 1.1%

山口県 1 181 0.6%

岡山 3 3 4 11 14 14 16 12 14 14 406 3.4%

鳥取県 67 0.0%

島根県 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 81 1.2%

中国弁連 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 5 8 15 22 23 26 20 22 23 1,348 1.7%

香川県 1 1 1 2 1 1 1 3 188 1.6%

徳島 86 0.0%

高知 91 0.0%

愛媛 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 164 1.2%

四国弁連 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 3 4 3 3 4 5 529 0.9%

福岡県 1 3 3 2 1 1 2 6 6 8 9 10 14 15 1,409 1.1%

佐賀県 107 0.0%

長崎県 1 1 164 0.0%

大分県 160 0.0%

熊本県 1 1 2 2 2 2 283 0.7%

鹿児島県 1 1 1 1 1 1 1 1 219 0.5%

宮崎県 139 0.0%

沖縄 1 3 5 6 9 9 8 275 2.9%

九州弁連 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 2 1 2 4 8 11 15 17 21 25 26 2,756 0.9%

全体 66 80 88 109 123 146 188 266 354 428 587 771 953 1,179 1,442 1,707 1,931 2,161 2,418 2,609 2,820 43,152 6.5%
※１　日本組織内弁護士協会調べ（2021年7月）

※３　登録弁護士総数は2021年6月30日現在の日弁連の弁護士名簿に基づく（外国法事務弁護士を除く）。

※４　企業内弁護士率は、2021年6月30日現在の登録弁護士数に占める2021年6月30日現在の企業内弁護士数を表す。

2021年
企業内弁護士率

※4

2021年
登録弁護士総数

※3

※２　本資料において企業内弁護士とは、日本法に基づく会社、外国会社の日本支社、特殊法人、公益法人、事業組合、学校法人、国立大学法人等、国と地方自治体以外のあらゆる法人に役員又は従業員として勤務する弁
護士のうち、当該法人の所在地を自身の法律事務所所在地として弁護士登録している者をいう。

企業内弁護士数※1※2

(c) 2021 Japan In-house Lawyers Association All Righits Reserved
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（2022年3月1日現在　日弁連調べ）

地方公共団体名 所属部署

1 札幌市（北海道） 子ども未来局児童相談所 1 1

2 弘前市（青森県） 経営戦略部 1 0

3 花巻市（岩手県） 総務課 2 2

4 宮城県 経済商工観光部雇用対策課 1 0

5 石巻市（宮城県） 総務部総務課 1 1

6 気仙沼市（宮城県） 総務部総務課 1 1

7 福島県 総務部文書法務課 1 1

8 南相馬市（福島県） 復興企画部被災者支援課 1 1

9 大熊町（福島県） 総務課 1 1

10 浪江町（福島県） 総務部総務課 1 1

11 つくば市（茨城県） 総務部 1 1

12 栃木市（栃木県） 総務部総務課 1 1

13 小山市（栃木県） 総務部行政経営課 1 1

14 沼田市（群馬県） 収納課 1 0

15 さいたま市（埼玉県） 総務局総務部法務・コンプライアンス課 1 0

16 川越市（埼玉県） 総務部総務課 2 2

17 所沢市（埼玉県） 総務部文書行政課 1 1

18 上尾市（埼玉県） 総務部 1 1

19 草加市（埼玉県） 総務部 2 2

20 千葉県 総務部政策法務課 1 0

21 船橋市（千葉県） 総務部総務課 1 1

22 茂原市（千葉県） 総務部総務課 1 1

23 柏市（千葉県） 総務部行政課 1 0

24 市原市（千葉県） 総務部総務課 1 1

25 流山市（千葉県） 総務部総務課 1 1

教育委員会指導課 1 1

合　計　 2 2

26 浦安市（千葉県） 総務部総務課 1 0

27 香取市（千葉県） 総務企画部総務課 1 1

28 東京都 総務局 6 2

産業労働局 1 0

労働委員会事務局 2 1

水道局職員部 1 1

合　計　 10 4

29 特別区人事・厚生事務組合（東京23区） 法務部 5 3

30 中央区（東京都） 総務部 1 0

31 文京区（東京都） 総務部 1 0

32 大田区（東京都） 総務部総務課 1 1

教育総務部／総務部 1 1

合　計　 2 2

33 世田谷区（東京都） 総務部 1 1

34 渋谷区（東京都） 総務部文書課 1 1

35 中野区（東京都） 総務部 1 1

36 板橋区（東京都） 1 0

37 練馬区（東京都） 総務部 1 1

38 葛飾区（東京都） 総務部総務課 1 1

39 江戸川区（東京都） 総務部 1 0

総務部法務課 1 0

合　計　 2 0

40 三鷹市（東京都） 総務部法制課 1 1

41 青梅市（東京都） 総務部法務担当 1 0

42 調布市（東京都） 総務部法制課 1 1

43 日野市（東京都） 総務部 1 1

44 国分寺市（東京都） 政策部 1 1

45 国立市（東京都） 行政管理部 1 1

46 多摩市（東京都） 総務部 1 1

総務部文書法制課 1 1

合　計　 2 2

47 西東京市（東京都） 総務部総務課 1 1

48 神奈川県 教育委員会教育局支援部学校支援課 2 2

政策局政策部政策法務課 1 0

政策局政策部情報公開広聴課 1 0

総務局財産経営部財産経営課 1 0

労働委員会事務局審査調整課 1 1

教育局行政部行政課 1 0

合　計　 7 3

49 相模原市（神奈川県） 学校教育課 1 1

50 横須賀市（神奈川県） 総務部総務課 1 1

51 鎌倉市（神奈川県） 総務部総務課 2 2

52 茅ヶ崎市（神奈川県） 総務部文書法務課 2 2

53 逗子市（神奈川県） 総務部 1 0

54 厚木市（神奈川県） 総務部行政総務課 1 1

教育委員会教育総務部教育総務課 1 1

合　計　 2 2

55 綾瀬市（神奈川県） 経営企画部文書法務課 1 1

56 新潟県 総務管理部法務文書課 1 1

57 新潟市（新潟県） 総務部 1 0

58 富山市（富山県） 企画管理部兼財務部 1 1

59 加賀市（石川県） 総務部総務課 1 1

60 浜松市（静岡県） 総務部政策法務課 1 0

61 島田市（静岡県） 行政経営部経営管理課 1 0

62 富士市（静岡県） 総務部総務課 1 1

63 名古屋市（愛知県） 中央児童相談所 1 1

西部児童相談所 1 1

東部児童相談所 1 1

合　計　 3 3

地方公共団体における法曹有資格者の常勤職員※注①②

人数（人）／うち任期付き　※注③
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地方公共団体名 所属部署 人数（人）／うち任期付き　※注③

64 豊橋市（愛知県） 総務部行政課 2 0

65 岡崎市（愛知県） 総務部総務文書課 2 2

66 春日井市(愛知県） 総務部 1 1

67 豊田市（愛知県） 総務部法務課 3 1

68 小牧市（愛知県） 総務部総務課 1 1

69 三重県 総務部法務文書課 1 1

70 四日市市（三重県） 総務部総務課 1 0

71 松阪市（三重県） 総務部債権回収対策課 1 1

72 桑名市（三重県） 総務部 1 1

73 名張市（三重県） 総務部／市民部／名張市選挙管理員会事務局　 1 1

74 志摩市（三重県） 政策推進部総合政策課 1 1

75 伊賀市（三重県） 総務部 1 1

76 福知山市（京都府） 市民総務部総務課 2 2

77 大阪市（大阪府） 総務局行政部行政課 6 0

福祉局生活福祉部保険年金課 2 2

合　計　 8 2

78 堺市（大阪府） 総務局行政部法制文書課 2 1

79 高槻市（大阪府） 法務課 1 0

80 茨木市（大阪府） 法務コンプライアンス課 1 1

81 泉佐野市（大阪府） 総務部総務課 1 1

82 河内長野市（大阪府） 総務部総務課 1 1

83 松原市（大阪府） 総務部政策法務課 1 1

84 和泉市（大阪府） 総務部 1 1

85 柏原市（大阪府） 総務部総務課 1 1

86 四條畷市（大阪府） 総務部総務課 1 1

87 交野市（大阪府） 総務部総務課 1 1

88 兵庫県 企画県民部管理局職員課 1 0

89 神戸市（兵庫県） こども家庭局こども家庭センター 1 1

90 姫路市（兵庫県） 総務局総務部行政課 1 1

91 明石市（兵庫県） 政策局 1 0

総務局総務管理室 1 0

教育委員会事務局 1 0

政策局市長室 2 0

福祉局生活支援室 1 0

教育委員会事務局総務課 1 0

政策局市長室及び市民相談室 1 0

明石こどもセンターこども支援課 1 1

明石こどもセンター緊急支援課 1 1

明石こどもセンター 2 0

合　計　 12 2

92 伊丹市（兵庫県） 総務部法務室 1 1

93 丹波篠山市（兵庫県） 総務部総務課 1 1

94 朝来市（兵庫県） 総務部総務課 1 1

95 奈良市（奈良県） 総合政策部総合政策課 1 0

総務部法務ガバナンス課 2 2

合　計　 3 2

96 香芝市（奈良県） 総務課 1 1

97 和歌山県 子ども・女性・障害者センター 1 0

98 和歌山市（和歌山県） 総務局総務部総務課 1 1

99 出雲市（島根県） 総務部総務課 1 1

100 岡山市（岡山県） 総務局総務法制企画課 1 0

101 備前市（岡山県） 総合政策部総務課 1 1

102 赤磐市（岡山県） 総務課 2 2

103 広島県 知事務局総務局総務課法制グループ 1 0

104 福山市（広島県） 総務局総務部総務課　　 2 2

105 東広島市（広島県） 総務部総務課 1 1

106 山口県 総務部学事文書課 1 1

107 長門市（山口県） 企画総務部総務課 1 0

108 阿南市（徳島県） 総務部総務課法令室 1 1

109 高松市（香川県） 総務局コンプライアンス推進課 1 1

110 福岡県 福岡児童相談所ほか5児童相談所兼務 1 1

111 北九州市（福岡県） 総務局総務部文書課 1 1

112 福岡市（福岡県） こども未来局こども総合相談センターこども緊急支援課 1 0

113 久留米市（福岡県） 総務部総務課 1 1

114 直方市（福岡県） 市民部健康福祉課 1 1

総合政策部市政戦略室 1 1

合　計 2 2

115 古賀市（福岡県） 総務部総務課 2 1

116 糸島市（福岡県） 総務部総務課 1 1

117 長崎県 総務部総務文書課 1 1

118 長崎市（長崎県） 総務部総務課 1 1

119 熊本市（熊本県） 総務局行政管理部法制課 3 2

財政局財務部債権管理課 1 0

病院局 1 0

合　計 5 2

120 大分県 市町村振興課　 1 0

121 宮崎市（宮崎県） 総務部総務法制課 1 0

122 鹿児島市（鹿児島県） 総務局総務部総務課 1 1

123 鹿屋市（鹿児島県） 総務部総務課 1 1

124 霧島市（鹿児島県） 総務部総務課 1 1

125 南さつま市（鹿児島県） 総務企画部 1 1

＜自治体数　計　125＞ 総　計　 190 125

（2022年3月1日現在　日弁連調べ）
年度

2018 25

2019 24

2020 34

2021 38

【注】※注①. 日弁連の地方公共団体へのアンケート・独自の聞き取り等による調査により得られた、任期付職員及び任期の定めのない職員の人数。
　　　※注②. 内訳は、弁護士登録者（119名）、登録取消者（47名）、司法修習終了後の未登録者（14名）及び不明等（10名）である。
　　　※注③. 人数欄の右側の数値は、任期付職員の人数（内数）である。

・石巻市：1・福島県：1・茂原市：1・流山市：1・名古屋市：1・豊橋市：1・岡崎市：1・豊田市：1・四日市市：1・福知山市：1・大阪市：3・泉佐野市：1・明石市：3・奈良
市：2・香芝市：1・備前市：1・広島県：1・南相馬市：1・つくば市：1・花巻市：1・市原市：1・国立市：1・相模原市：1・堺市：1・高松市：1・札幌市：1・厚木市：1・草加
市：1・東京都：1・東京都大田区：1・特別区・人事厚生事務組合：1・栃木市：1・神奈川県：1

【注】※注①. 各年度において新規に採用された人数で、任期付職員及び任期の定めのない職員の数である。

地方公共団体における常勤職員の採用実績の推移※注①

・熊本市：2・明石市：3・岡崎市：1・霧島市：1・鎌倉市：1・小田原市：1・川越市：1・神奈川県2・福知山市：1・東京都：2・志摩市：1・横須賀市：1・神戸市：1・多摩
市：1・日野市：1・流山市：1・鹿屋市：1・茨城県：1・大熊町：1

・富士市：1・小山市：1・名古屋市：1・福山市：1・朝来市：1・神奈川県：2・香取市：1・江戸川区：1・世田谷区：1・君津市：1・小牧市：1・新潟市：2・文京区：1・東京
都：1・堺市：1・長久手市：1・伊賀市：1・篠山市：1・春日井市：1・茅ヶ崎市：1・四條畷市：1・茨城県：1・久留米市：1

・小山市：1・上尾市：1・中央区：1・大田区：1・渋谷区:1・江戸川区：3・鎌倉市：1・茅ヶ崎市：1・綾瀬市：1・新潟市：1・富山市：1・名古屋市：1・豊田市：1・松阪市：
1・名張市：1・河内長野市：1・明石市：2・奈良市：1・松江市：１・出雲市：1・北九州市：1・古賀市：1・特別区人事・厚生事務組合：1・船橋市：1・赤磐市：2・豊橋市
1・西東京市1・香取市1・三鷹市：1・青梅市：1

2



法曹有資格者を常勤職員として採用している都道府県 

（２０２２年３月現在，日弁連調べ ※１４都県において２９名在籍（うち１４名任期付職員） 

        

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ① 

 

 

 

 

新潟県…１名 

宮城県…１名 

千葉県…１名 

東京都…１０名 

三重県…１名 

長崎県…１名 

兵庫県…１名  

① 

① 
⑩ 

⑦ 

① 

① 

① 
① 

神奈川県…７名 

福島県…１名 ① 

① 

和歌山県…１名 

① 

大分県…１名 

山口県…１名 

福岡県…１名 

① 
 

① 

広島県…１名 
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法曹有資格者を常勤職員として採用している市区町村 

（２０２２年３月現在，日弁連調べ ※１１１市区町村（一部事務組合含む）において１６１名在籍（うち１１１名任期付職員） 

 

 

       

宮城県内 
・石巻市１名・気仙沼市１名 

福島県内 
・南相馬市１名・大熊町１名 
・浪江町１名 

千葉県内  
・船橋市１名・茂原市１名・柏市１名・市原市１
名・流山市２名・浦安市１名・香取市１名 

東京都内  
・中央区１名・文京区１名・大田区２名・世田谷区１名・渋谷
区１名・中野区１名・板橋区１名・練馬区１名・葛飾区１名・
江戸川区２名・三鷹市１名・青梅市１名・調布市１名・日野市
１名・国分寺市１名・国立市１名・多摩市２名・西東京市１名・
特別区人事・厚生事務組合５名 

神奈川県内 
・相模原市１名 
・横須賀市１名 
・鎌倉市２名 
・茅ヶ崎市２名 
・逗子市１名 
・厚木市２名 
・綾瀬市１名 

三重県内 
・四日市市１名 
・松阪市１名 
・桑名市１名 
・名張市１名 
・志摩市１名 
・伊賀市１名 

徳島県内 
・阿南市１名 

福岡県内 
・北九州市１名 
・福岡市１名 
・久留米市１名 
・直方市２名 
・古賀市２名 
・糸島市１名 

岡山県内 
・岡山市１名・備前市１名 
・赤磐市２名 

兵庫県内 
・神戸市１名・姫路市１名 
・明石市１２名・伊丹市１名 
・丹波篠山市１名・朝来市１名 

大阪府内 
・大阪市８名・堺市２名 
・高槻市１名・茨木市１名 
・泉佐野市１名・河内長野市１名 
・松原市１名・和泉市１名 
・柏原市１名・四條畷市１名 
・交野市１名 

青森県内 
・弘前市１名 

③ ④ 

④
① 

① 

① 

① 

⑧ 

① ⑥
⑫ ⑩ 

㉖ ⑧ 

③ 

② 

⑲ 

⑰ 

② 

岩手県内 
・花巻市２名 

⑦ 埼玉県内 
・さいたま市１名・川越市２名・所沢市１名・上尾市１名 
・草加市２名 

② 

① 

香川県内 
・高松市１名 

 

① 

新潟県内 
・新潟市１名 

① 

広島県内 
・福山市２名・東広島市１名 

① 

富山県内 
・富山市１名 

奈良県内 
・奈良市３名 
・香芝市１名 
 

④ 

① 

③ 

静岡県内  
・浜松市１名 
・島田市１名 
・富士市１名 

宮崎県内 
・宮崎市１名 

長崎県内 
・長崎市１名 

山口県内 
・長門市１名 

熊本県内 
・熊本市５名 

⑤ 

群馬県内  
・沼田市１名 

和歌山県内 
・和歌山市１名 

① 

栃木県内 
・栃木市１名 
・小山市１名 

茨城県内 
・つくば市１名 

鹿児島県内 
・鹿児島市１名・鹿屋市１名 
・霧島市１名・南さつま市１名 

愛知県内 
・名古屋市３名・豊橋市２名 
・岡崎市２名・春日井市１名 
・豊田市３名・小牧市１名 

① 

島根県内 
・出雲市１名 

① 

石川県内 
・加賀市１名 

京都府内 
・福知山市２名 

② 

① 

北海道内 
・札幌市１名 
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弁護士ゼロ・ワン地方裁判所支部数の変遷

※ 弁護士白書による。

公設事務所・法テラス司法過疎地域事務所の設置箇所（累計）の推移

※ 弁護士白書による。

（注）　 「弁護士ゼロ」「弁護士ワン」とは、地方・家庭裁判所支部管轄区域を単位として、登録弁護士が全くいないか、１人しかいない地
域をいう。

H5年

7月

H8年

4月

H9年

4月

H10

年

4月

H11

年

4月

H12

年

4月

H13

年

10月

H14

年

10月

H15

年

10月

H16

年

10月

H17

年

10月

H18

年

10月

H19

年

10月

H20

年

10月

H21

年

10月

H22

年

10月

H23

年

10月

H24

年

10月

H25

年

10月

H26

年

10月

H27

年

10月

H28

年

10月

H29

年

10月

H30

年

10月

R1年

10月

R2年

10月

R3年

10月

R4年

10月

ワン支部 24 31 32 30 34 36 33 36 39 35 37 33 24 20 9 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2

ゼロ支部 50 47 40 43 39 35 31 25 19 16 10 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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法テラス

(司法過疎地域事務所)
7 14 15 22 27 31 32 33 34 35 35 35 35 34 34 34 34

公設事務所 1 5 12 20 33 54 76 82 93 98 102 107 112 113 113 115 117 117 118 120 122 122 122
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現在の法曹養成制度の下における法曹志望者の減少に顕著な改善傾向が見られないこと
等が「法曹の質」に及ぼす影響につき、必要な分析を行うこと

○国民が自律的存在として、多様な社会生活関係を積極的に形成・維持し発展させてい
くためには、司法の運営に直接携わるプロフェッションとしての法曹がいわば「国民
の社会生活上の医師」として、各人の置かれた具体的な生活状況ないしニーズに即した
法的サービスを提供することが必要である。

○ 21世紀の司法を担う法曹に必要な資質として、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と
専門的知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力等の基本的資質に加えて、社会や人間関
係に対する洞察力、人権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語学力等が
一層求められるものと思われる。

司法制度改革審議会意見（平成13年６月12日）

「法曹の質」とは何か？ ～司法制度改革が目指した法曹像～

○法曹の活動内容や事業形態は様々であり、求められる資質・能力は活動内容等に
より異なる

○法曹資格取得後の自己研さんや実務経験等も、個々の法曹の資質・能力に影響を
与える

→ 法曹を総体として捉え、その質を一律に評価することは困難

「法曹の質」を一律に評価することはできるのか？

○各分野には、どのようなニーズがあるのか？

○法曹の活動等は、各分野の利用者等からどう評価されているのか？

○平成24年司法試験以降に法曹資格を得た者（司法修習66期以降）の
「質の低下」を認める事情はあるか？

→ 研究者等による既存の調査結果等の収集・分析、アンケート調査等を実施

各附帯決議において求められたこと

法曹の質に関する検証結果について【附帯決議が求めるもの】

今回の調査 ~「ニーズへの対応・利用者等の評価」という観点~

参考資料７
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○いずれの分野においても、
法曹の活動等に対する利用者等の評価はおおむね高かった

○若手法曹（司法修習期66期以降）一般の資質・能力や
活動の質についても、他の法曹と比較して劣っていると
評価されてはいなかった

６つの分野について調査を実施

【分野③】企業
○法曹有資格社員に対する企業側の評価に
ついて調査
・企業に対するアンケート調査を実施
（回答数 157）

・ヒアリング調査を実施（５社）
（協力：経団連、経営法友会ほか）

【分野②】法律相談
○弁護士に対する利用者評価の変遷につい
て調査
・原子力損害賠償・廃炉等支援機構の
「法律相談利用者アンケート」の結果
を分析（Ｈ27~Ｒ3.6・回答数 7,260）

（協力：原賠機構）

【分野①】民事訴訟
○裁判官・弁護士に対する利用者評価の変
遷について調査
・民事訴訟制度研究会の
「民事訴訟利用者調査」の結果を分析
（Ｈ18年,Ｈ23年,Ｈ28年,Ｒ3年調査）

（協力：民事訴訟制度研究会）

【分野⑤】高齢者福祉等
○弁護士に対する福祉関係者の評価につい
て調査
・福祉関係者に対するヒアリング調査を
実施（６か所）

（協力：法テラス）

【分野④】児童福祉
○弁護士に対する児童相談所の評価につい
て調査
・児童相談所に対するアンケート調査
を実施（回答数 214）

（協力：厚生労働省）

【分野⑥】教育行政
○弁護士に対する教育委員会の評価につい
て調査
・文部科学省の「教育行政に係る法務相談
体制の整備等に関する調査」の結果を分
析（回答数 1,784）

（協力：文部科学省）

これまでの主な活動分野 連携の必要性が認識されている分野

法曹の質に関する検証結果について【概要】



期待した効果は得られたと思う
どちらかといえば，期待した効果は得られたと思う
どちらともいえない
どちらかといえば，期待した効果は得られていないと思う
期待した効果は得られていないと思う

・法曹資格の有無を考慮して法曹有資格社員を採用したと回答した企業61社のうち「期待した効
果は得られていないと思う」と回答した企業が２社あったものの、残りの59社は「期待した効
果を得られた※２」と回答

・司法修習期66期以降の資質・能力の低下を肯定するに足りる事情は認められなかった

・高く評価されたのは,「論理的な思考力」「事案分析能力」「深い法律知識」「幅広い法律知識」など

・裁判官の対応に満足している割合※２は39～41％で推移、満足していない割合※３は27～30％で推移
・弁護士の対応に満足している割合※２は69～73％で推移、満足していない割合※３は13～18％で推移
・司法修習期66期が裁判官や弁護士となった平成26年以降の調査結果と、それ以前の調査結果とを
比較したところ、その満足度に顕著な差異は認められなかった

【分野①】民事訴訟：民事訴訟利用者調査※１の分析

・ほとんどの利用者が、弁護士の対応等が良かった※２と回答

・平成29年以降、司法修習期66期以降に対する評価が全体
に対する評価を僅かに上回った※３

・高く評価されたのは、「親切な対応」「丁寧な説明」
「わかりやすさ」など

【分野②】法律相談：法律相談の利用者アンケート※1の分析

【分野③】企業：企業に対するアンケート調査・ヒアリング調査※１

法曹の質に関する検証結果について【６つの分野における調査結果・概要】
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〈裁判官の対応に対する満足度〉

※１民事訴訟制度研究会がH18年、H23年、H28年、R３年に実施したもの
※２「とても満足している」又は「少し満足している」と回答した割合の合計
※３「全く満足していない」又は「あまり満足していない」と回答した割合の合計
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〈弁護士の対応に対する満足度〉
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※１原子力損害賠償・廃炉等支援機構が実施している法律相談において、
H27～R3.6に実施したもの（回答数は7,260）

※２「大変良かった」又は「良かった」と回答した割合の合計
※３利用者評価の平均を比較した結果による
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〈弁護士の対応等に対する利用者評価〉

※１法務省が実施（アンケート調査の回答数は157、ヒアリング調査は５社）
※２「期待した効果は得られたと思う」又は「どちらかといえば期待した効果は得られ
たと思う」と回答した割合の合計



・６つの地域の福祉関係者が、弁護士の活動に満足していると回答
・司法修習期66期以降の弁護士のみが福祉機関等と連携して実施した取組を特に高く評価した
地域もあった

・高く評価されたのは「相談のしやすさ」「フットワークの軽さ」「福祉分野に対する理解の深さ」
「支援者に寄り添う姿勢」「新しい仕組みを作り出す行動力」など

・教育行政専従弁護士※２による法務相談体制があると回答した全ての
教育委員会※３が、法務相談等における弁護士の対応に満足※４と回答

・司法修習期66期以降の弁護士も、教育行政専従弁護士として活動し
ている※５

・弁護士との連携等に関する事例集の作成等や、法務相談体制の拡充
等を求める声あり

【分野⑥】教育行政：「 教育行政に係る法務相談体制の整備等に関する調査」※１の分析

【分野⑤】高齢者福祉等：福祉関係者に対するヒアリング調査

・ほぼ全ての児童相談所が、弁護士の対応に満足※２と回答

・司法修習期66期以降の資質・能力の低下を肯定するに
足りる事情は認められなかった

・高く評価されたのは、「幅広い法律知識」「論理的な思考力」
「深い法律知識」「事案分析能力」「児童福祉に関する理解力」など

【分野④】児童福祉：児童相談所に対するアンケート調査※１

法曹の質に関する検証結果について【６つの分野における調査結果・概要】
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〈弁護士の対応に対する満足度〉

大変満足
86%

やや満足
14%

〈弁護士の対応に対する満足度〉

①新宿区 ・ 一緒に業務を行っている弁護士の中には、経験年数が数年にとどまる若い弁護士もいるが、
その法的知識に不安を感じたり、経験の少なさに対する不満を感じたりしたことはない。

②那珂川市 ・ 少なくとも私が関わった弁護士については、弁護士になって間もない方も含め、「質が低
い」と感じたことはない。いずれも、福祉分野で必要な資質や能力を備えていると感じるし、
対応には大変満足している。

③松江市 ・ 「質の高い法曹」とは、支援対象者を人として尊重し、その人に合った支援をすることがで
きる人だと思うが、これまでに関わった弁護士は、経験が浅い方も含め、そうした姿勢を
持って支援に当たり、適切な解決策を示してくれた方ばかりであった。

④下呂市 ・ 年齢や弁護士としての経験の長短で、弁護士としての資質や能力、仕事に対する姿勢、対応
内容などに特段の違いを感じたことはない。いずれの方も、支援対象者の意思を尊重し、ま
た、福祉関係者の意見も聞きながら、より良い解決方法を柔軟に検討してくれる方ばかりで
あり、法的な知識に不足を感じたり、対応に不安を感じたりしたことはなかった。

⑤対馬市 ・ 「法曹の質が低下している」と感じたことはなく、これまで弁護士の対応に不満を感じたこ
とはない

⑥せたな町 ・ 「法曹の質が低下している」と感じたことはない。平成24年から現在までの９年間に関係し
た弁護士は、いずれも良い活動をしてくれたと感じている。

〈弁護士の活動や資質・能力等に対する福祉関係者の評価・一部抜粋〉

※１法務省が実施（回答数は214）
※２「満足している」又は「どちらかといえば満足している」と回答した割合の合計

※１文部科学省が全国の教育委員会を対象に実施（回答数は1,784）
※２ 自治体の法務全体に関与する顧問弁護士とは別に、専ら教育行政に関与する弁護士
※３ 189の教育委員会
※４「大変満足」又は「やや満足」と回答した割合の合計
※５例えば、神奈川県の川崎市や藤沢市
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はじめに 
第201回国会衆議院法務委員会において、裁判所職員定員法の一部を改正する法律

案に対し、「現在の法曹養成制度の下で法曹志望者が減少していることを踏まえ、その

ことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を

国会に示すとともに、法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより

一層進めること」との附帯決議がされ、同国会参議院法務委員会においても、同法律

案に対し、「現在の法曹養成制度の下での法曹志望者の減少が法曹の質や判事補任官

者数に及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、法曹養

成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること」との附帯決

議がされた。 

また、第204回国会衆議院法務委員会において、裁判所職員定員法の一部を改正す

る法律案に対し、「現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の減少について顕著な改善

傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響

につき必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、法改正を踏まえた更なる

法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること」との

附帯決議がされ、同国会参議院法務委員会においても、同法律案に対し、上記同様の

附帯決議がされた（以下、これらの附帯決議を併せて「本件附帯決議」と総称する。）。 

本報告書は、本件附帯決議に基づき、法務省において法曹の質に関する調査・分析

を行った結果について報告するものである。 

 

第１章 法曹養成制度に関するこれまでの経緯 
司法制度改革においては、司法を支える人的基盤として、質・量ともに豊かなプロ

フェッションとしての法曹を確保するものとされた。量の面では、法曹人口の大幅な

拡大を図るものとして、平成14年３月19日に閣議決定された「司法制度改革推進計

画」において年間司法試験合格者数の目標が3,000人と定められ、質の面では、「法科

大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」（平成14年法律第139号）を制

定するなどして、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた、法科大学院

を中心とする「プロセス」としての法曹養成制度を新たに整備することとされた。 

こうして新たに設けられた法科大学院は、平成16年から学生の受入れを開始し、平

成18年からは、その修了者を対象とした新司法試験が実施され、新しい制度の下で養

成された多くの有為かつ多様な人材が、法曹として活躍するに至っている。しかし、

その一方で、法科大学院全体としての司法試験合格率や、弁護士を含む法曹有資格者

の活動の場の拡がりなどが、制度当初に期待されていた状況には至っていない上、法

曹志望者の減少を招来する事態に陥っている。 

政府は、こうした状況等を踏まえ、平成22年以降、累次の枠組みにおいて法曹養成

制度に関する検討を行い、平成27年６月30日、関係６大臣で構成される法曹養成制
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度改革推進会議において、「法曹養成制度改革の更なる推進について」を決定（以下「推

進会議決定」という。）し、法曹志望者数を回復させ、新たな時代に対応した質の高い

法曹を多数輩出していくための各種の取組を進める方針を示した。そして、推進会議

決定に基づき、平成30年度までを法科大学院の集中改革期間と位置付け、文部科学省

が中心となって、法務省等と連携を図りながら、中央教育審議会法科大学院等特別委

員会において平成 30 年３月に取りまとめられた法科大学院改革の基本的方向性をベ

ースとして、プロセス養成全体のパッケージとしての法曹養成制度改革の検討を進め、

その結果、令和元年６月19日、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する

法律等の一部を改正する法律」（令和元年法律第44号。以下「改正法」という。）が成

立するに至った。改正法に基づき、令和２年４月、法科大学院教育との接続・連携を

図る協定（法曹養成連携協定）を締結した大学の法学部において、法曹コース（連携

法曹基礎課程）の運用がスタートし、令和５年から法科大学院在学中に司法試験を受

験することが可能となるなど、改正法に基づく新しい法曹養成制度は、今まさに始ま

ったところであり、法務省は、文部科学省を始めとする関係機関等と連携しながら、

その着実かつ円滑な実施に向け、取組を進めている。 

また、法務省及び文部科学省は、推進会議決定に掲げられた取組についても必要な

検討を進めるべく、最高裁判所及び日本弁護士連合会の参集並びに関係機関・団体の

必要な協力を得て、法曹養成制度改革連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）を定

期的に開催し、法曹有資格者の活動領域の在り方や法曹人口の在り方、法科大学院に

おける教育等の在り方等に関する両省の取組の進捗状況等に関する情報を共有する

とともに、今後の取組について継続して協議を行っているところである。 

 

第２章 調査の概要 
第１ 調査の方向性について 

司法制度改革審議会意見書（平成13年６月12日）は、21世紀の我が国社会に

おいて法曹に期待される役割について、「国民が自律的存在として、多様な社会生

活関係を積極的に形成・維持し発展させていくためには、司法の運営に直接携わ

るプロフェッションとしての法曹がいわば「国民の社会生活上の医師」として、

各人の置かれた具体的な生活状況ないしニーズに即した法的サービスを提供す

ることが必要である」とした上で、「21 世紀の司法を担う法曹に必要な資質」と

して、「豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説得・

交渉の能力等の基本的資質に加えて、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚、

先端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語学力等が一層求められる」とした。

法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度は、上記司法制度改革審

議会意見書の趣旨にのっとり、所要の法整備を行った上で運用されてきたもので
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あり、求められている法曹の資質は、今もなお変わるところはない1。 

本調査は、現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の減少について顕著な改善傾

向が見られないこと等を踏まえ、そのことが法曹の質に及ぼす影響について必要

な分析を行うために実施するものである。しかし、法曹の活動内容や事業形態は

様々であり、その求められる資質・能力は個々人の活動内容等に応じておのずと

異なるものであるし、資格取得後の自己研さんや実務経験等がその資質・能力に

与える影響も決して小さくないと考えられる。そのため、法曹個々人の活動内容

から離れて法曹を総体として捉え、その質を一律に評価することには困難を伴う

と言わざるを得ない。 

そこで、本調査においては、法的支援等が必要とされている各分野における法

曹の活動内容に着目し、それぞれの分野において、具体的にどのようなニーズが

あり、そのようなニーズに対して、法曹がどのような活動をし、その法的サービ

スの利用者や関係者（以下、これらを併せて「利用者等」という。）からどう評価

されているのかという観点から「法曹の質」についての検証を行うこととし、現

在の法曹の活動分野として主要なものと考えられる(1)民事訴訟、(2)法律相談及

び(3)企業の分野、並びに、近年、法曹との連携の必要性が強く認識されている(4)

児童福祉、(5)高齢者福祉等及び(6)教育行政の分野を取り上げて、当該各分野で

活動する法曹に対する利用者等の評価を調査した2。 

 

第２ 調査の方法について 
本調査においては、研究者や関係機関等が実施した既存の調査結果等を収集・

分析したほか、法務省において、必要に応じて、利用者等に対するアンケート調

査やヒアリング調査を行った。なお、本件附帯決議において、法曹志望者の減少

について顕著な改善傾向が見られないこと等が法曹の質に及ぼす影響につき必

要な分析を行うとされたことを踏まえ、新しい法曹養成制度の下で、司法試験受

験者数が減少傾向に転じた平成 24 年司法試験以降に法曹資格を得た者（司法修

習期 66 期以降の法曹がこれに該当する。）に対する利用者等の評価についても、

可能な限り、調査・分析を試みた。 

  

                         

1 推進会議決定においても、「多くの質の高い法曹が、前記司法制度改革の理念に沿って社会の様々な

分野で活躍する状況になることを目指すべきである」とされている。 

2 本調査を行うに先立ち、法務省は、令和３年７月29日に連絡協議会（第15回）を開催し、本調査

の方向性について同協議会の了承を得た。 
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第３章 各活動領域における調査 
第１ 民事訴訟 
１ 調査の概要 

民事訴訟の利用者による法曹の評価とその推移を明らかにするため、民事訴訟

制度研究会が実施した「民事訴訟利用者調査」の結果について分析、検証を行っ

た。 

「民事訴訟利用者調査」は、民事訴訟の実際の利用者に、裁判官や弁護士に対

する評価を含む、訴訟を利用しての各種評価を尋ねたものであり、国民に利用し

やすい民事訴訟制度の在り方を検討する際の基本的な資料を得ることを目的と

して、平成12年に司法制度改革審議会によって初めて実施された（以下、この調

査を「審議会調査」という。）。 

その後、司法制度改革審議会意見書（平成13年６月12日）において、「何より

重要なことは、司法制度の利用者の意見・意識を十分汲み取り、それを制度の改

革・改善に適切に反映させていくことであり、利用者の意見を実証的に検証して

いくために必要な調査等を定期的・継続的に実施し、国民の期待に応える制度等

の改革・改善を行っていくべきである」とされたところ、この趣旨に賛同した民

事訴訟学者等からなる民事訴訟制度研究会によって、同種の調査が、平成18年、

平成23年、平成28年、令和３年と継続的に実施されている （以下、これらの調

査をそれぞれ「平成18年調査」、「平成23年調査」、「平成28年調査」、「令和３年

調査」という。また、平成18年以降に実施された各調査を併せて「本件各調査」

と総称する。）。 

審議会調査以降、平成 28 年調査までの結果は既に公表されている3ところ、本

調査に当たっては、法務省において、公表済みの調査結果に加え、民事訴訟制度

研究会の協力の下、令和３年調査の結果についても一部提供を受けて分析を行っ

た。 

審議会調査に始まる一連の調査は、一定の条件の下に抽出した地方裁判所の民

事訴訟事件を対象として、法人を含む当該訴訟の当事者に、第１審の終局時点で

の各種評価を尋ねたものであるという点で共通したものであるが、審議会調査が

面接方式により行われたのに対し、民事訴訟制度研究会による平成 18 年以降に

                         

3 審議会調査について、『「民事訴訟利用者調査」報告書』（首相官邸ホームページ URL：

https://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/tyousa/2001/survey-report.html） 

平成18年調査について、民事訴訟制度研究会編『2006年民事訴訟利用者調査』（JLF叢書Vol. 13）

（商事法務2007年） 

平成23年調査について、民事訴訟制度研究会編『2011年民事訴訟利用者調査』（JLF叢書Vol. 20）

（商事法務2012年） 

平成28年調査について、民事訴訟制度研究会編『2016年民事訴訟利用者調査』（商事法務2018年） 
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行われた本件各調査は郵送による質問紙調査により行われていること、また、調

査結果について、審議会調査では、質問に対し「わからない」旨の回答がされた

場合、これを欠損値として集計から除外する処理を行っているのに対し、本件各

調査では、これを含めて集計を行っていることなどから、審議会調査と本件各調

査の結果を単純に比較することはできない。 

そこで、本調査においては、平成18年以降に同一の手法で行われた本件各調査
4を対象とし、複数の調査に共通する、訴訟に関わった裁判官及び弁護士の評価に

係る質問事項を取り出して、その回答結果を比較、検証することとした。 

後記２の各図表は、いずれも、法務省において、本件各調査に係る民事訴訟制

度研究会の報告書5及び本調査に当たり同研究会から提供を受けた令和３年調査

の結果から数値を算出し、新たに作成したものである。 

 

２ 調査の結果 

(1) 裁判官に対する評価 

本件各調査においては、民事訴訟利用者に、訴訟を担当した裁判官の評価を

尋ねている。本件各調査のうち複数の調査に共通する、経年比較が可能な具体

的な質問事項は、「その裁判官は、中立的な立場で審理を行ったと思いますか」

など11項目であり、その詳細は以下のとおりである（以下、これらの各質問事

項を、「裁判官質問①（中立的立場）」などという。）。 

 

 共通する質問事項 本報告書での略称 

１ 
その裁判官は、中立的な立場で審理を行ったと思い

ますか 
裁判官質問①（中立的立場） 

２ 
その裁判官は、あなたの言い分を十分に聞いたと思

いますか 
裁判官質問②（傾聴） 

                         

4 平成 18 年調査は、全国 118 の地方裁判所（本庁及び支部）の民事訴訟の当事者 3,145 人を調査対

象として抽出し、うち1,001人から回答を得て実施され（回答率は31.8％）、平成23年調査では、

133の地方裁判所（本庁及び支部）の民事訴訟の当事者2,406人のうち785人から回答を得（回答

率32.6％）、平成28年調査では142の地方裁判所（本庁及び支部）の民事訴訟の当事者3,146人の

うち910人から回答を得て（回答率28.9％）実施された。令和３年調査については、令和４年１月

末時点で詳細は公表されていないが、民事訴訟の利用者1,058人から回答を得て実施された。 

5 平成 18 年調査については、『2006 年民事訴訟利用者調査』166 頁以下【表 2A-16】、【表 2A-17】、  

【表2A-21】、【表2A-22】 

平成 23 年調査については、『2011 年民事訴訟利用者調査』279 頁以下【表 2A-16】、【表 2A-17-1】、

【表2A-21】、【表2A-22-1】 

平成 28 年調査については、『2016 年民事訴訟利用者調査』308 頁以下【表 2A-16】、【表 2A-17】、 

【表2A-21】、【表2A-22】 
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３ その裁判官は、信頼できる人物だと思いましたか 裁判官質問③（信頼性） 

４ その裁判官は、権威的・威圧的だと思いましたか 
裁判官質問④（権威的・威圧

的） 

５ 
その裁判官は、法律に関する判断は別として、あな

たの考え方や価値観を理解していたと思いますか 

裁判官質問⑤（考え・価値観

の理解） 

６ 
その裁判官は、あなたに対して丁寧に接したと思い

ますか 
裁判官質問⑥（丁寧さ） 

７ 
その裁判官は、法律以外のことでも、裁判に必要な

知識を十分に持っていたと思いますか 

裁判官質問⑦（法律以外の知

識） 

８ 
その裁判官は、あなたの事件の審理のために十分な

準備をしていたと思いますか 
裁判官質問⑧（審理の準備） 

９ 
その裁判官は、法的な専門知識に優れた人だと思い

ましたか 
裁判官質問⑨（法的専門知識） 

10 
その裁判官は、事件の背景にある実情について、よ

く理解していたと思いますか 
裁判官質問⑩（背景等の理解） 

11 今回の裁判で、その裁判官に満足していますか 裁判官質問⑪（満足度） 

 

本件各調査では、裁判官質問①（中立的立場）ないし裁判官質問⑩（背景等

の理解）に対し、「全くそう思わない」、「あまりそう思わない」、「どちらともい

えない」、「少しそう思う」、「強くそう思う」、「わからない」の６つの選択肢を

用意して回答を求めるとともに、裁判官質問⑪（満足度）について、「全く満足

していない」、「あまり満足していない」、「どちらともいえない」、「少し満足し

ている」、「とても満足している」の５段階で評価を尋ねている。 

裁判官質問⑪（満足度）を除く各質問事項について、「強くそう思う」と「少

しそう思う」との回答（以下、これらを併せて「肯定的回答」という。）と、「全

くそう思わない」と「あまりそう思わない」との回答（以下、これらを併せて

「否定的回答」という。）をそれぞれ取りまとめる形で集計を行い、その回答割

合を比較した。その結果は、【図表１－１－１】ないし【図表１－１－10】のと

おりである。 

本件各調査のいずれにおいても、全体の回答において、裁判官質問④（権威

的・威圧的）を除く全ての質問事項につき、肯定的回答の割合が否定的回答の

割合を上回っている（なお、裁判官質問④（権威的・威圧的）については、内

容として否定的回答が肯定的な評価を意味するところ、否定的回答の割合が肯

定的回答の割合を上回っている。）。 

また、裁判官質問⑪（満足度）については、【図表１－１－11】のとおり、本

件各調査のいずれにおいても、全体の回答において、肯定的回答の割合（「とて
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も満足している」と「少し満足している」の回答割合の合計）が４割前後、否

定的回答の割合（「全く満足していない」と「あまり満足していない」の回答割

合の合計）が３割前後と、肯定的回答の割合が否定的回答の割合を上回ってい

る。 

経年の変化としては、裁判官質問①（中立的立場）ないし裁判官質問⑩（背

景等の理解）について、平成18年調査以降、全体的に「わからない」の回答割

合が増加し、否定的回答と肯定的回答の各割合は、いずれもおおむね減少傾向

にある。 

また、裁判官質問⑪（満足度）については、全体の回答における肯定的回答

の割合（「とても満足している」と「少し満足している」の回答割合の合計）が、

平成 18 年調査は 41.3％、平成 23 年調査は 40.8％、平成 28 年調査は 38.3％、

令和３年調査は 39.9％と、平成 18 年調査において最も高く、否定的回答の割

合（「全く満足していない」と「あまり満足していない」の回答割合の合計）も、

平成 18 年調査は 30.3％、平成 23 年調査は 28.4％、平成 28 年調査は 28.6％、

令和３年調査は26.2％と、平成18年調査が最も高くなっている。 

 

 

【図表１－１－１】その裁判官は、中立的な立場で審理を行ったと思いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 159 (19.70%) 100 (12.39%) 386 (47.83%) 162 (20.07%) 807 
自然人 105 (21.69%) 60 (12.40%) 209 (43.18%) 110 (22.73%) 484 
法  人 54 (16.72%) 40 (12.38%) 177 (54.80%) 52 (16.10%) 323 

平成 23 年 115 (16.48%) 96 (13.75%) 303 (43.41%) 184 (26.36%) 698 
自然人 92 (20.22%) 64 (14.07%) 164 (36.04%) 135 (29.67%) 455 
法  人 23 (9.47%) 32 (13.17%) 139 (57.20%) 49 (20.16%) 243 

平成 28 年 145 (17.45%) 80 (9.63%) 337 (40.55%) 269 (32.37%) 831 
自然人 118 (20.24%) 56 (9.61%) 199 (34.13%) 210 (36.02%) 583 
法  人 27 (10.89%) 24 (9.68%) 138 (55.65%) 59 (23.79%) 248 

令和 3 年 161 (16.25%) 101 (10.19%) 356 (35.92%) 373 (37.64%) 991 
自然人 133 (17.80%) 76 (10.17%) 236 (31.59%) 302 (40.43%) 747 
法  人 28 (11.48%) 25 (10.25%) 120 (49.18%) 71 (29.10%) 244 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 
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【図表１－１－２】その裁判官は、あなたの言い分を十分に聞いたと思いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 180 (22.47%) 107 (13.36%) 360 (44.94%) 154 (19.23%) 801 
自然人 123 (25.63%) 67 (13.96%) 186 (38.75%) 104 (21.67%) 480 
法  人 57 (17.76%) 40 (12.46%) 174 (54.21%) 50 (15.58%) 321 

平成 23 年 151 (21.57%) 102 (14.57%) 277 (39.57%) 170 (24.29%) 700 
自然人 126 (27.57%) 68 (14.88%) 139 (30.42%) 124 (27.13%) 457 
法  人 25 (10.29%) 34 (13.99%) 138 (56.79%) 46 (18.93%) 243 

平成 28 年 177 (21.27%) 80 (9.62%) 324 (38.94%) 251 (30.17%) 832 
自然人 144 (24.70%) 53 (9.09%) 192 (32.93%) 194 (33.28%) 583 
法  人 33 (13.25%) 27 (10.84%) 132 (53.01%) 57 (22.89%) 249 

令和 3 年 196 (19.84%) 84 (8.50%) 352 (35.63%) 356 (36.03%) 988 
自然人 166 (22.31%) 59 (7.93%) 234 (31.45%) 285 (38.31%) 744 
法  人 30 (12.30%) 25 (10.25%) 118 (48.36%) 71 (29.10%) 244 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

 

【図表１－１－３】その裁判官は、信頼できる人物だと思いましたか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 119 (14.89%) 143 (17.90%) 345 (43.18%) 192 (24.03%) 799 
自然人 79 (16.46%) 92 (19.17%) 183 (38.13%) 126 (26.25%) 480 
法  人 40 (12.54%) 51 (15.99%) 162 (50.78%) 66 (20.69%) 319 

平成 23 年 102 (14.63%) 112 (16.07%) 271 (38.88%) 212 (30.42%) 697 
自然人 85 (18.72%) 73 (16.08%) 146 (32.16%) 150 (33.04%) 454 
法  人 17 (7.00%) 39 (16.05%) 125 (51.44%) 62 (25.51%) 243 

平成 28 年 131 (15.73%) 118 (14.17%) 281 (33.73%) 303 (36.37%) 833 
自然人 107 (18.32%) 79 (13.53%) 163 (27.91%) 235 (40.24%) 584 
法  人 24 (9.64%) 39 (15.66%) 118 (47.39%) 68 (27.31%) 249 

令和 3 年 140 (14.17%) 109 (11.03%) 309 (31.28%) 430 (43.52%) 988 
自然人 116 (15.59%) 84 (11.29%) 205 (27.55%) 339 (45.56%) 744 
法  人 24 (9.84%) 25 (10.25%) 104 (42.62%) 91 (37.30%) 244 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 
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【図表１－１－４】その裁判官は、権威的・威圧的だと思いましたか6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 308 (38.60%) 182 (22.81%) 123 (15.41%) 185 (23.18%) 798 
自然人 166 (34.80%) 105 (22.01%) 79 (16.56%) 127 (26.62%) 477 
法  人 142 (44.24%) 77 (23.99%) 44 (13.71%) 58 (18.07%) 321 

平成 23 年 270 (38.79%) 146 (20.98%) 80 (11.49%) 200 (28.74%) 696 
自然人 163 (35.98%) 84 (18.54%) 60 (13.25%) 146 (32.23%) 453 
法  人 107 (44.03%) 62 (25.51%) 20 (8.23%) 54 (22.22%) 243 

平成 28 年 271 (32.61%) 148 (17.81%) 95 (11.43%) 317 (38.15%) 831 
自然人 167 (28.69%) 95 (16.32%) 74 (12.71%) 246 (42.27%) 582 
法  人 104 (41.77%) 53 (21.29%) 21 (8.43%) 71 (28.51%) 249 

令和 3 年 289 (29.31%) 142 (14.40%) 102 (10.34%) 453 (45.94%) 986 
自然人 191 (25.74%) 105 (14.15%) 80 (10.78%) 366 (49.33%) 742 
法  人 98 (40.16%) 37 (15.16%) 22 (9.02%) 87 (35.66%) 244 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

【図表１－１－５】その裁判官は、法律に関する判断は別として、あなたの考え方や価値観

を理解していたと思いますか7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 23 年 147 (21.18%) 128 (18.44%) 232 (33.43%) 187 (26.95%) 694 
自然人 121 (26.77%) 78 (17.26%) 120 (26.55%) 133 (29.42%) 452 
法  人 26 (10.74%) 50 (20.66%) 112 (46.28%) 54 (22.31%) 242 

平成 28 年 184 (22.17%) 112 (13.49%) 251 (30.24%) 283 (34.10%) 830 
自然人 144 (24.74%) 70 (12.03%) 144 (24.74%) 224 (38.49%) 582 
法  人 40 (16.13%) 42 (16.94%) 107 (43.15%) 59 (23.79%) 248 

令和 3 年 191 (19.37%) 124 (12.58%) 279 (28.30%) 392 (39.76%) 986 
自然人 156 (21.02%) 88 (11.86%) 179 (24.12%) 319 (42.99%) 742 
法  人 35 (14.34%) 36 (14.75%) 100 (40.98%) 73 (29.92%) 244 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

                         
6 本質問については、他の質問と異なり「強く・少しそう思う」が権威的・威圧的であることを意味

し、否定的な評価となることから、グラフの表示順を入れ替えている。 

7 平成 23年調査以降、平成18年調査の「その裁判官の常識とあなたの常識には違いがあると思いま

したか」との質問に代えて設けられたもの。 
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【図表１－１－６】その裁判官は、あなたに対して丁寧に接したと思いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 92 (11.46%) 174 (21.67%) 363 (45.21%) 174 (21.67%) 803 
自然人 61 (12.66%) 98 (20.33%) 210 (43.57%) 113 (23.44%) 482 
法  人 31 (9.66%) 76 (23.68%) 153 (47.66%) 61 (19.00%) 321 

平成 23 年 60 (8.63%) 139 (20.00%) 294 (42.30%) 202 (29.06%) 695 
自然人 47 (10.38%) 94 (20.75%) 167 (36.87%) 145 (32.01%) 453 
法  人 13 (5.37%) 45 (18.60%) 127 (52.48%) 57 (23.55%) 242 

平成 28 年 82 (9.94%) 133 (16.12%) 291 (35.27%) 319 (38.67%) 825 
自然人 63 (10.94%) 93 (16.15%) 171 (29.69%) 249 (43.23%) 576 
法  人 19 (7.63%) 40 (16.06%) 120 (48.19%) 70 (28.11%) 249 

令和 3 年 97 (9.84%) 115 (11.66%) 326 (33.06%) 448 (45.44%) 986 
自然人 78 (10.51%) 83 (11.19%) 214 (28.84%) 367 (49.46%) 742 
法  人 19 (7.79%) 32 (13.11%) 112 (45.90%) 81 (33.20%) 244 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

 

【図表１－１－７】その裁判官は、法律以外のことでも、裁判に必要な知識を十分に持ってい

たと思いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 154 (19.20%) 163 (20.32%) 192 (23.94%) 293 (36.53%) 802 
自然人 98 (20.37%) 86 (17.88%) 117 (24.32%) 180 (37.42%) 481 
法  人 56 (17.45%) 77 (23.99%) 75 (23.36%) 113 (35.20%) 321 

平成 23 年 108 (15.52%) 144 (20.69%) 170 (24.43%) 274 (39.37%) 696 
自然人 77 (16.96%) 87 (19.16%) 97 (21.37%) 193 (42.51%) 454 
法  人 31 (12.81%) 57 (23.55%) 73 (30.17%) 81 (33.47%) 242 

平成 28 年 128 (15.48%) 141 (17.05%) 173 (20.92%) 385 (46.55%) 827 
自然人 90 (15.57%) 95 (16.44%) 100 (17.30%) 293 (50.69%) 578 
法  人 38 (15.26%) 46 (18.47%) 73 (29.32%) 92 (36.95%) 249 

令和 3 年 129 (13.08%) 165 (16.73%) 177 (17.95%) 515 (52.23%) 986 
自然人 107 (14.42%) 108 (14.56%) 114 (15.36%) 413 (55.66%) 742 
法  人 22 (9.02%) 57 (23.36%) 63 (25.82%) 102 (41.80%) 244 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 
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【図表１－１－８】その裁判官は、あなたの事件の審理のために十分な準備をしていたと思

いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 178 (22.17%) 164 (20.42%) 198 (24.66%) 263 (32.75%) 803 
自然人 115 (23.86%) 93 (19.29%) 106 (21.99%) 168 (34.85%) 482 
法  人 63 (19.63%) 71 (22.12%) 92 (28.66%) 95 (29.60%) 321 

平成 23 年 118 (16.91%) 142 (20.34%) 180 (25.79%) 258 (36.96%) 698 
自然人 87 (19.08%) 91 (19.96%) 96 (21.05%) 182 (39.91%) 456 
法  人 31 (12.81%) 51 (21.07%) 84 (34.71%) 76 (31.40%) 242 

平成 28 年 145 (17.51%) 144 (17.39%) 194 (23.43%) 345 (41.67%) 828 
自然人 111 (19.14%) 89 (15.34%) 114 (19.66%) 266 (45.86%) 580 
法  人 34 (13.71%) 55 (22.18%) 80 (32.26%) 79 (31.85%) 248 

令和 3 年 148 (14.98%) 148 (14.98%) 224 (22.67%) 468 (47.37%) 988 
自然人 117 (15.70%) 105 (14.09%) 146 (19.60%) 377 (50.60%) 745 
法  人 31 (12.76%) 43 (17.70%) 78 (32.10%) 91 (37.45%) 243 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

【図表１－１－９】その裁判官は、法的な専門知識に優れた人だと思いましたか8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 60 (7.47%) 158 (19.68%) 322 (40.10%) 263 (32.75%) 803 
自然人 40 (8.28%) 96 (19.88%) 175 (36.23%) 172 (35.61%) 483 
法  人 20 (6.25%) 62 (19.38%) 147 (45.94%) 91 (28.44%) 320 

平成 23 年 73 (10.46%) 120 (17.19%) 233 (33.38%) 272 (38.97%) 698 
自然人 59 (12.94%) 77 (16.89%) 128 (28.07%) 192 (42.11%) 456 
法  人 14 (5.79%) 43 (17.77%) 105 (43.39%) 80 (33.06%) 242 

平成 28 年 88 (10.60%) 136 (16.39%) 234 (28.19%) 372 (44.82%) 830 
自然人 65 (11.17%) 99 (17.01%) 128 (21.99%) 290 (49.83%) 582 
法  人 23 (9.27%) 37 (14.92%) 106 (42.74%) 82 (33.06%) 248 

令和 3 年 102 (10.32%) 141 (14.27%) 258 (26.11%) 487 (49.29%) 988 
自然人 83 (11.13%) 101 (13.54%) 169 (22.65%) 393 (52.68%) 746 
法  人 19 (7.85%) 40 (16.53%) 89 (36.78%) 94 (38.84%) 242 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

                         
8 平成 18年調査では「その裁判官は、法律の知識を十分に持っていたと思いますか」との質問。 
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【図表１－１－10】その裁判官は、事件の背景にある実情について、よく理解していたと思い

ますか9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 23 年 173 (24.79%) 119 (17.05%) 201 (28.80%) 205 (29.37%) 698 
自然人 133 (29.17%) 64 (14.04%) 117 (25.66%) 142 (31.14%) 456 
法  人 40 (16.53%) 55 (22.73%) 84 (34.71%) 63 (26.03%) 242 

平成 28 年 210 (25.36%) 99 (11.96%) 220 (26.57%) 299 (36.11%) 828 
自然人 161 (27.76%) 64 (11.03%) 128 (22.07%) 227 (39.14%) 580 
法  人 49 (19.76%) 35 (14.11%) 92 (37.10%) 72 (29.03%) 248 

令和 3 年 207 (20.93%) 130 (13.14%) 255 (25.78%) 397 (40.14%) 989 
自然人 169 (22.68%) 92 (12.35%) 165 (22.15%) 319 (42.82%) 745 
法  人 38 (15.57%) 38 (15.57%) 90 (36.89%) 78 (31.97%) 244 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

 

【図表１－１－11】今回の裁判で、その裁判官に満足していますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く満足して 
いない 

あまり満足して 
いない 

どちらとも 
いえない 

少し満足 
している 

とても満足 
している 

合計 

平成 18 年 133 (16.24%) 115 (14.04%) 233 (28.45%) 183 (22.34%) 155 (18.93%) 819 
自然人 94 (18.99%) 76 (15.35%) 139 (28.08%) 98 (19.80%) 88 (17.78%) 495 
法  人 39 (12.04%) 39 (12.04%) 94 (29.01%) 85 (26.23%) 67 (20.68%) 324 

平成 23 年 105 (15.13%) 92 (13.26%) 214 (30.84%) 136 (19.60%) 147 (21.18%) 694 
自然人 86 (19.03%) 70 (15.49%) 134 (29.65%) 78 (17.26%) 84 (18.58%) 452 
法  人 19 (7.85%) 22 (9.09%) 80 (33.06%) 58 (23.97%) 63 (26.03%) 242 

平成 28 年 151 (18.76%) 79 (9.81%) 267 (33.17%) 166 (20.62%) 142 (17.64%) 805 
自然人 125 (22.36%) 58 (10.38%) 188 (33.63%) 105 (18.78%) 83 (14.85%) 559 
法  人 26 (10.57%) 21 (8.54%) 79 (32.11%) 61 (24.80%) 59 (23.98%) 246 

令和 3 年 158 (16.63%) 91 (9.58%) 322 (33.89%) 188 (19.79%) 191 (20.11%) 950 
自然人 134 (18.82%) 76 (10.67%) 240 (33.71%) 137 (19.24%) 125 (17.56%) 712 
法  人 24 (10.08%) 15 (6.30%) 82 (34.45%) 51 (21.43%) 66 (27.73%) 238 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

                         

9 平成 23年調査以降、新たに設けられた質問。 
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(2) 弁護士に対する評価 

本件各調査においては、民事訴訟利用者のうち、弁護士に依頼している当事

者に、当該弁護士の評価について尋ねている。 

本件各調査のうち複数の調査に共通する、経年比較が可能な具体的な質問事

項は、「その弁護士は、裁判を適正に進めようとしていたと思いますか」など、

以下の20項目であり（以下、これらの各質問事項を、「弁護士質問①（適正な

裁判）」などという。）、前記(1)と同様、弁護士質問①（適正な裁判）ないし弁

護士質問⑲（意見の尊重）に対し、６つの選択肢を用意して回答を求めるとと

もに、弁護士質問⑳（満足度）について５段階で評価を尋ねている。 

 

 共通する質問事項 本報告書での略称 

１ 
その弁護士は、裁判を適正に進めようとしていたと思

いますか 
弁護士質問①（適正な裁判） 

２ 
その弁護士は、裁判を迅速に進めようとしていたと思

いますか 
弁護士質問②（迅速な裁判） 

３ 
その弁護士は、あなたの言い分を十分に聞いてくれた

と思いますか 
弁護士質問③（傾聴） 

４ その弁護士は、熱心に弁護してくれたと思いますか 弁護士質問④（熱心な弁護） 

５ その弁護士は、信頼できる人物だと思いましたか 弁護士質問⑤（信頼性） 

６ その弁護士は、権威的・威圧的だと思いましたか 弁護士質問⑥（権威的・威圧的） 

７ 
その弁護士は、法律に関する判断は別として、あなた

の考え方や価値観を理解していたと思いますか 

弁護士質問⑦（考え・価値観の

理解） 

８ 
その弁護士は、あなたに対して丁寧に接したと思いま

すか 
弁護士質問⑧（丁寧さ） 

９ 
その弁護士は、法律以外のことでも、弁護に必要な知

識を十分に持っていたと思いますか 

弁護士質問⑨（法律以外の知

識） 

10 
その弁護士は、あなたの事件の弁護のために十分な準

備をしていたと思いますか 
弁護士質問⑩（弁護の準備） 

11 
その弁護士は、事件の内容や背景について、よく理解

していたと思いますか 
弁護士質問⑪（背景等の理解） 

12 
その弁護士は、裁判の進行の見通しを十分説明したと

思いますか 
弁護士質問⑫（見通しの説明） 

13 
その弁護士は、事件の事実上、法律上の問題点を十分

説明したと思いますか 
弁護士質問⑬（問題点の説明） 
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14 
その弁護士は、判決・和解内容について、あなたにわ

かりやすく説明したと思いますか 
弁護士質問⑭（判決等の説明） 

15 
その弁護士は、あなたの側の主張や証拠を裁判官に十

分に伝えてくれたと思いますか 
弁護士質問⑮（十分な主張等） 

16 
その弁護士は、交渉や尋問など、弁護士として必要な

技術を十分にもっていたと思いますか 
弁護士質問⑯（必要な技術） 

17 
その弁護士は、相手方を含め、紛争当事者全員にとっ

て良い解決を考えていたと思いますか 
弁護士質問⑰（良い解決） 

18 
その弁護士は、法的な専門知識に優れた人だと思いま

したか 
弁護士質問⑱（法的専門知識） 

19 
その弁護士は、手続の進め方や解決の方法について、

あなたの意見を十分に尊重してくれたと思いますか 
弁護士質問⑲（意見の尊重） 

20 今回の裁判で、その弁護士に満足していますか 弁護士質問⑳（満足度） 

前記(1)と同様、弁護士質問⑳（満足度）を除く各質問事項に対する回答を、

肯定的回答と否定的回答とに分けて集計した上で、その回答割合を比較した。

その結果は、【図表１－２－１】ないし【図表１－２－19】のとおりである。 

本件各調査のいずれにおいても、全体の回答においては、弁護士質問⑥（権

威的・威圧的）を除く全ての質問事項につき、肯定的回答が６ないし８割とな

っており、否定的回答の割合を上回っている（なお、弁護士質問⑥（権威的・

威圧的）については、内容として否定的回答が肯定的な評価を意味するところ、

いずれも否定的回答が６割を超え、肯定的回答を上回っている。）。自然人・法

人別で見た場合には、弁護士質問⑥（権威的・威圧的）を除き、総じて、自然

人よりも法人において肯定的回答の割合が高く、また、否定的回答の割合が低

くなっている（弁護士質問⑥（権威的・威圧的）は、その逆となっている。）。 

また、弁護士質問⑳（満足度）については、【図表１－２－20】のとおり、本

件各調査のいずれにおいても、全体の回答における肯定的回答の割合（「とても

満足している」と「少し満足している」の回答割合の合計）が７割前後、否定

的回答の割合（「全く満足していない」と「あまり満足していない」の回答割合

の合計）が２割以下と、肯定的回答の割合が否定的回答の割合を大きく上回っ

ている。 

経年の変化としては、全体の回答における肯定的回答の割合は、弁護士質問

①（適正な裁判）、弁護士質問⑧（丁寧さ）、弁護士質問⑩（弁護の準備）、弁護

士質問⑫（見通しの説明）、弁護士質問⑭（判決等の説明）については、平成18

年調査の割合が最も低くなっている。また、弁護士質問①（適正な裁判）、弁護

士質問②（迅速な裁判）、弁護士質問③（傾聴）、弁護士質問④（熱心な弁護）、

弁護士質問⑤（信頼性）、弁護士質問⑦（考え・価値観の理解）、弁護士質問⑧
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（丁寧さ）、弁護士質問⑩（弁護の準備）、弁護士質問⑪（背景等の理解）、弁護

士質問⑫（見通しの説明）、弁護士質問⑬（問題点の説明）、弁護士質問⑭（判

決等の説明）、弁護士質問⑮（十分な主張等）、弁護士質問⑰（良い解決）、弁護

士質問⑱（法的専門知識）及び弁護士質問⑲（意見の尊重）については、令和

３年調査における肯定的回答の割合が平成28年調査よりも増加している10。 

一方、各質問事項に係る否定的回答の割合を見ると、全体の回答において、

弁護士質問①（適正な裁判）、弁護士質問②（迅速な裁判）、弁護士質問③（傾

聴）、弁護士質問⑤（信頼性）、弁護士質問⑧（丁寧さ）、弁護士質問⑨（法律以

外の知識）、弁護士質問⑩（弁護の準備）、弁護士質問⑫（見通しの説明）、弁護

士質問⑬（問題点の説明）及び弁護士質問⑭（判決等の説明）については平成

18年調査の割合が最も高い。また、弁護士質問⑯（必要な技術）及び弁護士質

問⑰（良い解決）については、これらの質問事項が設けられた平成23年調査の

割合が、弁護士質問⑦（考え・価値観の理解）については、令和３年調査の割

合が最も高い。 

弁護士質問⑳（満足度）の肯定的回答の割合は、全体の回答において、平成

18年調査は68.7％、平成23年調査は72.5％、平成28年調査は70.4％、令和

３年調査は 72.4％と、平成 18 年調査に比して増加している。また、否定的回

答の割合は、全体の回答において、平成18年調査は18.4％、平成23年調査は

15.1％、平成28年調査は16.0％、令和３年調査は13.6％と、平成18年調査以

降、おおむね減少傾向にある。 

  

                         

10 なお，弁護士質問⑥（権威的・威圧的）についても，令和３年調査における肯定的回答の割合が平

成 28 年調査よりも増加しているが，同質問では肯定的回答が否定的な評価を意味することからこ

こでは指摘しなかった。 
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【図表１－２－１】その弁護士は、裁判を適正に進めようとしていたと思いますか11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 75 (10.98%) 72 (10.54%) 504 (73.79%) 32 (4.69%) 683 
自然人 44 (10.65%) 53 (12.83%) 289 (69.98%) 27 (6.54%) 413 
法  人 31 (11.48%) 19 (7.04%) 215 (79.63%) 5 (1.85%) 270 

平成 23 年 24 (4.11%) 45 (7.71%) 499 (85.45%) 16 (2.74%) 584 
自然人 22 (5.82%) 39 (10.32%) 305 (80.69%) 12 (3.17%) 378 
法  人 2 (0.97%) 6 (2.91%) 194 (94.17%) 4 (1.94%) 206 

平成 28 年 38 (5.23%) 62 (8.54%) 587 (80.85%) 39 (5.37%) 726 
自然人 31 (6.09%) 45 (8.84%) 402 (78.98%) 31 (6.09%) 509 
法  人 7 (3.23%) 17 (7.83%) 185 (85.25%) 8 (3.69%) 217 

令和 3 年 48 (5.50%) 45 (5.15%) 717 (82.13%) 63 (7.22%) 873 
自然人 43 (6.57%) 39 (5.96%) 515 (78.75%) 57 (8.72%) 654 
法  人 5 (2.28%) 6 (2.74%) 202 (92.24%) 6 (2.74%) 219 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

【図表１－２－２】その弁護士は、裁判を迅速に進めようとしていたと思いますか 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 75 (10.98%) 72 (10.54%) 504 (73.79%) 32 (4.69%) 683 
自然人 44 (10.65%) 53 (12.83%) 289 (69.98%) 27 (6.54%) 413 
法  人 31 (11.48%) 19 (7.04%) 215 (79.63%) 5 (1.85%) 270 

平成 23 年 49 (8.39%) 88 (15.07%) 423 (72.43%) 24 (4.11%) 584 
自然人 40 (10.58%) 66 (17.46%) 253 (66.93%) 19 (5.03%) 378 
法  人 9 (4.37%) 22 (10.68%) 170 (82.52%) 5 (2.43%) 206 

平成 28 年 58 (8.01%) 100 (13.81%) 515 (71.13%) 51 (7.04%) 724 
自然人 47 (9.27%) 74 (14.60%) 345 (68.05%) 41 (8.09%) 507 
法  人 11 (5.07%) 26 (11.98%) 170 (78.34%) 10 (4.61%) 217 

令和 3 年 59 (6.77%) 116 (13.30%) 622 (71.33%) 75 (8.60%) 872 
自然人 49 (7.50%) 95 (14.55%) 442 (67.69%) 67 (10.26%) 653 
法  人 10 (4.57%) 21 (9.59%) 180 (82.19%) 8 (3.65%) 219 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

                         
11 弁護士質問①（適正な裁判）及び弁護士質問②（迅速な裁判）は、平成 23 年調査から設けられた
質問であり、平成 18 年調査では「その弁護士は、裁判を適正迅速に進めようとしていたと思いま
すか」とまとめて質問されていた。【図表１－２－１】及び【図表１－２－２】における平成18年
調査の数値は、いずれも「その弁護士は、裁判を適正迅速に進めようとしていたと思いますか」と
の質問に対する回答とその割合を示している。 
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【図表１－２－３】その弁護士は、あなたの言い分を十分に聞いてくれたと思いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 67 (9.72%) 46 (6.68%) 561 (81.42%) 15 (2.18%) 689 
自然人 48 (11.51%) 31 (7.43%) 324 (77.70%) 14 (3.36%) 417 
法  人 19 (6.99%) 15 (5.51%) 237 (87.13%) 1 (0.37%) 272 

平成 23 年 45 (7.69%) 39 (6.67%) 490 (83.76%) 11 (1.88%) 585 
自然人 39 (10.29%) 34 (8.97%) 298 (78.63%) 8 (2.11%) 379 
法  人 6 (2.91%) 5 (2.43%) 192 (93.20%) 3 (1.46%) 206 

平成 28 年 55 (7.54%) 48 (6.58%) 593 (81.34%) 33 (4.53%) 729 
自然人 44 (8.59%) 37 (7.23%) 407 (79.49%) 24 (4.69%) 512 
法  人 11 (5.07%) 11 (5.07%) 186 (85.71%) 9 (4.15%) 217 

令和 3 年 61 (7.01%) 49 (5.63%) 712 (81.84%) 48 (5.52%) 870 
自然人 53 (8.13%) 43 (6.60%) 512 (78.53%) 44 (6.75%) 652 
法  人 8 (3.67%) 6 (2.75%) 200 (91.74%) 4 (1.83%) 218 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 
 

【図表１－２－４】その弁護士は、熱心に弁護してくれたと思いますか12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう思
わない 

どちらともいえない 強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 23 年 47 (8.03%) 61 (10.43%) 449 (76.75%) 28 (4.79%) 585 
自然人 42 (11.11%) 46 (12.17%) 268 (70.90%) 22 (5.82%) 378 
法  人 5 (2.42%) 15 (7.25%) 181 (87.44%) 6 (2.90%) 207 

平成 28 年 68 (9.37%) 63 (8.68%) 545 (75.07%) 50 (6.89%) 726 
自然人 57 (11.15%) 44 (8.61%) 376 (73.58%) 34 (6.65%) 511 
法  人 11 (5.12%) 19 (8.84%) 169 (78.60%) 16 (7.44%) 215 

令和 3 年 71 (8.17%) 71 (8.17%) 654 (75.26%) 73 (8.40%) 869 
自然人 60 (9.23%) 54 (8.31%) 474 (72.92%) 62 (9.54%) 650 
法  人 11 (5.02%) 17 (7.76%) 180 (82.19%) 11 (5.02%) 219 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

                         

12 平成 23年調査以降、新たに設けられた質問。 
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【図表１－２－５】その弁護士は、信頼できる人物だと思いましたか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 53 (7.71%) 51 (7.42%) 562 (81.80%) 21 (3.06%) 687 
自然人 40 (9.62%) 38 (9.13%) 319 (76.68%) 19 (4.57%) 416 
法  人 13 (4.80%) 13 (4.80%) 243 (89.67%) 2 (0.74%) 271 

平成 23 年 31 (5.27%) 73 (12.41%) 461 (78.40%) 23 (3.91%) 588 
自然人 29 (7.59%) 57 (14.92%) 276 (72.25%) 20 (5.24%) 382 
法  人 2 (0.97%) 16 (7.77%) 185 (89.81%) 3 (1.46%) 206 

平成 28 年 50 (6.90%) 71 (9.79%) 561 (77.38%) 43 (5.93%) 725 
自然人 42 (8.27%) 56 (11.02%) 377 (74.21%) 33 (6.50%) 508 
法  人 8 (3.69%) 15 (6.91%) 184 (84.79%) 10 (4.61%) 217 

令和 3 年 58 (6.67%) 77 (8.86%) 677 (77.91%) 57 (6.56%) 869 
自然人 50 (7.67%) 67 (10.28%) 485 (74.39%) 50 (7.67%) 652 
法  人 8 (3.69%) 10 (4.61%) 192 (88.48%) 7 (3.23%) 217 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

【図表１－２－６】その弁護士は、権威的・威圧的だと思いましたか13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 431 (63.95%) 95 (14.09%) 122 (18.10%) 26 (3.86%) 674 
自然人 236 (58.13%) 58 (14.29%) 91 (22.41%) 21 (5.17%) 406 
法  人 195 (72.76%) 37 (13.81%) 31 (11.57%) 5 (1.87%) 268 

平成 23 年 388 (66.78%) 98 (16.87%) 75 (12.91%) 20 (3.44%) 581 
自然人 233 (62.13%) 71 (18.93%) 55 (14.67%) 16 (4.27%) 375 
法  人 155 (75.24%) 27 (13.11%) 20 (9.71%) 4 (1.94%) 206 

平成 28 年 449 (62.53%) 124 (17.27%) 90 (12.53%) 55 (7.66%) 718 
自然人 301 (59.96%) 87 (17.33%) 70 (13.94%) 44 (8.76%) 502 
法  人 148 (68.52%) 37 (17.13%) 20 (9.26%) 11 (5.09%) 216 

令和 3 年 550 (63.44%) 117 (13.49%) 126 (14.53%) 74 (8.54%) 867 
自然人 395 (60.86%) 91 (14.02%) 103 (15.87%) 60 (9.24%) 649 
法  人 155 (71.10%) 26 (11.93%) 23 (10.55%) 14 (6.42%) 218 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

                         
13 本質問については、他の質問と異なり「強く・少しそう思う」が権威的・威圧的であることを意味

し、否定的な評価となることから、グラフの表示順を入れ替えている。 
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【図表１－２－７】その弁護士は、法律に関する判断は別として、あなたの考え方や価値観

を理解していたと思いますか14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 23 年 41 (7.08%) 70 (12.09%) 453 (78.24%) 15 (2.59%) 579 
自然人 37 (9.92%) 56 (15.01%) 268 (71.85%) 12 (3.22%) 373 
法  人 4 (1.94%) 14 (6.80%) 185 (89.81%) 3 (1.46%) 206 

平成 28 年 43 (5.93%) 90 (12.41%) 546 (75.31%) 46 (6.34%) 725 
自然人 40 (7.87%) 65 (12.80%) 367 (72.24%) 36 (7.09%) 508 
法  人 3 (1.38%) 25 (11.52%) 179 (82.49%) 10 (4.61%) 217 

令和 3 年 65 (7.47%) 81 (9.31%) 664 (76.32%) 60 (6.90%) 870 
自然人 59 (9.05%) 67 (10.28%) 472 (72.39%) 54 (8.28%) 652 
法  人 6 (2.75%) 14 (6.42%) 192 (88.07%) 6 (2.75%) 218 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

【図表１－２－８】その弁護士は、あなたに対して丁寧に接したと思いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 60 (8.76%) 73 (10.66%) 535 (78.10%) 17 (2.48%) 685 
自然人 43 (10.39%) 51 (12.32%) 305 (73.67%) 15 (3.62%) 414 
法  人 17 (6.27%) 22 (8.12%) 230 (84.87%) 2 (0.74%) 271 

平成 23 年 25 (4.25%) 47 (7.99%) 501 (85.20%) 15 (2.55%) 588 
自然人 22 (5.76%) 37 (9.69%) 311 (81.41%) 12 (3.14%) 382 
法  人 3 (1.46%) 10 (4.85%) 190 (92.23%) 3 (1.46%) 206 

平成 28 年 40 (5.51%) 59 (8.13%) 589 (81.13%) 38 (5.23%) 726 
自然人 32 (6.29%) 42 (8.25%) 407 (79.96%) 28 (5.50%) 509 
法  人 8 (3.69%) 17 (7.83%) 182 (83.87%) 10 (4.61%) 217 

令和 3 年 48 (5.51%) 65 (7.46%) 707 (81.17%) 51 (5.86%) 871 
自然人 43 (6.58%) 53 (8.12%) 513 (78.56%) 44 (6.74%) 653 
法  人 5 (2.29%) 12 (5.50%) 194 (88.99%) 7 (3.21%) 218 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

                         
14 平成 23年調査以降、平成18年調査の「その弁護士の常識とあなたの常識には違いがあると思いま
したか」との質問に代えて設けられたもの。 
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【図表１－２－９】その弁護士は、法律以外のことでも、弁護に必要な知識を十分に持ってい

たと思いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 72 (10.59%) 96 (14.12%) 438 (64.41%) 74 (10.88%) 680 
自然人 45 (11.00%) 63 (15.40%) 246 (60.15%) 55 (13.45%) 409 
法  人 27 (9.96%) 33 (12.18%) 192 (70.85%) 19 (7.01%) 271 

平成 23 年 41 (7.01%) 91 (15.56%) 401 (68.55%) 52 (8.89%) 585 
自然人 34 (8.99%) 68 (17.99%) 235 (62.17%) 41 (10.85%) 378 
法  人 7 (3.38%) 23 (11.11%) 166 (80.19%) 11 (5.31%) 207 

平成 28 年 50 (6.92%) 121 (16.74%) 463 (64.04%) 89 (12.31%) 723 
自然人 40 (7.91%) 85 (16.80%) 307 (60.67%) 74 (14.62%) 506 
法  人 10 (4.61%) 36 (16.59%) 156 (71.89%) 15 (6.91%) 217 

令和 3 年 74 (8.51%) 131 (15.06%) 550 (63.22%) 115 (13.22%) 870 
自然人 64 (9.82%) 99 (15.18%) 391 (59.97%) 98 (15.03%) 652 
法  人 10 (4.59%) 32 (14.68%) 159 (72.94%) 17 (7.80%) 218 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

【図表１－２－10】その弁護士は、あなたの事件の弁護のために十分な準備をしていたと思

いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 91 (13.30%) 75 (10.96%) 484 (70.76%) 34 (4.97%) 684 
自然人 53 (12.83%) 61 (14.77%) 274 (66.34%) 25 (6.05%) 413 
法  人 38 (14.02%) 14 (5.17%) 210 (77.49%) 9 (3.32%) 271 

平成 23 年 45 (7.71%) 67 (11.47%) 443 (75.86%) 29 (4.97%) 584 
自然人 38 (10.05%) 47 (12.43%) 269 (71.16%) 24 (6.35%) 378 
法  人 7 (3.40%) 20 (9.71%) 174 (84.47%) 5 (2.43%) 206 

平成 28 年 64 (8.84%) 81 (11.19%) 528 (72.93%) 51 (7.04%) 724 
自然人 49 (9.66%) 60 (11.83%) 359 (70.81%) 39 (7.69%) 507 
法  人 15 (6.91%) 21 (9.68%) 169 (77.88%) 12 (5.53%) 217 

令和 3 年 78 (8.96%) 87 (9.99%) 636 (73.02%) 70 (8.04%) 871 
自然人 68 (10.41%) 66 (10.11%) 456 (69.83%) 63 (9.65%) 653 
法  人 10 (4.59%) 21 (9.63%) 180 (82.57%) 7 (3.21%) 218 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 
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【図表１－２－11】その弁護士は、事件の内容や背景について、よく理解していたと思います

か15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 23 年 39 (6.64%) 47 (8.01%) 480 (81.77%) 21 (3.58%) 587 
自然人 33 (8.68%) 33 (8.68%) 296 (77.89%) 18 (4.74%) 380 
法  人 6 (2.90%) 14 (6.76%) 184 (88.89%) 3 (1.45%) 207 

平成 28 年 54 (7.45%) 64 (8.83%) 564 (77.79%) 43 (5.93%) 725 
自然人 44 (8.66%) 45 (8.86%) 387 (76.18%) 32 (6.30%) 508 
法  人 10 (4.61%) 19 (8.76%) 177 (81.57%) 11 (5.07%) 217 

令和 3 年 63 (7.24%) 63 (7.24%) 687 (78.97%) 57 (6.55%) 870 
自然人 54 (8.28%) 52 (7.98%) 496 (76.07%) 50 (7.67%) 652 
法  人 9 (4.13%) 11 (5.05%) 191 (87.61%) 7 (3.21%) 218 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

【図表１－２－12】その弁護士は、裁判の進行の見通しを十分説明したと思いますか16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 104 (15.20%) 84 (12.28%) 474 (69.30%) 22 (3.22%) 684 
自然人 68 (16.46%) 57 (13.80%) 270 (65.38%) 18 (4.36%) 413 
法  人 36 (13.28%) 27 (9.96%) 204 (75.28%) 4 (1.48%) 271 

平成 23 年 56 (9.64%) 77 (13.25%) 429 (73.84%) 19 (3.27%) 581 
自然人 48 (12.80%) 56 (14.93%) 258 (68.80%) 13 (3.47%) 375 
法  人 8 (3.88%) 21 (10.19%) 171 (83.01%) 6 (2.91%) 206 

平成 28 年 79 (10.88%) 99 (13.64%) 504 (69.42%) 44 (6.06%) 726 
自然人 62 (12.18%) 72 (14.15%) 342 (67.19%) 33 (6.48%) 509 
法  人 17 (7.83%) 27 (12.44%) 162 (74.65%) 11 (5.07%) 217 

令和 3 年 81 (9.30%) 110 (12.63%) 615 (70.61%) 65 (7.46%) 871 
自然人 69 (10.58%) 86 (13.19%) 441 (67.64%) 56 (8.59%) 652 
法  人 12 (5.48%) 24 (10.96%) 174 (79.45%) 9 (4.11%) 219 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

                         
15 平成 23年調査以降、新たに設けられた質問。 
16 平成 18年調査では「その弁護士は、裁判の進行経過や今後の見込みを十分説明したと思いますか」

との質問。 
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【図表１－２－13】その弁護士は、事件の事実上、法律上の問題点を十分説明したと思いますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 92 (13.45%) 72 (10.53%) 493 (72.08%) 27 (3.95%) 684 
自然人 61 (14.77%) 48 (11.62%) 281 (68.04%) 23 (5.57%) 413 
法  人 31 (11.44%) 24 (8.86%) 212 (78.23%) 4 (1.48%) 271 

平成 23 年 47 (8.03%) 82 (14.02%) 432 (73.85%) 24 (4.10%) 585 
自然人 41 (10.82%) 59 (15.57%) 261 (68.87%) 18 (4.75%) 379 
法  人 6 (2.91%) 23 (11.17%) 171 (83.01%) 6 (2.91%) 206 

平成 28 年 66 (9.12%) 97 (13.40%) 504 (69.61%) 57 (7.87%) 724 
自然人 53 (10.45%) 73 (14.40%) 335 (66.07%) 46 (9.07%) 507 
法  人 13 (5.99%) 24 (11.06%) 169 (77.88%) 11 (5.07%) 217 

令和 3 年 75 (8.62%) 107 (12.30%) 610 (70.11%) 78 (8.97%) 870 
自然人 63 (9.68%) 86 (13.21%) 434 (66.67%) 68 (10.45%) 651 
法  人 12 (5.48%) 21 (9.59%) 176 (80.37%) 10 (4.57%) 219 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

【図表１－２－14】その弁護士は、判決・和解内容について、あなたにわかりやすく説明した
と思いますか17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 18 年 95 (13.99%) 94 (13.84%) 463 (68.19%) 27 (3.98%) 679 
自然人 72 (17.60%) 60 (14.67%) 256 (62.59%) 21 (5.13%) 409 
法  人 23 (8.52%) 34 (12.59%) 207 (76.67%) 6 (2.22%) 270 

平成 23 年 55 (9.40%) 79 (13.50%) 432 (73.85%) 19 (3.25%) 585 
自然人 48 (12.66%) 54 (14.25%) 265 (69.92%) 12 (3.17%) 379 
法  人 7 (3.40%) 25 (12.14%) 167 (81.07%) 7 (3.40%) 206 

平成 28 年 67 (9.29%) 92 (12.76%) 524 (72.68%) 38 (5.27%) 721 
自然人 51 (10.12%) 66 (13.10%) 359 (71.23%) 28 (5.56%) 504 
法  人 16 (7.37%) 26 (11.98%) 165 (76.04%) 10 (4.61%) 217 

令和 3 年 72 (8.24%) 100 (11.44%) 637 (72.88%) 65 (7.44%) 874 
自然人 61 (9.31%) 81 (12.37%) 458 (69.92%) 55 (8.40%) 655 
法  人 11 (5.02%) 19 (8.68%) 179 (81.74%) 10 (4.57%) 219 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

                         
17 平成 18 年調査では「判決・和解内容についての弁護士の説明は、あなた自身にとってわかりやす
いものでしたか」との質問。 
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【図表１－２－15】その弁護士は、あなたの側の主張や証拠を裁判官に十分に伝えてくれた

と思いますか18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 23 年 64 (11.02%) 63 (10.84%) 414 (71.26%) 40 (6.88%) 581 
自然人 56 (14.97%) 45 (12.03%) 240 (64.17%) 33 (8.82%) 374 
法  人 8 (3.86%) 18 (8.70%) 174 (84.06%) 7 (3.38%) 207 

平成 28 年 83 (11.46%) 74 (10.22%) 498 (68.78%) 69 (9.53%) 724 
自然人 63 (12.38%) 59 (11.59%) 332 (65.23%) 55 (10.81%) 509 
法  人 20 (9.30%) 15 (6.98%) 166 (77.21%) 14 (6.51%) 215 

令和 3 年 88 (10.14%) 81 (9.33%) 606 (69.82%) 93 (10.71%) 868 
自然人 79 (12.14%) 59 (9.06%) 432 (66.36%) 81 (12.44%) 651 
法  人 9 (4.15%) 22 (10.14%) 174 (80.18%) 12 (5.53%) 217 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 
 

【図表１－２－16】その弁護士は、交渉や尋問など、弁護士として必要な技術を十分にもっ

ていたと思いますか19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 23 年 53 (9.12%) 75 (12.91%) 406 (69.88%) 47 (8.09%) 581 
自然人 46 (12.27%) 55 (14.67%) 235 (62.67%) 39 (10.40%) 375 
法  人 7 (3.40%) 20 (9.71%) 171 (83.01%) 8 (3.88%) 206 

平成 28 年 63 (8.70%) 83 (11.46%) 495 (68.37%) 83 (11.46%) 724 
自然人 48 (9.47%) 62 (12.23%) 326 (64.30%) 71 (14.00%) 507 
法  人 15 (6.91%) 21 (9.68%) 169 (77.88%) 12 (5.53%) 217 

令和 3 年 75 (8.65%) 97 (11.19%) 574 (66.21%) 121 (13.96%) 867 
自然人 67 (10.32%) 68 (10.48%) 408 (62.87%) 106 (16.33%) 649 
法  人 8 (3.67%) 29 (13.30%) 166 (76.15%) 15 (6.88%) 218 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

                         
18 平成 23年調査以降、新たに設けられた質問。 
19 平成 23年調査以降、新たに設けられた質問。 
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【図表１－２－17】その弁護士は、相手方を含め、紛争当事者全員にとって良い解決を考え

ていたと思いますか20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 23 年 58 (9.93%) 115 (19.69%) 362 (61.99%) 49 (8.39%) 584 
自然人 51 (13.53%) 80 (21.22%) 209 (55.44%) 37 (9.81%) 377 
法  人 7 (3.38%) 35 (16.91%) 153 (73.91%) 12 (5.80%) 207 

平成 28 年 69 (9.53%) 127 (17.54%) 439 (60.64%) 89 (12.29%) 724 
自然人 53 (10.45%) 86 (16.96%) 295 (58.19%) 73 (14.40%) 507 
法  人 16 (7.37%) 41 (18.89%) 144 (66.36%) 16 (7.37%) 217 

令和 3 年 78 (8.96%) 149 (17.11%) 539 (61.88%) 105 (12.06%) 871 
自然人 64 (9.80%) 113 (17.30%) 387 (59.26%) 89 (13.63%) 653 
法  人 14 (6.42%) 36 (16.51%) 152 (69.72%) 16 (7.34%) 218 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 
 

【図表１－２－18】その弁護士は、法的な専門知識に優れた人だと思いましたか21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう思
わない 

どちらともいえない 強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 23 年 33 (5.63%) 67 (11.43%) 441 (75.26%) 45 (7.68%) 586 
自然人 28 (7.39%) 51 (13.46%) 263 (69.39%) 37 (9.76%) 379 
法  人 5 (2.42%) 16 (7.73%) 178 (85.99%) 8 (3.86%) 207 

平成 28 年 52 (7.15%) 91 (12.52%) 512 (70.43%) 72 (9.90%) 727 
自然人 41 (8.04%) 71 (13.92%) 341 (66.86%) 57 (11.18%) 510 
法  人 11 (5.07%) 20 (9.22%) 171 (78.80%) 15 (6.91%) 217 

令和 3 年 51 (5.86%) 94 (10.79%) 627 (71.99%) 99 (11.37%) 871 
自然人 49 (7.52%) 70 (10.74%) 447 (68.56%) 86 (13.19%) 652 
法  人 2 (0.91%) 24 (10.96%) 180 (82.19%) 13 (5.94%) 219 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

                         

20 平成 23年調査以降、新たに設けられた質問。 

21 平成 23年調査以降、新たに設けられた質問。 
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【図表１－２－19】その弁護士は、手続の進め方や解決の方法について、あなたの意見を十

分に尊重してくれたと思いますか22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く・あまりそう 
思わない 

どちらとも 
いえない 

強く・少しそう思う わからない 合計 

平成 23 年 51 (8.72%) 77 (13.16%) 431 (73.68%) 26 (4.44%) 585 
自然人 46 (12.14%) 60 (15.83%) 253 (66.75%) 20 (5.28%) 379 
法  人 5 (2.43%) 17 (8.25%) 178 (86.41%) 6 (2.91%) 206 

平成 28 年 69 (9.47%) 76 (10.43%) 537 (73.66%) 47 (6.45%) 729 
自然人 56 (10.94%) 58 (11.33%) 361 (70.51%) 37 (7.23%) 512 
法  人 13 (5.99%) 18 (8.29%) 176 (81.11%) 10 (4.61%) 217 

令和 3 年 76 (8.73%) 83 (9.53%) 648 (74.40%) 64 (7.35%) 871 
自然人 66 (10.11%) 68 (10.41%) 462 (70.75%) 57 (8.73%) 653 
法  人 10 (4.59%) 15 (6.88%) 186 (85.32%) 7 (3.21%) 218 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

 

【図表１－２－20】今回の裁判で、その弁護士に満足していますか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 全く満足して 
いない 

あまり満足して 
いない 

どちらとも 
いえない 

少し満足 
している 

とても満足 
している 

合計 

平成 18 年 55 (7.63%) 78 (10.82%) 93 (12.90%) 198 (27.46%) 297 (41.19%) 721 
自然人 39 (8.84%) 56 (12.70%) 65 (14.74%) 110 (24.94%) 171 (38.78%) 441 
法  人 16 (5.71%) 22 (7.86%) 28 (10.00%) 88 (31.43%) 126 (45.00%) 280 

平成 23 年 36 (6.10%) 53 (8.98%) 73 (12.37%) 144 (24.41%) 284 (48.14%) 590 
自然人 32 (8.38%) 44 (11.52%) 55 (14.40%) 96 (25.13%) 155 (40.58%) 382 
法  人 4 (1.92%) 9 (4.33%) 18 (8.65%) 48 (23.08%) 129 (62.02%) 208 

平成 28 年 49 (6.69%) 68 (9.29%) 100 (13.66%) 186 (25.41%) 329 (44.95%) 732 
自然人 37 (7.14%) 53 (10.23%) 77 (14.86%) 135 (26.06%) 216 (41.70%) 518 
法  人 12 (5.61%) 15 (7.01%) 23 (10.75%) 51 (23.83%) 113 (52.80%) 214 

令和 3 年 56 (6.38%) 63 (7.18%) 123 (14.01%) 226 (25.74%) 410 (46.70%) 878 
自然人 49 (7.48%) 51 (7.79%) 100 (15.27%) 170 (25.95%) 285 (43.51%) 655 
法  人 7 (3.14%) 12 (5.38%) 23 (10.31%) 56 (25.11%) 125 (56.05%) 223 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

                         

22 平成 23年調査以降、新たに設けられた質問。 
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３ 調査結果の分析 

(1) 裁判官に対する評価 

本件各調査は、民事訴訟における裁判官の対応等に対する利用者の評価を調

査したものであるところ、司法修習期 66 期以降の裁判官が誕生するのは平成

26年１月以降である23。そこで、本調査では、平成28年調査及び令和３年調査

の結果とそれ以前の調査の結果とを比較し分析を行う。 

【図表１－１－11】のとおり、裁判官質問⑪（満足度）に係る肯定的回答の

割合（「とても満足している」と「少し満足している」の回答割合の合計）は、

全体の回答において、平成18年調査は41.3％、平成23年調査は40.8％、平成

28年調査は38.3％、令和３年調査は39.9％と、平成18年調査において最も高

く、また、その否定的回答の割合（「全く満足していない」と「あまり満足して

いない」の回答割合の合計）も、平成 18 年調査は 30.3％、平成 23 年調査は

28.4％、平成28年調査は28.6％、令和３年調査は26.2％と、平成18年調査が

最も高くなっている。 

もっとも、その差は僅かであり、誤差の可能性を排除しきれない上、少なく

とも、平成28年調査及び令和３年調査において、裁判官質問⑪（満足度）に係

る否定的回答の割合が平成 18 年調査よりも増えていないことからすれば、裁

判官に対する利用者の満足度はそれ以前の各調査時点と比較して、大きく変化

してはいないと認めるのが相当であると思われる。 

なお、その他の質問事項は、いずれも、裁判官の訴訟に臨む姿勢、訴訟当事

者に対する態度、知識、能力など、様々な観点から裁判官の評価を問うもので

あるところ、【図表１－１－１】ないし【図表１－１－10】のとおり、裁判官質

問④（権威的・威圧的）の否定的回答の割合やそれ以外の各質問事項の肯定的

回答の割合は減少傾向にある。 

しかし、上記のとおり、平成28年調査及び令和３年調査において、裁判官に

対する利用者の満足度は、それ以前の各調査時点と比較して大きく変化しては

いないと認められることに加え、各質問事項に係る否定的回答の割合も全体的

に減少傾向にあること、「わからない」の回答割合も増えていることからすれば、

各質問事項に係る評価の推移等に基づき、平成28年調査以降、裁判官に対する

利用者の評価が下がってきているとまで一概には認められないように思われる。 

また、司法修習期 66 期以降が特例判事補に指名されて単独事件を担当する

ようになるのは、早くても平成31年以降であることを踏まえれば、各質問事項

                         

23 例えば、司法修習期66期の場合、平成25年 12月に司法修習を終了し、平成26年１月に判事補に

任命されるのが一般的である。なお、平成 28 年 1 月までの司法修習終了者において、裁判官とな

った者の人数は、66期が 96名、67期が 101名、68期が 91名である（いずれも修習終了直後の数

による。）。 
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に係る評価の推移等が司法修習期 66 期以降の裁判官が増えたことの影響によ

るものであるなどと直ちに結論付けることもできないように思われる。 

 

(2) 弁護士に対する評価 

裁判官と同様、本件各調査において、評価の対象となった弁護士の司法修習

期は把握されていない。参考として、各調査実施年における司法修習期別の弁

護士数を【図表１－３】に示す。 

【図表１－３】司法修習期別弁護士数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H18 時点 割合 H23 時点 割合 H28 時点 割合 R3 時点 割合 

60 期以前 21,262  (100.00%) 23,693  (79.44%) 22,405  (60.35%) 21,111  (49.42%) 

61 期から 65 期 - - 6,133  (20.56%) 9,696  (26.12%) 9,664  (22.62%) 

66 期から 70 期 - - - - 5,025  (13.53%) 7,995  (18.72%) 

71 期以降 - - - - - - 3,948  (9.24%) 

合計 21,262  (100.00%) 29,826  (100.00%) 37,126  (100.00%) 42,718  (100.00%) 

※ 日本弁護士連合会調べ（各年３月 31 日時点） 
※ 括弧書きは調査時点での弁護士総数に占める割合 

 

本件各調査は、民事訴訟における弁護士の対応等に対する利用者の評価を調

査したものであるところ、司法修習期 66 期以降の弁護士が本件各調査におけ

る評価の対象とされた可能性があるのは、平成28年調査以降である。そこで、

本調査では、平成 28 年調査及び令和３年調査の結果とそれ以前の調査の結果

とを比較し、分析を行う。 

【図表１－２－20】のとおり、弁護士質問⑳（満足度）に係る肯定的回答の

割合（「とても満足している」と「少し満足している」の回答割合の合計）は、

平成18年調査は68.7％、平成23年調査は72.5％、平成28年調査は70.4 ％、

令和３年調査は 72.4％と、平成 23 年以降、肯定的回答が７割以上を占めてお

り、その割合は、平成18年調査が最も低い。一方、否定的回答の割合（「全く

満足していない」と「あまり満足していない」の回答割合の合計）は、平成18

年調査は 18.4％、平成 23 年調査は 15.1％、平成 28 年調査は 16.0％、令和３

年調査は 13.6％と２割以下で推移しており、その割合は、平成 18 年調査が最

も高い。以上からすると、平成28年調査及び令和３年調査の時点で、弁護士に

対する利用者の満足度は、少なくとも平成 18 年調査時点よりも低下しておら

ず、高い評価を得られているものと認められる。 
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なお、その他の質問事項は、いずれも弁護士として訴訟に臨む姿勢、訴訟当

事者に対する態度、知識、能力など、様々な観点から弁護士の評価を問うもの

であるところ、【図表１－２－１】ないし【図表１－２－19】のとおり、各質問

事項に係る肯定的回答の割合は、全体の回答において、平成28年調査及び令和

３年調査の結果とそれ以前の調査の結果に大きな差はない。令和３年調査の結

果と、平成18年調査又は平成23年調査の結果との間に５ポイント以上の差が

あるのは弁護士質問①（適正な裁判）及び弁護士質問⑨（法律以外の知識）の

みであり、弁護士質問①（適正な裁判）では令和３年調査の肯定的回答の割合

が平成18年調査の割合を8.3ポイント上回っている。弁護士質問⑨（法律以外

の知識）では、令和３年調査の肯定的回答の割合が平成23年調査の割合を5.3

ポイント下回っている。 

否定的回答の割合については、ほとんどの質問事項について、平成28年調査

及び令和３年調査の結果において減少しており、中でも、弁護士質問①（適正

な裁判）については、令和３年調査の結果が平成18年調査の結果を5.5ポイン

ト下回っている。弁護士質問④（熱心な弁護）、弁護士質問⑦（考え・価値観の

理解）、弁護士質問⑪（背景等の理解）及び弁護士質問⑱（法的専門知識）につ

いては、平成 23 年調査に比して令和３年調査の否定的回答の割合が若干増加

しているが、いずれもその差は１ポイントに満たないものである。 

このような各質問事項に係る利用者評価の全体的な推移等からすれば、弁護

士に対する利用者の評価が下がっているとまで認められないように思われる。 

 

(3) まとめ 

以上のとおり、民事訴訟制度研究会が実施した「民事訴訟利用者調査」の結

果を分析した結果、司法修習期 66 期以降の裁判官及び弁護士がその調査の対

象となった可能性のある平成28年調査及び令和３年調査のいずれにおいても、

裁判官及び弁護士に対する利用者の評価が、それ以前と比べて下がっていると

は認められず、「法曹の質の低下」を肯定するに足りる事情も認められなかった。 
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第２ 法律相談 
１ 調査の概要 

法律相談の利用者による弁護士評価とその推移を明らかにするため、原子力損

害賠償・廃炉等支援機構（以下「原賠機構」という。）が実施する法律相談の利用

者アンケート調査の結果について分析、検証を行った。 

原賠機構は、平成23年９月、「原子力損害賠償支援機構法」（平成23年法律第

94 号。現在の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法。）に基づき、大規模な原子力

損害が発生した場合に、原子力事業者の損害賠償のために必要な資金の交付等の

業務を行うことにより、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供

給等の確保を図ることを目的として設立され、原子力事業者に対する資金援助等

を行うとともに損害賠償の円滑な実施を支援するため、被害者からの相談に応じ、

必要な情報の提供及び助言を行っている。 

平成23年 10月から令和３年９月までの間に原賠機構が行った、原子力損害賠

償に関する弁護士による法律相談及び行政書士による情報提供は、延べ46,021件

に及ぶ。このうち弁護士が避難先を巡回して実施した法律相談及び福島県内の常

設相談所や県外で実施した相談会において対応した法律相談24については、その

利用者を対象とした質問票によるアンケート調査が継続的に実施されており、平

成 27 年から令和３年６月 13 日までの間に 7,260 の回答が得られている（なお、

この間の利用者は計7,295人であり、回収率は99.5％であった。）。 

本調査に当たり、法務省において、原賠機構の協力を得て、必要な範囲で上記

アンケート調査の結果の提供を受けて分析を行った25。 

なお、弁護士による法律相談は、一般に、法律事務所を始め日本弁護士連合会

等が運営する各種法律相談センターなどでも広く行われており、原賠機構による

法律相談は、その一部にすぎないものではあるが、この法律相談の利用者を対象

としたアンケート調査は、同一の機関において、一定期間にわたり、共通する質

問事項について実施された調査であることから、その結果を分析することによっ

て、同一条件下における利用者評価の推移を明らかにしようとするものである。 

 

２ 調査の結果 

(1) 法律相談に対応した弁護士の概要 

原賠機構が実施した法律相談の利用者アンケート調査に関しては、利用者の

回答と併せて、同利用者に対応した弁護士の司法修習期についても把握されて

                         

24 これらの法律相談は、原賠機構から各地の弁護士に委嘱されており、福島県内に在住する弁護士の

ほか、原賠機構からの派遣要請により各弁護士会が選任した弁護士が対応している。 

25 当該アンケート調査は平成 27 年以前から行われているが、本調査においては、質問事項が共通し

ている平成27年以降のアンケート調査の結果の提供を受けて分析を行った。 
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いるところ、有効回答数に占める、弁護士の司法修習期ごとの対応件数の割合

は、【図表２－１】のとおりである。 

【図表２－１】弁護士の司法修習期ごとの対応件数の割合 

 
  60 期以前 61 期から 65 期 66 期から 70 期 71 期以降 計 

H27 974  (41.80%) 1,216  (52.19%) 140  (6.01%) 0  (0.00%) 2,330  

H28 718  (45.10%) 764  (47.99%) 110  (6.91%) 0  (0.00%) 1,592  

H29 511  (43.38%) 550  (46.69%) 117  (9.93%) 0  (0.00%) 1,178  

H30 296  (33.60%) 433  (49.15%) 152  (17.25%) 0  (0.00%) 881  

R1 256  (34.64%) 357  (48.31%) 126  (17.05%) 0  (0.00%) 739  

R2 119  (30.43%) 212  (54.22%) 55  (14.07%) 5  (1.28%) 391  

R3 33  (22.15%) 84  (56.38%) 31  (20.81%) 1  (0.67%) 149  

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

 

(2) 法律相談における弁護士の対応等についての利用者評価 

このアンケート調査において、弁護士の対応や説明に対する評価を尋ねた26

結果は、【図表２－２】のとおりである。同一の質問事項で調査が実施されるよ

うになった平成27年以降、「大変良かった」、「良かった」との評価が、合計す

ると95.3％から98.7％までの間を漸増傾向で推移しており、特に平成30年以

降、「大変良かった」の割合が増加している。 

弁護士に対する利用者評価の推移をより分かりやすく示すため、弁護士の評

価に係る回答について、「大変良かった」は４点、「良かった」は３点、「あまり

良くなかった」は２点、「良くなかった」は１点として重み付けを行い、各年の

加重平均を算出して比較したところ、その結果は、【図表２－３】のとおりであ

った。あわせて、司法修習期66期以降の弁護士が対応したもののみに限って回

答を抽出し、同様に各年の加重平均を算出してその推移を重ね合わせたところ、

                         

26 「個別相談を行った弁護士の対応や説明はいかがでしたか。該当する以下のいずれか一つに○を付

けて下さい。」との質問に対し、「大変良かった」、「良かった」、「あまり良くなかった」、「良くなか

った」の４つの選択肢を用意して回答を求めた。 

41.8% 45.1% 43.4%
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全体に対する利用者評価と司法修習期 66 期以降の弁護士に対する利用者評価

は、いずれも上昇傾向にあり、また、２つの間に有意な差はなかった。 

 

【図表２－２】弁護士の対応等に対する利用者評価 

 
  大変良かった 良かった あまり良くなかった 良くなかった 計 

H27 1,543 (66.22%) 679 (29.14%) 77 (3.30%) 31 (1.33%) 2,330 

H28 1,046 (65.70%) 501 (31.47%) 41 (2.58%) 4 (0.25%) 1,592 

H29 758 (64.35%) 386 (32.77%) 30 (2.55%) 4 (0.34%) 1,178 

H30 602 (68.33%) 255 (28.94%) 18 (2.04%) 6 (0.68%) 881 

R1 537 (72.67%) 187 (25.30%) 13 (1.76%) 2 (0.27%) 739 

R2 285 (72.89%) 101 (25.83%) 3 (0.77%) 2 (0.51%) 391 

R3 119 (79.87%) 28 (18.79%) 2 (1.34%) 0 (0.00%) 149 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

 

【図表２－３】弁護士の対応等に対する利用者評価（加重平均）の推移 
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また、この質問に関連して、どのような点でそう感じたのかを尋ねた27結果は、

「大変良かった」、「良かった」と思う点については【図表２－４】、「あまり良

くなかった」、「良くなかった」と思う点については【図表２－５】のとおりで

あった。 

「大変良かった」、「良かった」と思う点については、いずれの年も、「親切な

対応」、「丁寧な説明」、「わかりやすかった」を選択した利用者が多く、特に令

和３年においては、利用者の約９割が「親切な対応」を、また約７割が「丁寧

な説明」、「わかりやすかった」を選択した。 

「あまり良くなかった」、「良くなかった」と思う点については、いずれの年

も、「詳しい説明が少ない」、「知りたいと思ったことの説明がない」を選択した

利用者が多かったが、平成28年以降、これらを選択した利用者は、それぞれ全

体の１％前後で推移し、令和３年は、それぞれ有効回答数が各１名（全体の約

0.67％）にとどまっている。 

【図表２－４】「大変良かった」、「良かった」と思う点（複数回答） 

                         

27 「どのような点でそう感じられましたか？該当する□に✓を付けて下さい。（複数回答可）」との質

問に対し、「『大変良かった』、『良かった』と思う点」について、「親切な対応」、「丁寧な説明」、「わ

かりやすかった」、「具体的な事例での説明」、「被害者のおかれた状況をよく理解している」、「その

他（※自由記載）」の６つ選択肢を、「『あまり良くなかった』、『良くなかった』と思う点」として、

「不親切」、「詳しい説明が少ない」、「説明が難しい」、「知りたいと思ったことの説明がない」、「被

害者のおかれた状況をあまり知らない」、「その他（※自由記載）」の６つの選択肢を用意して回答

を求めた。 
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親切な対応 丁寧な説明 
わかりやすか

った 
具体的な事例

での説明 

被害者のおか
れた状況をよ
く理解している 

その他 

H27 1,733 (74.38%) 1,445 (62.02%) 1,454 (62.40%) 780 (33.48%) 780 (33.48%) 70 (3.00%) 

H28 1,215 (76.32%) 1,019 (64.01%) 988 (62.06%) 518 (32.54%) 512 (32.16%) 35 (2.20%) 

H29 876 (74.36%) 771 (65.45%) 778 (66.04%) 393 (33.36%) 391 (33.19%) 20 (1.70%) 

H30 687 (77.98%) 585 (66.40%) 608 (69.01%) 298 (33.83%) 279 (31.67%) 11 (1.25%) 

R1 559 (75.64%) 484 (65.49%) 482 (65.22%) 251 (33.96%) 253 (34.24%) 8 (1.08%) 

R2 290 (74.17%) 230 (58.82%) 248 (63.43%) 130 (33.25%) 115 (29.41%) 10 (2.56%) 

R3 130 (87.25%) 103 (69.13%) 108 (72.48%) 49 (32.89%) 40 (26.85%) 2 (1.34%) 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

 

 

【図表２－５】「あまり良くなかった」、「良くなかった」と思う点（複数回答） 

 
  

不親切  
詳しい説明が

少ない  
説明が難しい  

知りたいと思
ったことの説

明がない  

被害者のおか
れた状況をあ
まり知らない  

その他  

H27 24 (1.03%) 56 (2.40%) 27 (1.16%) 59 (2.53%) 26 (1.12%) 21 (0.90%) 

H28 3 (0.19%) 17 (1.07%) 14 (0.88%) 12 (0.75%) 11 (0.69%) 13 (0.82%) 

H29 3 (0.25%) 14 (1.19%) 5 (0.42%) 9 (0.76%) 12 (1.02%) 11 (0.93%) 

H30 3 (0.34%) 13 (1.48%) 4 (0.45%) 10 (1.14%) 9 (1.02%) 2 (0.23%) 

R1 3 (0.41%) 6 (0.81%) 6 (0.81%) 8 (1.08%) 2 (0.27%) 3 (0.41%) 

R2 2 (0.51%) 2 (0.51%) 2 (0.51%) 3 (0.77%) 2 (0.51%) 1 (0.26%) 

R3 0 (0.00%) 1 (0.67%) 0 (0.00%) 1 (0.67%) 1 (0.67%) 0 (0.00%) 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 
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３ 調査結果の分析 

   原賠機構が実施した法律相談の利用者アンケート調査においては、【図表２－

４】のとおり、良い評価の理由として、「親切な対応」、「丁寧な説明」、「わかりや

すかった」を選択した利用者が多く、また、【図表２－５】のとおり、悪い評価の

理由として、「詳しい説明が少ない」、「知りたいと思ったことの説明がない」を選

択した利用者が多かった。回答の選択肢がそれほど多くないことに留意が必要で

はあるが、上記のような結果からは、少なくとも当該法律相談の利用者は、自分

の置かれた状況を踏まえて、自分が知りたいと思っていることについて、具体的

に分かりやすく丁寧に説明してもらうことを特に求めているものと考えられる。 

上記法律相談における相談・情報提供の内容は、原子力損害の賠償という大規

模かつ新たな類型の問題であって、精神的損害や生命身体的損害、一時立入・帰

宅費用、就労不能損害、除染・検査費用等の個人賠償に関するものを始め、財物

賠償・住居確保損害、生活費増加分・避難費用、営業損害等に関するものやその

請求手続等に関するもの、その他生活全般に関係するものなど広範多岐にわたっ

ていることから28、上記法律相談に関与した弁護士は、一般の損害賠償問題等に

比して、より複雑かつ多様な案件に遭遇することが多く、その解決のために幅広

い法律知識や事案分析能力、原子力損害賠償に関する専門的知識等がより一層必

要とされたものと推察される。また、この法律相談の主な利用者が原子力損害の

被害を受けた一般の方であることに鑑みれば、その問題を正確に理解し、的確な

助言をするためには、高いコミュニケーション能力や調査能力等を駆使して、利

用者等から必要な情報を適切に収集し、それらを的確に分析・評価することが不

可欠であったと思われる上、利用者に寄り添い、分かりやすく説明しなければ、

その理解を得ることが難しい場面もあったのではないかとも推察される。 

【図表２－１】のとおり、この法律相談には、いわゆるベテランから若手まで、

あらゆる層の弁護士が対応したことが確認されている。【図表２－２】及び【図表

２－３】のとおり、弁護士の対応等に対する利用者評価の加重平均は、全体につ

いて見ても、また、司法修習期 66 期以降の弁護士に限って見ても、おおむね３

点台後半で推移しており、いずれも高評価を得ていたと認められるところ、平成

29 年以降、僅かではあるが、司法修習期 66期以降の弁護士に係る利用者評価が

全体に係る利用者評価を上回っており、若手弁護士に対しても、いわゆるベテラ

ン弁護士と同等か、それ以上の高評価が得られていたことが判明した。このよう

な評価が得られたのは、司法修習期 66 期以降の弁護士が担当したものも含め、

これまでに実施されてきた法律相談において、それぞれの担当弁護士が丁寧に利

                         

28 相談実績と内容については原賠機構のウェブサイトで半期ごとに公表されているところ、調査時点

での最新情報は「相談事業の活動実績とご相談内容等について 令和３年度上期（令和３年４月～

令和３年９月）」（URL https://www.ndf.go.jp/files/user/press/at2021/20211220hk.pdf）参照。 
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用者と向き合い、そのニーズに即した法的サービスを適切に提供してきたことに

よるものであると認めることができる。 

以上のとおり、本調査に当たり、原賠機構が実施した法律相談の利用者調査の

結果を分析したところ、司法修習期 66 期以降の弁護士によるものも含め、その

活動が利用者から高く評価されていることが明らかとなった一方で、「法曹の質

の低下」を肯定するに足りる事情は認められなかった。  
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第３ 企業に対する調査  
１ 調査の概要 

規制緩和の推進やグローバル化の進行等により、民間企業が抱える法務リスク

は、より一層、多様化・複雑化する傾向にある。こうした法務リスクに迅速かつ

的確に対応するため、法曹を社員として雇用する民間企業は年々増加しており、

いわゆる企業内弁護士として活動する法曹の数は、10年前と比較して約５倍にも

上っている29。 

なお、令和３年６月時点における企業内弁護士の司法修習期別の割合は、【図表

３－１】のとおりであり、司法修習期66期以降の弁護士は1,148人と、企業内弁

護士全体の約40％を占めている。 
 

【図表３－１】企業内弁護士の期別割合 

 人数 （割合） 

60 期以前 674 (23.90%) 

61 期から 65 期 981 (34.79%) 

66 期から 70 期 892 (31.63%) 

71 期以降 256 (9.08%) 

弁護士法第５条に基づき司法修習を経
ずに弁護士登録した者 17 (0.60%) 

計 2,820 (100.00%) 

※ 日本組織内弁護士協会調べ（令和３年７月） 
※ 括弧書きは企業内弁護士総数に占める割合 

 
 
 

今回、一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所及び経営法友会の協

力を得て、その会員企業等を対象に、インターネットを利用してアンケート調査

を行い（調査票は資料１のとおり）、民間企業がどのような効果を期待して法曹を

社員として雇い入れ、その活動や資質・能力をどう評価しているかなどについて

聴取するとともに、個別ヒアリングに応じられると回答した企業のうち、司法修

習期 66 期以降も含めた複数の法曹有資格者を雇用する５社についてヒアリング

調査を行った（なお、本報告書においては、以下、民間企業の社員として活動す

る法曹有資格者を「法曹有資格社員」という。また、アンケート調査に応じた企

業を「回答企業」、個別ヒアリングを実施した５社を併せて「ヒアリング協力企業」

ともいう。）。 

                         

29 弁護士を社員として採用する民間企業の数は、平成 23 年６月時点で 326 社であったものが、令和

３年６月時点で 1,324 社となっており、社員として勤務する弁護士の数は、平成 23 年６月時点で

587人だったものが、令和３年６月時点で2,820 人となっている（日本組織内弁護士協会調べに基

づく。）。 

60期以前

23.9%

61期から65期

34.8%

66期から70期

31.6%

71期以降

9.1%

法5条

0.6%
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回答企業は157社であり、その概要は、【図表３－２－１】ないし【図表３－２

－４】のとおりである30。 

 

【図表３－２－１】回答企業の概要①（国内系・外資系別） 

 回答数 （割合） 

国内系企業 150  (95.54%) 

外資系企業 7  (4.46%) 

計 157  (100.00%) 

※ 括弧書きは有効回答数（157）に占める割合 
 
 
 

【図表３－２－２】回答企業の概要②（業種別） 

 

  回答数 （割合） 

製造業 77  (49.04%) 

金融業、保険業 16  (10.19%) 

情報通信業 13  (8.28%) 

卸売業、小売業 13  (8.28%) 

建設業 6  (3.82%) 

運輸業、郵便業 6  (3.82%) 

学術研究、専門・技術サービス業 5  (3.18%) 

電気・ガス・熱供給・水道業 4  (2.55%) 

生活関連サービス業、娯楽業 4  (2.55%) 

複合サービス事業 3  (1.91%) 

宿泊業、飲食サービス業 2  (1.27%) 

鉱業、採石業、砂利採取業 1  (0.64%) 

不動産業、物品賃貸業 1  (0.64%) 

                         

30 アンケート調査は、令和３年11月 10日から同年12月 20日まで実施した。 

製造業

49.0%

金融業，

保険業

10.2%情報通信業 8.3%

卸売業，小売業 8.3%

建設業 3.8%

運輸業，郵便業 3.8%

学術研究，専門・技術サービス業3.2%

電気・ガス・熱供給・水道業 2.5%

生活関連サービス業，娯楽業2.5%

複合サービス事業 1.9%

宿泊業，飲食サービス業 1.3%

鉱業，採石業，砂利採取業 0.6%

不動産業，物品賃貸業 0.6%

教育，学習支援業 0.6%

医療，福祉 0.6%

農業，林業 0.0%

漁業 0.0%

その他 2.5%

国内系企業

95.5%

外資系企業

4.5%
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教育、学習支援業 1  (0.64%) 

医療、福祉 1  (0.64%) 

農業、林業 0  (0.00%) 

漁業 0  (0.00%) 

その他 4  (2.55%) 

計 157  (100.00%) 

※ 括弧書きは有効回答数（157）に占める割合 

 

【図表３－２－３】回答企業の概要③（従業員数別） 

  回答数 （割合） 

25 人未満 0 (0.00%) 

25 人以上 50 人未満 0 (0.00%) 

50 人以上 100 人未満 4 (2.55%) 

100 人以上 500 人未満 24 (15.29%) 

500 人以上 1000 人未満 21 (13.38%) 

1000 人以上 3000 人未満 40 (25.48%) 

3000 人以上 5000 人未満 28 (17.83%) 

5000 人以上 40 (25.48%) 

計 157 (100.00%) 

※ 括弧書きは有効回答数（157）に占める割合 

 

【図表３－２－４】回答企業の概要④（上場・非上場別） 

 
 回答数 （割合） 

上場 108 (68.79%) 

上場市場 

（複数回答） 

東証一部 102 (64.97%) 

東証二部 2 (1.27%) 

ジャスダック・マザーズ 3 (1.91%) 

その他の国内一般市場・新興市場に上場 5 (3.18%) 

海外市場に上場 4 (2.55%) 

非上場 49 (31.21%) 

※ 括弧書きは有効回答数（157）に占める割合 

 

  

上場

68.8%

非上場

31.2%

65.0%

1.3%

1.9%

3.2%

2.5%
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50人以上
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上1000
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3000人未満

25.5%

3000人以上

5000人未満

17.8%

5000人以上

25.5%



 

39 

２ 調査の結果 

(1) 法曹有資格社員の在籍状況等 

回答企業157社における法曹有資格社員の在籍状況は、【図表３－３－１】の

とおりである。回答企業157社のうち、顧問弁護士等、相談や依頼をする社外

の弁護士や法律事務所からの派遣・出向者（弁護士）（以下、これらを併せて「社

外弁護士」という。）がいると回答した企業は100社あり、これらの企業におけ

る法曹有資格社員の在籍状況は【図表３－３－２】のとおりである。また、社

外弁護士がいないと回答した企業は 57 社あり、これらの企業における法曹有

資格社員の在籍状況は【図表３－３－３】のとおりである。 

【図表３－３－１】法曹有資格社員の在籍状況（全体） 

 回答数 （割合） 

法曹有資格社員を雇用している 93  (59.24%) 

法曹有資格社員を雇用していない 64  (40.76%) 

計 157  (100.00%) 

※ 括弧書きは有効回答数（157）に占める割合 

 
 
 

【図表３－３－２】法曹有資格社員の在籍状況（社外弁護士あり） 

 
回答数 （割合） 

法曹有資格社員を雇用している 65  (65.00%) 

法曹有資格社員を雇用していない 35  (35.00%) 

計 100  (100.00%) 

※ 括弧書きは社外弁護士がいると回答した企業 100 社に占める割合 

 
 
 

【図表３－３－３】法曹有資格社員の在籍状況（社外弁護士なし） 

 回答数 （割合） 

法曹有資格社員を雇用している 28  (49.12%) 

法曹有資格社員を雇用していない 29  (50.88%) 

計 57  (100.00%) 

※ 括弧書きは社外弁護士がいないと回答した企業 57 社に占める割合 

 
 

(2) 法曹有資格社員の採用年数について 

法曹有資格社員を雇用していると回答した企業 93 社に対し、法曹有資格社

員の採用を始めてからの年数について尋ねた結果は、【図表３－４－１】のとお

りである。上記93社のうち、60％を超える企業59社が、ここ10年の間に法曹

有資格社員の採用を開始したと回答した。 

雇用して

いる

49.1%

雇用して

いない

50.9%

雇用して

いる

65.0%

雇用して

いない

35.0%

雇用して

いる

59.2%

雇用して

いない

40.8%
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また、上記93社に対し、法曹有資格社員を採用するに当たり、法曹資格を有

していることを重視したかについて尋ねた結果は、【図表３－４－２】のとおり

である。 

 

【図表３－４－１】法曹有資格社員の採用年数 

 回答数 （割合） 

１年未満 1  (1.08%) 

１年以上５年未満 22  (23.66%) 

５年以上 10 年未満 36  (38.71%) 

10 年以上 15 年未満 25  (26.88%) 

15 年以上 7  (7.53%) 

分からない 2  (2.15%) 

計 93  (100.00%) 

※ 括弧書きは法曹有資格社員を雇用していると回答し
た企業 93 社に占める割合 

 

【図表３－４－２】採用に当たり、法曹資格を重視したか 

     
 回答数 （割合） 

採用に当たり、日本の法曹資格を有していることを重視した 45 (48.39%) 

採用に当たり、日本の法曹資格の有無を重視した場合と特に考慮しなかった場合がある 17 (18.28%) 

採用に当たり、日本の法曹資格の有無は、特に考慮しなかった 23 (24.73%) 

分からない 8 (8.60%) 

計 93 (100.00%) 

※ 括弧書きは法曹有資格社員を雇用していると回答した企業 93 社に占める割合 

 

(3) 法曹有資格社員の概要について 

法曹有資格社員を雇用していると回答した 93 社に対し、法曹有資格社員の

司法修習期について尋ねた結果は、【図表３－５】のとおりである。司法修習期

66 期以降の法曹有資格社員は 198 人であり、その割合は、上記 93 社に在籍す

る法曹有資格社員総数（504人）の約39％である。 
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8.6%
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採用に当たり，日本の法曹資格の有無を重視した場合と特に考慮しなかった

場合がある

採用に当たり，日本の法曹資格の有無は，特に考慮しなかった

分からない
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【図表３－５】法曹有資格社員の期別内訳 

 回答数 （割合） 

60 期以前 84  (16.67%) 

61 期から 65 期 167  (33.13%) 

66 期から 70 期 120  (23.81%) 

71 期以降 78  (15.48%) 

分からない 55  (10.91%) 

計 504  (100.00%) 

※ 括弧書きは法曹有資格社員総数 504 人に占める割合 

 

 

また、法曹有資格社員を雇用していると回答した93社に対し、法曹有資格社

員の配属先について尋ねた結果は、【図表３－６】のとおりであり、法曹有資格

社員は、法務部門に配属されることが多いものの、これに限らず、コンプライ

アンス部門や管理部門、更には、営業部門や海外部門に配属される者も一定数

存在することが判明した。 

【図表３－６】法曹有資格社員の配属先（複数回答） 

 
 回答数 （割合） 

法務部門 90  (96.77%) 

総務部門 3  (3.23%) 

知的財産部門 2  (2.15%) 

コンプライアンス部門 16  (17.20%) 

人事部門 3  (3.23%) 

その他管理部門 11  (11.83%) 

営業部門 6  (6.45%) 

海外部門 9  (9.68%) 

その他 10  (10.75%) 

※ 括弧書きは法曹有資格社員を雇用していると回答した企業 93 社に占める割合 
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(4) 法曹有資格社員に対する期待等について 

法曹有資格社員を雇用していると回答した企業 93 社のうち、法曹有資格社

員の「採用に当たり、日本の法曹資格を有していることを重視した」又は「採

用に当たり、日本の法曹資格の有無を重視した場合と特に考慮しなかった場合

がある」と回答した企業62社に対し、法曹有資格社員の採用に際し、どのよう

な効果を期待したかについて尋ねた結果は、【図表３－７－１】のとおりである。

上記62社の90％以上が「法務部門の強化」と回答したほか、「コンプライアン

スに対する社内意識の向上」、「法務部門以外の業務における法的観点からの検

討能力の強化」、「法的問題等に関する社内研修等の充実」等、社内の意識改善

や法的検討スキルの向上という効果を期待したという回答も一定数あった。 

また、上記62社のうち、「特に期待した効果はない」と回答した１社を除く

61社に対し、法曹有資格社員を採用したことにより、期待した効果を得られた

かどうか尋ねた結果は、【図表３－７－２】のとおりである。上記61社のうち

39社（63.9％）が、「期待した効果は得られたと思う」と回答し、「どちらかと

いえば、期待した効果は得られたと思う」と回答した企業18社を併せると90％

を超えた。  

一方、「期待した効果は得られていないと思う」と回答した企業は２社（3.3％）

のみであった。期待した効果が得られなかった要因として考えられることにつ

いて尋ねたところ、いずれも、その要因として、法曹有資格社員の企業法務に

おける実務遂行能力の不足を挙げた31。 

また、法曹有資格社員を雇用していると回答した企業93社のうち、法曹有資

格社員の「採用に当たり、日本の法曹資格を有していることを重視した」又は

「採用に当たり、日本の法曹資格の有無を重視した場合と特に考慮しなかった

場合がある」と回答した企業で、司法修習期66期以降の法曹有資格社員のみを

雇用していると回答した企業13社について集計した結果は、【図表３－７－３】

のとおりであり、上記13社のうち７社（53.8％）が「期待した効果は得られた

と思う」と回答し、「どちらかといえば、期待した効果は得られたと思う」を併

せた肯定的な回答をした企業は 90％を超え、他方で、「期待した効果は得られ

ていないと思う」、「どちらかといえば、期待した効果は得られていないと思う」

の否定的な回答をした企業は認められなかった。 

                         

31 「期待した効果は得られていないと思う」と回答したうちの１社からは、企業法務側に旺盛な需要

があるにもかかわらず、法科大学院等における学修の内容が裁判官、検察官、訴訟を担当する弁護

士など、訴訟制度の担い手の育成を主眼とするものになっており、企業法務のニーズに合致してい

ないために、企業法務の担い手となり得る素養が十分に身に付いていない旨の意見も寄せられた。 
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【図表３－７－１】法曹有資格社員の採用に当たり期待した効果（複数回答） 

 
  回答数 （割合） 

法務部門の強化 58  (93.55%) 

コンプライアンスに対する社内意識の向上 14  (22.58%) 

法務部門以外の業務における法的観点からの検討能力の強化 14  (22.58%) 

法的問題等に関する社内研修等の充実 13  (20.97%) 

社外弁護士の選定・管理機能の向上 8  (12.90%) 

法曹界の幅広い人脈の獲得 7  (11.29%) 

国内外の取引先等、社外からのより高い信頼の獲得 3  (4.84%) 

その他 3  (4.84%) 

特に期待した効果はない 1  (1.61%) 

※ 括弧書きは、採用に当たり、法曹資格の有無を重視した（重視した場合がある）と回答した企業62 社に占める割合 

 

 

【図表３－７－２】期待した効果を得られたか（全体） 

 回答数 （割合） 

期待した効果は得られたと思う 39 (63.93%) 

どちらかといえば、期待した効果は得られたと思う 18 (29.51%) 

どちらともいえない 2 (3.28%) 

どちらかといえば、期待した効果は得られていないと思う 0 (0.00%) 

期待した効果は得られていないと思う 2 (3.28%) 

計 61 (100.00%) 

※ 括弧書きは、採用に当たり、法曹資格の有無を重視した（重視した
場合がある）と回答した企業で、【図表３－７－１】において「特に期待
した効果はない」以外を回答した企業 61 社に占める割合 
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【図表３－７－３】期待した効果を得られたか（66 期以降のみを雇用する企業） 

 回答数 （割合） 

期待した効果は得られたと思う 7 (53.85%) 

どちらかといえば、期待した効果は得られたと思う 5 (38.46%) 

どちらともいえない 1 (7.69%) 

どちらかといえば、期待した効果は得られていないと思う 0 (0.00%) 

期待した効果は得られていないと思う 0 (0.00%) 

計 13 (100.00%) 

※ 括弧書きは、66 期以降のみを雇用し、採用に当たり、法曹資格の
有無を重視した（重視した場合がある）と回答した企業 13 社に占め
る割合 

 

 

    この質問事項に関連して、ヒアリング協力企業から、企業内に法曹有資格者

が社員としていることによる効果等について聴取した結果は、【図表３－７－

４】のとおりである。 

    法的なものの考え方を身に付けている法曹有資格社員が業務に関与するこ

とで多角的な検討が可能となり、法務部門を始めとする企業全体のリスクへの

対応力が強化される（Ｂ社、Ｅ社）、法曹有資格社員の検討スキルが他の社員の

検討スキルの向上等に役立つ（Ａ社、Ｂ社）、社外弁護士に関する情報等、法曹

有資格者同士のネットワークを使わなければ得ることが難しい情報もあり、そ

の人脈も情報源となる（Ｃ社）などの回答があった。 

 

【図表３－７－４】企業内に法曹有資格者がいることによる効果等（ヒアリング結果） 

 企業内に法曹有資格者がいることの効果等 

Ａ社 法曹有資格者は、業務に関係する法令のみならず、関連する判例等にも目配りする

など、法的にものを考える力を有している。法曹資格を持たない社員は、法曹有資格者

と一緒に仕事をし、日常的にコミュニケーションを取ることを通じて、新たな気付きを得

ることができるため、法曹有資格者の存在は、他の社員のよい刺激になっていると思

う。 

なお、現在、当社は、法務部にしか法曹有資格者を配置していないが、私は、他の部

門にも法曹有資格者を配置すべきだと考えている。私たちは、業務を遂行する様々な

場面で、法的な検討を要する問題に遭遇するが、例えばコンプライアンスに関連する部

門などであっても、忙しさに追われ、複数の文献を調査して多角的に検討するなどの深

い検討まではできていない場合があると感じている。法曹有資格者を広く社内に配置す

ることで、他の社員にも法的な検討スキルが身に付いていくと思われる。 
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思う
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38.5%

どちらともいえない

7.7%



 

45 

Ｂ社 法曹有資格者を社員として採用し、法務部門を始め、社内の色々な部門に配属する

ことで．法務部門を支える人材が充実し、同部門が強化されることはもとより、他の部門

においても法的観点を含めたより多角的な検討が可能となる。そして、その結果、企業

全体として、リスクへの対応力が強化されることになる。 

また、社内に法曹有資格者がいることで、いわば第三者的な視点も含めた冷静な検

討が可能になるため、社内での検討において陥りがちな近視眼的な物の見方を是正す

ることができるようになる。常に法令を意識しながら業務を進める法曹有資格者の視点

は、企業にとって、より適切な対応策を検討する上で、非常に重要である。 

Ｃ社 法律事務所での勤務経験を有する法曹有資格者の中には、独禁法などの専門分野

に関する深い知識を有している者がいる。彼らの専門的な知識や経験は、企業にとっ

ては、大変有益である。また、例えば、社外弁護士に関する情報など、法曹有資格者同

士のネットワークを使わなければ得ることが難しい情報もある。そうした法曹有資格者

の人脈も、企業にとっては有益な情報源となる。 

このほか、法曹有資格者は、法務に関する文献・資料等の法律分野の情報の収集に

関する基本的能力が身に付いている傾向にあり、彼らのそのような能力も業務を進め

る上で、大変役に立つ。   

Ｄ社 当社の業務の性質上、必ずしも法曹資格が必要というものではないが、法曹資格を

有する社員がいることで、適切な対応が可能になる場面があると思われる。例えば、以

前、銀行取引に関する業務に関連して刑事分野や他の行政分野に関する法規等を踏

まえた対応が必要となったことがあり、その際、法曹資格を有する社員が法曹としての

見解を述べるなどして適切に対応してくれたことがあった。 

Ｅ社 当社では、法務部門以外の部署等にも法曹有資格者を配置しているが、これは、法

曹有資格者が有する専門性や法的素養が当該部署の業務に役立つという側面のほか

に当該部署等と法務部門との橋渡しという役割を期待しているからである。すなわち、

法務部門がいかに優秀であり、法務その他のリスクを見抜く力を持っていても、他部署

からの相談を受けるのを待っているだけでは、そのリスクが見逃されてしまう可能性が

ある。そのようなことがないように、当社では、必要に応じて法務部門から子会社や法

務以外の部署に法曹有資格者を配置する取組を始めている。また、法律は会社のあら

ゆる業務の基礎にあるものであるから、社員に法的素養があって困ることはない。法的

素養を有する人材がチームに入ることで、そのチームの力をより一層強化することがで

きる。 

法曹有資格者でなくても、法務部門での経験が長い人材であれば、当社の業務に関

する法務についての深い専門性を有しており、当社にとってそういった人材は不可欠な

存在である。一方、リスク管理の点においては、それだけでは必ずしも十分とはいえな

い場合がある。リスク管理のためには、早い段階でリスクの存在に気付くことのできる

幅広い知識や法的な感覚が必要となるところ、少なくとも司法修習を終えた法曹有資格

者であれば、一般的には、幅広い法的知識に基づき、多様な角度からの検討を行うこ

とが期待できる。また、例えば、司法修習で裁判実務等の訓練を受けていることにより

紛争に至った場合の感覚をもって予防法務に貢献することができるなど、入社当初から

法務の基礎が身に付いているということにも期待している。そうした人材を採用し、他の

法務部門のメンバーとともに一つのチームを構成することにより、法務部門を始め、企

業全体のリスク管理を更に強化することができると考えている。 
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(5) 法曹資格が生かされていると感じた場面等 

 採用に当たり、法曹資格の有無を考慮しなかった（又は考慮しなかった場合

がある）と回答した企業40社に対し、業務遂行の過程で日本の法曹資格が生か

されていると感じたことはあるかについて尋ねたところ、「日本の法曹資格が

生かされている」と感じたことがある場面等として、【図表３－８】のとおり回

答があった。法曹有資格者としての基礎的な知識・能力等に関するもののほか、

弁護士としての対外的な対応や経験等に関するものを挙げた回答もあった。 

 

 

【図表３－８】法曹資格が生かされていると感じた場面等（自由記載・一部抜粋） 

（※ 以下、原文のまま掲載） 

①法曹有資格者としての基礎的な知識・能力等に関するもの 

・ 基礎的な法律知識の豊富さ・確実さ、法的文書の記述力について、法曹資格が活かされ

ていると感じました。 

・ 基礎となる法的思考力と法律情報に関する理解力を有しているため、当該社員にとって未

知の分野の法的課題にも柔軟かつ的確に対応できていると感じる。 

・ 法律的なものの考え方がきちんとしている（教育を受けている）点は評価している。 

・ 少額訴訟における代理人対応や、各種案件における迅速・的確な法令要件の洗い出し等

において、法曹資格が生かされていると感じる。 

・ トラブル時の訴訟に関する構造（主張立証責任）などの理解がされているので、案件発生

時にレクチャーが不要で案件が対応可能となるケースがある（資格を持たない者の場合、

契約書作成のノウハウや法律相談によく出る法律の知識は申し分なくとも、今までの担当

業務によってはトラブル対応などの経験が少ないことがある）。 

・ 民事刑事行政の実体法及び手続法について広く全体的な知識に基づいて、適切な情報収

集・事実認定がなされ、社内外の関係者との調整がスムースに進められている。 

・ 法令に関する調査能力に優れている。 

②対外的な対応等に関するもの 

・ 法曹有資格社員が会社の訴訟代理人となった。 

・ 少額訴訟等で急ぎ対応する必要があった場合の本人訴訟。 

・ 海外とのやりとりで法曹有資格者のサインを求められたことがある（公証的な目的）。 

・ 外部弁護士との連携が円滑に進む場合がある。 

・ 顧問弁護士との訴訟方針においての検討において、対等に渉りあえているとき。 

・ 法的紛争における法的責任を踏まえた進め方も検討。 

・ 案件の課題に関して、各種法律の知識を踏まえたうえで、顧問弁護士と高いレベルの協議

ができる。裁判実務（準備書面の修正）について任せられる。 

・ 修習生やロースクールその他の弁護士ネットワークを活用して、他の弁護士や法律事務

所に関わる有用情報を収集することができた。 
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③弁護士としての経験等に関するもの 

・ 弁護士事務所勤務経験等により、社外の弁護士や他社企業内弁護士との人脈が豊富で

ある。事故対応等一般民事事件に関する知見・経験が比較的豊富である。 

・ 日本法、外国法を問わず、難解な法律を粘り強く調査することができます。 

・ M&A や訴訟など専門的な業務において、専門性を発揮。 

④資格への信頼等に関するもの 

・ 業務処理の信頼度。事業部門からの信頼獲得。 

・ 特に海外との交渉で優位に立てた。 

・ 法曹資格を有している委員がいることが望ましいとされる委員会の構成員となった点。 

⑤その他 

・ 弁護士会の研修等、実務的な知見に基づいたマニュアル、契約書作成等への関与。 

 

 

(6) 法曹有資格社員に対する評価等 

法曹有資格社員について、特に評価している点を５つまで選んでもらった結

果は、【図表３－９－１】のとおりである。各項目の上段は、法曹有資格社員を

雇用していると回答した企業93社について集計した結果であり、下段は、上記

93 社のうち司法修習期 66 期以降の法曹有資格社員のみを雇用していると回答

した企業20社について集計した結果である。 

上記93社の回答では、選択された割合が多かったものから、①論理的な思考

力（86.0％）、②事案分析能力（66.7％）、③④深い法律知識、幅広い法律知識

（いずれも 60.2％）、⑤調査能力（35.5％）という順であったのに対し、司法

修習期 66 期以降の法曹有資格社員のみを採用している企業の回答では、①論

理的な思考力（85.0％）、②深い法律知識（60.0％）、③事案分析能力（50.0％）、

④調査能力（45.0％）、⑤幅広い法律知識（35.0％）の順となった。 
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【図表３－９－１】法曹有資格社員について評価している点（５つまで選択） 

 
  全体 

66期以降の法曹有資格社員
のみを雇用している企業 

回答数 （割合） 
上記におけ
る回答数 

（上記に占め
る割合） 

論理的な思考力 80 (86.02%) 17 (85.00%) 

事案分析能力 62 (66.67%) 10 (50.00%) 

深い法律知識 56 (60.22%) 12 (60.00%) 

幅広い法律知識 56 (60.22%) 7 (35.00%) 

調査能力 33 (35.48%) 9 (45.00%) 

課題発見能力・危機管理能力 24 (25.81%) 4 (20.00%) 

説得力・交渉力 17 (18.28%) 1 (5.00%) 

コミュニケーション能力 14 (15.05%) 2 (10.00%) 

高い職業倫理 12 (12.90%) 3 (15.00%) 

幅広い人脈 8 (8.60%) 0 (0.00%) 

柔軟な思考力 7 (7.53%) 1 (5.00%) 

企業文化や企業風土に関する理解力 6 (6.45%) 2 (10.00%) 

行動力 5 (5.38%) 1 (5.00%) 

優れた人権感覚 3 (3.23%) 1 (5.00%) 

リーダーシップ・指導力 1 (1.08%) 0 (0.00%) 

その他 1 (1.08%) 1 (5.00%) 

特にない 2 (2.15%) 1 (5.00%) 
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なお、この質問事項に関連して、ヒアリング協力企業から、法曹有資格社員

に求める資質・能力等及び若手法曹有資格社員に対する評価について聴取した

結果は、それぞれ、【図表３－９－２】及び【図表３－９－３】のとおりである。 

法曹有資格社員に求める資質・能力等としては、論理的な思考力や事案分析

能力、幅広い法律知識や専門に関する深い法律知識に加え、企業の一員として

その法的リスクを回避し、利益を生み出すための方策を考え出すことのできる

能力、協調性、コミュニケーション能力等が求められるとの回答があった。 

また、若手の法曹有資格社員に対する評価については、「当社の若手の法曹有

資格社員については、いずれの方もしっかりと業務を行っているとの報告を受

けており、特に問題は感じていない。これからも、法曹資格を得たばかりの方

も含め、若手の法曹有資格者の採用を継続していきたいと思っている」（Ａ社）、

「当社には、司法試験受験者数が減少した平成24年以降に司法試験に合格し、

法曹資格を得た社員が 10 名以上いるが、いずれの方もよく頑張ってくれてい

る。もちろん、その能力や仕事ぶりに個人差はあるが、大変優秀な方もおり、

法曹としての能力は、正に人によるというほかない」（Ｂ社）、「これまで色々な

若手法曹を見てきたが、全体として法曹としての質が下がってきているという

印象はない。司法修習期66期以降の若手の中にも、本当に優秀な人がおり、昔

と比べても、より高度な実務能力や専門知識の深い理解を身に付けている人が

かなりいるという印象である」（Ｃ社）、「いずれも優秀だという印象であり、今

後も司法修習終了直後の者も含め若手法曹の採用を継続する方針である」（Ｄ

社）、「何を求めて能力が劣っていると捉えるか次第だと思うが、当社の中で業

務を行うという点では、若手法曹有資格者の能力が劣っているとは感じない」

（Ｅ社）との回答であり、若手の法曹有資格社員一般について、その質や能力

の低下を指摘する企業は認められなかった。 

【図表３－９－２】法曹有資格社員に求める資質・能力等（ヒアリング結果）    

 法曹有資格社員に求める資質・能力等 

Ａ社 法廷に立つ法曹と企業で働く法曹とでは、求められる専門的な知識の程度は異なる

のではないかと思う。複雑な案件については社外の弁護士に依頼するため、少なくとも

当社で働く上では、幅広くかつ高度な法律知識までは必要ない。当社の業務に関連す

る法律の一定の知識や論理的な思考力、事案分析能力や課題発見能力・危機管理能

力などがあればよいのではないか。 

かつての企業は、国内同業他社だけを見ていればよかったかもしれないが、現代の

グローバル社会においては、常に海外企業とも戦って成長していくことが求められる。そ

のため、企業には、常に世界を意識し、その中で当社がどうあるべきかという大きな観点

を持って企業全体のことを考えながら業務に当たることのできる人材が必要である。 

また、複雑化する現代社会においては、リスクが見えにくくなっており、あらゆる場面

で、リスク管理が必須となる。そのため、法務以外の業務にも幅広く関心を持つと共に、

社会の変化を敏感に察知し、リスクを適切に回避することのできる人材が必要である。 



 

50 

Ｂ社 深くて幅広い法律知識や論理的な思考力が求められることは当然であるが、企業で

働くためには、それだけでは足りない。企業が求めているのは、社内での自分の立ち位

置や役割を理解し、組織人として業務に当たることのできる協調性のある人材である。

法律事務所の弁護士であれば、仮に周りが見えていなくとも、請け負った仕事の成果を

出せば評価してもらえるかもしれないが、企業ではそうはいかない。会社の方針や上司

の意見なども踏まえた上での対応が求められるため、自分の意見や信念に必要以上

に固執してしまうような、柔軟性や協調性に欠ける人は、企業には向かないかもしれな

い。 

また、より適切な方向へ業務を進めていくためには、社内外の人々との交渉が欠か

せない。そのため、説得力や交渉力、コミュニケーション能力なども必要になる。最近で

は、国際的な案件を取り扱う場面も増えているから、必須とはいえないが、海外の規制

や訴訟等にも対応することができるだけの知識やスキル、語学力などもあるとよい。 

なお、法律の知識や法的思考力については、司法試験に合格していれば、一定のレ

ベルに達していると推定することができる。そのため、当社の採用では、司法試験の点

数や合格順位などではなく、当社に対する理解の深さや業務に対する姿勢、コミュニケ

ーション能力、これまでの経歴などを重視している。 

Ｃ社  法的課題が複雑化・多様化する中、経営陣や事業部門に対してリスクの所在を知ら

せ、滞りなく事業を行えるようナビゲートすること、事業部門等と共に未知の領域でビジ

ネスを展開する手段・方法を見つけだすこと、会社をあらゆる法的紛争・危機から守る

ことなど、法務部の役割は多岐にわたる。そのため、法曹有資格社員には様々な資質・

能力が求められるが、中でも大切なのは、「Integrity」（高潔さ・誠実さ）、信頼される人間

であることである。それがなければ、会社の重要な事案は任されないし、社内の信頼を

得ることはできないからである。 

また、単に法律の知識があるだけでは足りない。専門的分野に関する法的知識や分

析力を磨き、自分の専門性を強化しようとする姿勢や、相談された新規案件について法

的観点から意見を述べるだけではなく実行段階まで事業部に並走して支援するなど、

新事業の創出等に積極的に貢献する姿勢も必要であるし、業務遂行上あるいは経営

上の法的課題を発見して適切な解決策を柔軟に提案していく力や、それを経営陣・事

業現場に説明し納得を得ることのできる説得力も必要であろう。法務部では、他部署と

連携して対応することも少なくなく、場合によってはリーダーシップを発揮して取りまとめ

なければならないこともあるので、連携する力やコミュニケーション能力も重要である。 

Ｄ社  企業では、事業を前に進めることを常に考える必要がある。法的リスクがある場合で

も、そのために事業を止めるという発想ではなく、そのリスクを回避しつつ事業を前進さ

せる別の手段を柔軟に考えるという発想が必要であり、そのアイデアを生み出す力が

求められる。また、企業で働く以上、コミュニケーション能力や協調性も必要である。 

 なお、当社の場合、法務部以外の部署にも法曹有資格者を配属しており、そうした部

署においては、当該部署に関する専門知識（例えば、情報セキュリティ部門に所属する

者の場合には、そのシステムに関する知識等）も必要になる。 

Ｅ社 隠れた法的リスクを見つけ出す分析能力や法務に関する基礎的な知識があることは

重要であるが、社内等でのニーズを的確に把握し、分析した内容を正確に発信すること

ができる能力、すなわちコミュニケーション能力が最も重要である。また、いわゆる落と

しどころを見つけ出せるようなバランス感覚も重要な能力である。さらに、粘り強さや探

求する力も必要だと考えている。そのほか、置かれるポジションによって、求められる能

力は異なるが一定のレベルの語学力も必要である。 
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【図表３－９－３】若手の法曹有資格社員に対する評価（ヒアリング結果） 

 若手の法曹有資格社員に対する評価 

Ａ社 一般的な印象として、法曹有資格者は、法科大学院や司法研修所で教育を受けてい

ることから、基礎的な知識がしっかりしており、業務に関連する判例等にも広く意識を向

け、論理的に物事を検討する力が身に付いていると思う。また、文書作成の能力もそれ

なりに高く、事案分析能力や調査能力、課題発見能力・危機管理能力なども身に付いて

いると感じる。 

最近の若手に物足りなさを感じることもあるが、それは、社会の在り方や教育全体に

原因があるのではないか。昔は、若手のうちから一人で仕事を任されることも多く、失

敗を通じて、色々なことを学ぶことができた。しかし、最近は、ちょっとした失敗が会社に

思わぬ影響を与える場合も少なくないことから、できる限り失敗を回避できるよう、上司

が必ず確認するようになっている。学校現場においても、すぐに正解を与える傾向が強

くなっているように思われ、根本的な部分も含め、物事を広く、深く検討することが少なく

なっているように感じる。昔と比べて、大局的に物事を考えることのできる人が減ってい

るのは、こうした社会の在り方や学校教育に原因があるのではないかと感じている。最

近では、残業の制限も厳しく、より効率的に業務を進めるよう求められることが多い。そ

のため、過去の資料を見直して自分なりに検討するなど、じっくりと業務に取り組むこと

ができない場合が少なくないが、そうした環境も、若手の育成に影響を与えていると思

う。もっとも、そのような中にあっても、若手は、色々と工夫しながら、熱心に業務に取り

組んでいると思う。 

当社の若手の法曹有資格社員については、いずれの方もしっかりと業務を行ってい

るとの報告を受けており、特に問題は感じていない。これからも、法曹資格を得たばか

りの方も含め、若手の法曹有資格者の採用を継続していきたいと思っているし、法曹資

格を得ていない法科大学院の卒業生についても積極的に採用していく予定である。 

当然のことであるが、若手の法曹有資格者の中にも色々な人がいる。その能力には

個人差があるし、仕事に対する姿勢も様々である。そのため、若手の法曹有資格者を

ひとまとめにして、その能力や資質を評価することはできないし、そのような評価は適

切ではない。若手に対する厳しい意見があるのは、私が入社した時代も同じである。い

つの時代でも、同じようなことが言われているように思う。 

Ｂ社 法曹の質の低下については、ずっと言われてきたことであって、司法試験受験者数

が減少に転じた時期を境にその質が低下しているなどと決めつけることは適切ではな

いし、そのようなレッテルを貼ることは、その時期以降に法曹資格を得た法曹に大変気

の毒である。法曹の質の低下が生じている可能性を否定することはできないが、私自

身に実証できるほどの実例はないし、本当であるかどうか明らかでない事象を本当の

ことであるかのように評価することは弊害であると思う。 

当社には、司法試験受験者数が減少した平成 24 年以降に司法試験に合格し、法曹

資格を得た社員が 10 名以上いるが、いずれの方もよく頑張ってくれている。もちろん、

その能力や仕事ぶりに個人差はあるが、大変優秀な方もおり、法曹としての能力は、正

に人によるというほかない。 
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Ｃ社 これまで色々な若手法曹を見てきたが、全体として法曹としての質が下がってきてい

るという印象はない。司法修習期 66 期以降の若手の中にも、本当に優秀な人がおり、

昔と比べても、より高度な実務能力や専門分野の深い理解を身に付けている人がかな

りいるという印象である（中には、実際に投資会社に転職し、Ｍ＆Ａに関する知識・経験

を身に付けた上で、企業法務に転向してきた人もいた。）。アンケートの回答作成のた

めに当社の法曹有資格者をリストアップしてみたが、それぞれの年代で優秀だと評価し

ている人材がおり、全体的にレベルが下がってきているという印象は全くない。 

人によってその能力や資質に差はあるのかもしれないが、それは、法曹資格を得た

後で、自分で目標を設定した上、その目標に向かって努力することができているかどう

かという点で差が付いているだけではないか。最近の若手の法曹の中には、自分の専

門分野を作り、他の弁護士との差別化を図ろうと意識している方が多くいると感じてお

り、そのことがより高度な実務能力や専門分野の深い理解を得ることにもつながってい

るのではないか。 

Ｄ社 これまで即戦力を求めて採用をしていたが、社内において人を育てることも重要との

考えから、近年は司法修習終了直後の者の採用も行っている。いずれも優秀だという

印象であり、今後も司法修習終了直後の者も含め若手法曹の採用を継続する方針であ

る。 

法曹としての経験の有無やその長短によって判断のスピードに差はあるが、それは

当然のことである。企業では、法的知識や法的な判断に加え、コミュニケーション能力

の高さや事業を前に進める意欲、サービス向上に貢献する意識なども必要とされるが、

そうした資質や能力の高さは、法曹としての経験の長さとは必ずしも一致しない場合が

ある。以前、別の会社で勤務していたときに、法的知識等のアップデートがきちんとでき

ていない年配の弁護士と仕事をしたことがあるが、自分の知識を常に見直し、最新の状

態に保つことも法曹として重要な能力なのではないか。 

Ｅ社 一般的に若手法曹有資格者は、昔の法曹有資格者と比べると危機感が強いと感じ

る。過去には弁護士になれば後は安泰といった風潮も一部散見されたように思うが、現

在は弁護士の数が増えてきたこともあり、将来を見据えて英語を勉強するなど、多くの

若手が、自分のキャリアパスを真剣に考え、自分の付加価値を上げようと努力している

印象がある。 

人によっては、昔の法曹有資格者と比べて文章力が不足していると感じる者もいる

かもしれないが、もしそのようなことがあるとすれば、現在は語学力や多様な分野にわ

たる専門知識など様々なことを学ぶ必要性が生じており、若手法曹有資格者は、それ

らの学習に時間を取られてしまっている部分もあるのではないかとも思われる。何を求

めて能力が劣っていると捉えるか次第だと思うが、当社の中で業務を行うという点で

は、若手法曹有資格者の能力が劣っているとは感じない。 

 

(7) 法曹有資格社員を雇用していない企業について 

 法曹有資格社員を雇用していないと回答した企業 64 社に対し、日本の法曹

資格を有する者を社員として雇用する必要性を感じたことがあるかについて尋

ねたところ、【図表３－10－１】のとおり、その約30％に当たる20社が法曹有

資格社員を雇用する必要性を感じたことがあると回答した。 

法曹有資格社員を雇用する必要性を感じたことがあると回答した企業 20 社

に対し、その必要性を感じた場面について尋ねた結果は、【図表３－10－２】の
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とおりであり、労務問題への対応、契約書の作成・審査、訴訟対応、リスク管

理・不祥事対応等の場面で、法曹有資格社員を雇用する必要性を感じたと回答

したものが多かった。 

また、上記20社に対し、法曹有資格社員を雇用する必要性を感じつつも、現

在は雇用していない理由について尋ねた結果は、【図表３－10－３】のとおりで

あった。   

 

【図表３－10－１】法曹有資格社員を雇用する必要性 

 回答数 （割合） 

必要性を感じたことがある 20  (31.25%) 

必要性を感じたことはない 44  (68.75%) 

計 64  (100.00%) 

※ 括弧書きは令和３年９月末時点で法曹有資格社員を雇用
していないと回答した企業 64 社に占める割合 

 
 
 

【図表３－10－２】法曹有資格社員の必要性を感じた場面（複数回答） 

 
 回答数 （割合） 

労務問題への対応 12  (60.00%) 

契約書の作成・審査 11  (55.00%) 

訴訟対応 10  (50.00%) 

リスク管理・不祥事対応 10  (50.00%) 

M&A、組織再編 7  (35.00%) 

海外展開 4  (20.00%) 

資金調達 0  (0.00%) 

その他 1  (5.00%) 

※ 括弧書きは令和３年９月末時点で法曹有資格社員を雇用していないと回答した企業で、法曹有資格社員
を雇用する必要性を感じたことがあると回答した企業 20 社に占める割合 

60.0%
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35.0%

20.0%

0.0%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【図表３－10－３】法曹有資格社員を雇用していない理由（複数回答） 

 
 回答数 （割合） 

雇用する経済的余裕がない 9  (45.00%) 

以前は雇用していたが、辞めてしまった 4  (20.00%) 

どのような人を採用すべきか、分からない 4  (20.00%) 

募集しているが、応募がない 3  (15.00%) 

募集に対する応募はあったが、採用したい人がいなかった 2  (10.00%) 

その他 （主な回答は以下のとおり） 

・ 社内弁護士に割り振るほどの案件が少ない。 
・ 経営陣等がその必要性を感じていない 
・ 法務が経営に口を出すなという慣習のため法曹資格を有する者が採用しづら

い企業風土がある。 

5  (25.00%) 

※ 括弧書きは、令和３年９月末時点で法曹有資格社員を雇用していないと回答した企業で、法曹資格社員の
必要性を感じたことがあると回答した企業 20 社に占める割合 

 

 

法曹有資格社員を雇用する必要性を感じていないと回答した企業 44 社に対

し、その理由を尋ねた結果は【図表３－11】のとおりであり、社外弁護士への

相談や法務部門の社員による検討で足りると回答したものが多かった。 

 

【図表３－11】法曹有資格社員を雇用する必要性を感じない理由（複数回答） 
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法務部門の社員の検討で足りるため

法律事務所からの派遣・出向者（弁護士）に

相談すれば足りるため

法的な問題を検討しなければならない案件
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その他

45.0%

20.0%

20.0%

15.0%

10.0%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

雇用する経済的余裕がない

以前は雇用していたが，辞めてしまった

どのような人を採用すべきか，分からない

募集しているが，応募がない

募集に対する応募はあったが，

採用したい人がいなかった

その他
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 回答数 （割合） 

顧問弁護士に依頼・相談すれば足りるため 39  (88.64%) 

社外の弁護士に依頼・相談すれば足りるため 32  (72.73%) 

法務部門の社員の検討で足りるため 25  (56.82%) 

法律事務所からの派遣・出向者（弁護士）に相談すれば足りるため 0  (0.00%) 

法的な問題を検討しなければならない案件がないため 0  (0.00%) 

その他 2  (4.55%) 

※ 括弧書きは、令和３年９月末時点で法曹有資格社員を雇用していないと回答した企業で、法曹有資格社
員の必要性を感じたことがないと回答した企業 44 社の回答に占める割合 

 

 

３ 調査結果の分析 

民間企業に対するアンケート調査を実施した結果、法曹有資格社員を雇用して

いると回答した企業のほとんどが、「法務部門の強化」を期待して法曹有資格社員

を採用していることに加え、「コンプライアンスに対する社内意識の向上」や「法

務部門以外の業務における法的観点からの検討能力の強化」、「法的問題等に関す

る社内研修等の充実」等、社内の意識改善や法的検討スキルの向上という効果を

期待している企業があることも明らかとなった（【図表３－７－１】参照）。規制

緩和の推進やグローバル化の進行等により、民間企業が抱える法務リスクはより

一層、多様化・複雑化する傾向にある中で、法務部門が果たすべき役割はその重

要性を更に増しており、また、法務部門以外の部署においても、法的観点からの

検討を要する場面が多く認められるようになっている。個々の法曹有資格社員に

求められる具体的な役割は、その所属する企業や立場によって異なるものと思わ

れるが、いずれにおいても、事業の立上げや拡大等の場面を含め、様々なビジネ

スシーンに潜む多様な法的リスクを的確に捉え、適切な対応方針を策定するなど、

法的側面から経営を支えていくことが期待されているものと思われる。 

【図表３－７－２】のとおり、法曹有資格社員を採用するに当たり、日本の法

曹資格を有していることを重視した等と回答した企業 61 社に対し、法曹有資格

社員を採用したことにより、期待した効果は得られたかと質問した結果、２社か

らこれを否定する回答が寄せられたものの、「期待した効果は得られたと思う」が

63.9％、「どちらかといえば、期待した効果は得られたと思う」が29.5％であり、

肯定的な回答が 90％を超えた。また、同じ質問について、司法修習期 66 期以降

の弁護士のみを雇用していると回答した企業 13 社の回答を集計した結果におい

ては、【図表３－７－３】のとおり、「期待した効果は得られたと思う」が53.8％、

「どちらかといえば、期待した効果は得られたと思う」が38.5％であり、肯定的

な回答が90％を超えた一方で、否定的な回答はなかった。 

このような結果からすれば、現在、民間企業で法曹有資格社員として活動する

法曹については、司法修習期66期以降の法曹有資格社員も含め、全体としては、
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企業側の期待に応える活動をしているものとして、おおむね高く評価されている

と認めることができる。 

なお、【図表３－９－１】のとおり、法曹有資格社員について評価している点に

ついて、全体の回答を集計したものと司法修習期 66 期以降の法曹有資格社員の

みを雇用していると回答した企業の回答を集計したものとを比べると、例えば、

事案分析能力について 16.7 ポイント、幅広い法律知識について 25.2 ポイント、

後者の評価が全体の評価よりも低くなっており、一方で、調査能力については9.5

ポイント、後者の評価が全体の評価を上回っている。確かに、的確に事案を分析

する能力は、弁護士として様々な事案を取り扱うことを通じて、より一層磨かれ

ていくものであると思われるし、また、法律に関する知識量も取り扱う案件の多

さに比例して増えていくものであると考えられることからすれば、弁護士として

の経験の長短によって、その評価される能力に差異が生じることはあるようにも

思われる（課題発見能力・危機管理能力、説得力・交渉力、幅広い人脈について

も同様のことが考えられる。）。 

もっとも、この調査では、司法修習期66期以降の法曹有資格社員のみを雇用し

ている回答企業の数自体が少ないことに加え、ヒアリング調査においても、「その

能力には個人差があるし、仕事に対する姿勢も様々である。そのため、若手の法

曹有資格者をひとまとめにして、その能力や資質を評価することはできないし、

そのような評価は適切ではない。若手に対する厳しい意見があるのは、私が入社

した時代も同じである」（Ａ社）、「その能力や仕事ぶりに個人差はあるが、大変優

秀な方もおり、法曹としての能力は、正に人によるというほかない」（Ｂ社）とい

った意見も述べられており、上記結果をもって、司法修習期66期以降の法曹有資

格社員とそれ以外との間に、その資質や能力において具体的な差異があるとまで

言うことはできないように思われる。また、【図表３－７－２】及び【図表３－７

―３】のとおり、法曹有資格社員を採用するに当たり期待した効果を得られたか

との質問については、全体の回答及び司法修習期 66 期以降の法曹有資格社員の

みを雇用していると回答した企業の回答のいずれについても、肯定的な回答の割

合が90％を超えていることに加え、後者については、否定的な回答は認められな

かった。ヒアリング調査においても、「当社の法曹有資格者をリストアップしてみ

たが、それぞれの年代で優秀だと評価している人材がおり、全体的にレベルが下

がってきているという印象は全くない」（Ｃ社）、「法曹としての経験の有無やその

長短によって判断のスピードに差はあるが、それは当然のことである。企業では、

法的知識や法的な判断に加え、コミュニケーション能力の高さや事業を前に進め

る意欲、サービス向上に貢献する意識なども必要とされるが、そうした資質や能

力の高さは、法曹としての経験の長さとは必ずしも一致しない場合がある」（Ｄ

社）、「何を求めて能力が劣っていると捉えるか次第だと思うが、当社の中で業務
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を行うという点では、若手法曹有資格者の能力が劣っているとは感じない」（Ｅ社）

などの意見が述べられており、司法修習期 66 期以降の法曹有資格社員の働きぶ

りに対する企業側の評価が他より低いとは言えない（【図表３－９－３】参照）。 

以上のとおり、民間企業に関する本調査では、司法修習期66期以降の法曹有資

格社員も含め、その活動が企業側からおおむね高く評価されていることが明らか

となった一方で、「法曹の質の低下」を肯定するに足りる事情は認められなかった。 
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資料１ 

 

企業に勤務する法曹有資格者に関する調査 

法務省  

問１ 貴社についてお尋ねします。 

(1) 貴社は、国内系企業・外資系企業のいずれに該当しますか。当てはまるものを一つ選択し

てください（「外資系企業」とは、日本国外に本店又は親会社があり、日本にその支店又は

子会社がある企業をいいます。）。  

1．国内系企業 2．外資系企業 

(2) 貴社の業種は何ですか。当てはまるものを一つ選択してください。 

1. 農業、林業 2. 漁業 

3. 鉱業、採石業、砂利採取業 4. 建設業 

5. 製造業 6. 電気・ガス・熱供給・水道業 

7. 情報通信業 8. 運輸業、郵便業 

9. 卸売業、小売業 10. 金融業、保険業 

11. 不動産業、物品賃貸業 12. 学術研究、専門・技術サービス業 

13. 宿泊業、飲食サービス業 14. 生活関連サービス業、娯楽業 

15. 教育、学習支援業 16. 医療、福祉 

17. 複合サービス事業 18. その他（          ） 

※選択肢は日本標準産業分類の大分類を基にしています。各業種の詳細は総務省 HP（https://www.soumu.go.j

p/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html）を御確認ください。 

(3) 貴社（子会社・系列企業等は含みません。）に在籍する従業員のうち、正社員（正規雇用

者）は何人いますか。当てはまるものを一つ選択してください。 

1．25人未満 2．25人以上50人未満 

3．50人以上100人未満 4．100人以上500人未満 

5．500人以上1000人未満 6．1000人以上3000人未満 

7．3000人以上5000人未満 8．5000人以上 

(4) 貴社は事業会社の持株会社（いわゆるホールディングス）ですか、あるいは、貴社の株式

を持株会社が有する事業会社ですか。当てはまるものを一つ選択してください。 

1．事業会社の持株会社である → (5)へ 

2．株式を持株会社が有する事業会社である → (5)へ 

3．1と 2のいずれでもない → (6)へ 
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(5) (4)において、「1．事業会社の持株会社である」又は「2．株式を持株会社が有する事業会

社である」を選択した企業にお尋ねします。 

 貴社が株式を有する事業会社又は貴社の株式を有する持株会社の従業員を含めた貴社の

従業員の総数はどれぐらいですか。当てはまるものを一つ選択してください。 

1．100人未満 2．100人以上500人未満 

3．500人以上1000人未満 4．1000人以上3000人未満 

5．3000人以上5000人未満 6．5000人以上10000人未満 

7．10000人以上 8．分からない 

(6) 貴社は上場されていますか。また、上場されている場合、下記の各分類のうちどれに該当

しますか。当てはまるものを全て選択してください（複数回答可。上場されていない場合は、

「6．非上場」を選択してください。）。 

1．東証一部 

2．東証二部 

3．ジャスダック・マザーズ 

4．その他の国内一般市場・新興市場に上場 

5．海外市場に上場 

6．非上場 

(7) 貴社には、現在（令和３年９月末時点）、顧問弁護士等、相談や依頼をする社外の弁護士

や法律事務所からの派遣・出向者（弁護士）がいますか。当てはまるものを一つ選択してく

ださい。 

1. いる 2. いない 

(8) 貴社は、現在（令和３年９月末時点）、日本の法曹資格を有する者を雇用していますか（社

内・社外の役員や法律事務所からの派遣・出向者は除きます。）。当てはまるものを一つ選択

してください。 

 なお、ここで「日本の法曹資格を有する」とは、日本の司法試験に合格し、司法修習を終

えていることをいい、弁護士登録の有無は問いません。  

1. 雇用している（→問２へ） 2. 雇用していない（→問６へ） 
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問２ 問１の(8)において、「1．雇用している」を選択した企業にお尋ねします。 

(1) 日本の法曹資格を有する社員（以下「法曹有資格社員」といいます。）の採用を始めてか

らの年数について、当てはまるものを一つ選択してください（令和３年９月末時点）。 

1. １年未満 

2. １年以上５年未満 

3. ５年以上10年未満 

4. 10年以上15年未満 

5. 15年以上 

6. 分からない 

(2) 貴社に在籍する法曹有資格社員の司法修習期（司法修習生採用年度）とその人数について

教えてください（令和３年９月末時点）。 

1．～60期（平成18年以前に司法修習生に採用） （   名） 

2．61期から65期（平成19年から平成23年に司法修習生に採用） （   名） 

3．66期から70期（平成24年から平成28年に司法修習生に採用） （   名） 

4．71期以上（平成29年以降に司法修習生に採用） （   名） 

5．分からない （   名） 

(3) 貴社に在籍する法曹有資格社員の配属先と配属人数について教えてください（ひとつの

部門が複数の業務を担当している場合、中心的な業務について、以下の選択肢から最も近い

ものを選択してください。）（令和３年９月末時点）。 

1．法務部門 （   名） 

2．総務部門 （   名） 

3．知的財産部門 （   名） 

4．コンプライアンス部門 （   名） 

5．人事部門 （   名） 

6．その他管理部門 （   名） 

7．営業部門 （   名） 

8．海外部門 （   名） 

9．その他 （   名） 
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(4) 法曹有資格社員を採用するに当たり、日本の法曹資格の有無について、どの程度考慮しま

したか。当てはまるものを一つ選択してください。 

1. 採用に当たり、日本の法曹資格を有していることを重視した（→問３へ） 

2. 採用に当たり、日本の法曹資格の有無は、特に考慮しなかった（→問４へ） 

3. 採用に当たり、日本の法曹資格の有無を重視した場合と特に考慮しなかった場合

がある（→問３及び問４へ） 

4. 分からない（→問５へ） 

 

問３ 問２の(4)において、「1．採用に当たり、日本の法曹資格を有していることを重視した」

又は「3．採用に当たり、日本の法曹資格の有無を重視した場合と特に考慮しなかった場合

がある」を選択した企業にお尋ねします。 

(1) どのような効果を期待して、法曹有資格社員を採用しましたか。当てはまるものを全て選

択してください（複数回答可）。 

1．法務部門の強化 

2．法務部門以外の業務における法的観点からの検討能力の強化 

3．コンプライアンスに対する社内意識の向上 

4．国内外の取引先等、社外からのより高い信頼の獲得 

5．法曹界の幅広い人脈の獲得 

6．社外弁護士の選定・管理機能の向上 

7．法的問題等に関する社内研修等の充実 

8．その他（                             ） 

9．特に期待した効果はない 

(2) (1)において、「9．特に期待した効果はない」以外を選択した企業にお尋ねします。 

 法曹有資格社員を採用したことにより、上記(1)で選択した、期待した効果は得られまし

たか。当てはまるものを一つ選択してください。 

1．期待した効果は得られたと思う（→問５へ） 

2．どちらかといえば、期待した効果は得られたと思う（→問５へ） 

3．どちらともいえない（→問５へ） 

4．どちらかといえば、期待した効果は得られていないと思う（→(3)へ） 

5．期待した効果は得られていないと思う（→(3)へ） 
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(3) (2)において、「4.どちらかといえば、期待した効果は得られていないと思う」又は「5.期

待した効果は得られていないと思う」を選択した企業にお尋ねします。 

 貴社が期待した効果が得られなかった要因として、どのようなことが考えられますか（自

由記載）。 

 

問４ 問２の(4)において、「2. 採用に当たり、日本の法曹資格の有無は、特に考慮しなかった」

又は「3. 採用に当たり、日本の法曹資格の有無を重視した場合と特に考慮しなかった場合

がある」を選択した企業にお尋ねします。 

  法曹資格の有無を考慮せずに採用した法曹有資格社員について、その業務遂行の過程にお

いて、日本の法曹資格が生かされていると感じたことはありますか。そのように感じたこと

がありましたら、具体的に記載してください（自由記載）。 

 

問５ 貴社に在籍する法曹有資格社員について、特に評価している点があれば、五つまで選択し

てください（複数回答可）。 

1．深い法律知識 

2．幅広い法律知識 

3．柔軟な思考力 

4．論理的な思考力 

5．事案分析能力 

6．調査能力 

7．課題発見能力・危機管理能力 

8．説得力・交渉力 

9．コミュニケーション能力 

10．企業文化や企業風土に関する理解力 

11．リーダーシップ・指導力 

12．行動力 

13．高い職業倫理 

14．優れた人権感覚 

15．幅広い人脈 

16．その他（                   ） 

17．特にない 
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問６ 問１の(8)において、「2．雇用していない」を選択した企業にお尋ねします。 

 日本の法曹資格を有する者を社員として雇用する必要性を感じたことはありますか。当て

はまるものを一つ選択してください。 

1．必要性を感じたことがある（→問７へ） 

2．必要性を感じたことはない（→問８へ） 

問７ 問６において、「1．必要性を感じたことがある」を選択した企業にお尋ねします。 

(1) 日本の法曹資格を有する者を雇用する必要性を感じたのは、どのような場面ですか。当て

はまるものを全て選択してください（複数回答可）。  

1. 契約書の作成・審査 

2. 労務問題への対応 

3. 訴訟対応 

4. リスク管理・不祥事対応 

5. 資金調達 

6. M&A、組織再編 

7. 海外展開 

8. その他（具体的に                        ） 

(2) 現在（令和３年９月末時点）、貴社において、日本の法曹資格を有する者を社員として雇

用していない理由について、当てはまるものを全て選択してください（複数回答可）。 

1．募集しているが、応募がない 

2．募集に対する応募はあったが、採用したい人がいなかった 

3．以前は雇用していたが、辞めてしまった 

4．雇用する経済的余裕がない 

5．どのような人を採用すべきか、分からない 

6．その他（具体的に                    ） 

問８ 問６において、「2．必要性を感じたことはない」を選択した企業にお尋ねします。 

 日本の法曹資格を有する者を社員として雇用する必要性がないと考える理由について、当

てはまるものを全て選択してください（複数回答可）。 

1．顧問弁護士に依頼・相談すれば足りるため 

2．社外の弁護士に依頼・相談すれば足りるため 

3．法律事務所からの派遣・出向者（弁護士）に相談すれば足りるため 

4．法務部門の社員の検討で足りるため 

5．法的な問題を検討しなければならない案件がないため 

6．その他（                        ） 
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＜ヒアリング調査についての御協力のお願い＞ 

いただいた回答について、より詳細な内容をお伺いするため、後日、ヒアリング調査を実施

する予定です。 

このヒアリング調査に御協力をいただけるかどうか、また、御協力をいただける場合には御

担当者様の連絡先等を、下欄に御記載願います。 

 

法務省からヒアリング調査への協力要請があった場合  

1．ヒアリングに応じられる 2．ヒアリングに応じられない 

貴社名  

所在地  

御担当者名  

所属部署名・役職名  

御連絡先電話番号  

御連絡先メールアドレス  

 

調査は以上です。御協力ありがとうございました。  
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第４ 児童福祉の分野に対する調査 
１ 調査の概要 

平成28年６月、児童虐待について、その発生予防から自立支援までの一連の対

策の更なる強化等を図るため、「児童福祉法」（昭和22年法律第164号）の改正が

行われた。同改正においては、児童相談所の業務のうち法律に関する専門的な知

識経験を必要とするものを適切かつ円滑に行うことの重要性に鑑み、児童相談所

における弁護士の配置又はこれに準ずる措置32を行うものとする旨の規定33が新

設された。一部地域においては、かねてから児童相談所と弁護士との連携が図ら

れていたところ、上記規定が新設されたことにより、全ての児童相談所において

弁護士との連携が図られるようになった。 

そこで、本調査においては、厚生労働省の協力を得て、児童相談所を対象に資

料２の質問票によるアンケート調査を行い、児童福祉の分野で活動する弁護士の

評価等について尋ね、全国225の児童相談所のうち214の児童相談所から回答を

得た（回答率95.1％）34。 

 

２ 調査の結果 

(1) 児童相談所における弁護士の配置状況等 

令和３年９月末日現在における児童相談所の弁護士配置状況等について尋ね

た結果は、【図表４－１】のとおりである。 

                         

32 「これに準ずる措置」とは、「弁護士の配置と実質的に同等であると客観的に認められる必要があ

り、例えば、都道府県ごとに、区域内の人口等を勘案して中央児童相談所等に適切な数の弁護士を

配置し、弁護士が配置されていない児童相談所との間における連携・協力を図ること等が考えられ

る。（単に法令事務の経験を有する行政職員等の配置は、「準ずる措置」には含まれない。）」とされ

ている（児童相談所運営指針（平成２年３月５日付け児発第133号厚生省児童家庭局長通知）第２

章第３節２．(11)） 

33 児童福祉法第12条第３項（平成28年法律第63号〔平成28年６月３日公布、同年10月１日施行〕

による改正後のもの）。なお、同項は、令和元年の同法改正（令和４年４月１日施行）において、「第

28条第１項各号に掲げる措置（注：保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他

保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、児童を児童養護施設に入

所させる等の措置を採ることが児童の親権を行う者等の意に反するときに都道府県が採ることが

できる措置）を採ることその他の法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時

弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又は

これに準ずる措置を行うものとする」（注は引用者）と改められており、児童福祉の分野に対する

法的支援の必要性は、今後ますます高まっていくものと思われる。 

34 アンケート調査は、令和３年 10 月 11 日から同月 29 日まで実施した。なお、回答した児童相談所

の数（214）と有効回答数（171）は一致していないが、これは、回答を寄せた児童相談所のうち、 

14 の児童相談所が、同一管内に所在する児童相談所の一部又は全部の回答を集約したものを提出

し、また、２支所が独立して回答を提出したためである。 
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また、このうち常勤職員又は非常勤職員として勤務する弁護士（以下「常勤

職員等弁護士」という。）197 人の司法修習期について尋ねた結果は、【図表４

－２】のとおりである35。 

【図表４－１】児童相談所における弁護士の配置状況等（令和３年９月末日現在）（複数回答） 

 
 回答数 （割合） 

児童相談所に常勤職員として弁護士を配置 13  (7.60%) 

児童相談所に非常勤職員として弁護士を配置 95  (55.56%) 

弁護士事務所等と契約 
（※ 弁護士や弁護士会との契約のほか、登録弁護士の派遣制度などを含む） 

77  (45.03%) 

その他 
（※本庁や他の児童相談所の弁護士を利用する等） 

14  (8.19%) 

※ 括弧書きは有効回答数（171）に占める割合 

 

 

【図表４－２】常勤職員等弁護士の司法修習期別の割合 

 人数 （割合） 

60 期以前 39  (19.80%) 

61 期から 65 期 39  (19.80%) 

66 期から 70 期 14  (7.11%) 

71 期以降 3  (1.52%) 

分からない 102  (51.78%) 

計 197  (100.00%) 
 

※ 括弧書きは常勤職員等弁護士の総数（197 人）に占める割合 

 

(2) 弁護士との連携により、より適切に対応できるようになった業務 

全ての児童相談所に対し、弁護士と連携して対応している業務のうち、連携

前と比較して、より適切に対応できるようになったと感じる業務について尋ね

た結果は、【図表４－３】のとおりである。 

全ての項目について、「より適切な対応が可能となった」との評価がされてお

り、特に評価が高かったのは、児童福祉法第28条の措置、第33条第５項の一

時保護の延長や親権喪失又は停止の審判の申立てに関する書面の作成・審理手

続であった。 

                         

35 弁護士事務所等との契約等に基づく連携については、対応する弁護士が固定されていない可能性が

あるため、司法修習期については尋ねなかった。 

60期以前

19.8%

61期から

65期

19.8%

66期から70期

7.1%
71期以降

1.5%

分からない

51.8%

7.6%

55.6%

45.0%

8.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

児童相談所に常勤職員として弁護士を配置

児童相談所に非常勤職員として弁護士を配置

弁護士事務所等と契約

その他
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また、「その他」として、個別ケースに関する相談・書面作成・審理手続、法

令解釈に関する助言、情報公開請求等に対する対応、内規や要綱の作成などが

挙げられた。 

【図表４－３】弁護士と連携して対応している業務のうち、連携前と比較して、より適切に対

応できるようになったと感じる業務の割合36（複数回答） 

 

  

当該業務につい
て、弁護士と連

携して対応 
（複数回答） 

連携により、より
適切な対応が可

能となった 
（複数回答） 

連携業務のう
ち、より適切な
対応が可能とな

った割合 

児童福祉法第 28 条の措置、第 33 条第 5 項の一時保
護の延長や親権喪失又は停止の審判の申立てに関
する書面の作成 

154  151  98.05% 

児童福祉法第 28 条の措置、第 33 条第 5 項の一時
保護の延長や親権喪失又は停止の審判の申立てに
関する裁判所の審理手続 

138  131  94.93% 

警察や家庭裁判所などの関係機関との連携 87  74  85.06% 

臨検・捜索、一時保護、児童福祉施設への入所措置
などの権限行使の判断 

117  99  84.62% 

児童相談所の職員に対する研修 117  99  84.62% 

指導に応じない保護者への対応 87  73  83.91% 

触法少年や虞犯少年の家裁送致に関する手続 85  69  81.18% 

児童への対応 72  58  80.56% 

ＤＶ案件や虐待案件などの刑事事件に関する手続 71  56  78.87% 

子どもの養育環境等に関する事実の把握 46  34  73.91% 

その他 64  62  96.88% 

 

                         

36  児童相談所開設以来又は長期にわたって弁護士と連携して業務に対応していることから、連携前

との比較はできないと回答した児童相談所が 10 あり、本表の計算においてはこれらの回答を除外

した。 

98.1%

94.9%

85.1%

84.6%

84.6%

83.9%

81.2%

80.6%

78.9%

73.9%

96.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

児童福祉法第28条の措置，第33条第5項の一時保護の延長や

親権喪失又は停止の審判の申立てに関する書面の作成

児童福祉法第28条の措置，第33条第5項の一時保護の延長や

親権喪失又は停止の審判の申立てに関する裁判所の審理手続

警察や家庭裁判所などの関係機関との連携

臨検・捜索，一時保護，児童福祉施設

への入所措置などの権限行使の判断

児童相談所の職員に対する研修

指導に応じない保護者への対応

触法少年や虞犯少年の家裁送致に関する手続

児童への対応

DV案件や虐待案件などの刑事事件に関する手続

子どもの養育環境等に関する事実の把握

その他
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(3) 弁護士との連携が必要だと感じる業務 

全ての児童相談所に対し、現在、弁護士と連携していない業務（以下「非連

携業務」という。）のうち、連携が必要だと感じる業務について尋ねた結果は、

【図表４－４】のとおりである。「特にない（弁護士との連携が必要な業務につ

いては全て連携ができている）」の回答が119あった一方で、「指導に応じない

保護者への対応」、「触法少年や虞犯少年の家裁送致に関する手続」、「ＤＶ案件

や虐待案件などの刑事事件に関する手続」等が非連携業務となっており、これ

らについての連携が必要であるとする回答も一定数あった。なお、連携ができ

ていない理由としては、弁護士が常勤職員ではないため時間的な制約があるこ

と、非連携業務が契約の範囲外であることなどが挙げられた。 

 また、非連携業務に関し、弁護士にどのような関与を求めるかについて尋ね

たところ、各種審判の申立手続への同席や被保護児童の保護者等への対応、家

庭裁判所や警察署との連絡調整、個別案件への随時対応等を求める声が寄せら

れた。 

 

【図表４－４】非連携業務のうち、弁護士との連携が必要だと感じている業務（複数回答） 

 
 回答数 （割合） 

特にない（弁護士との連携が必要な業務については全て連携ができている） 119  (69.59%) 

指導に応じない保護者への対応 27  (15.79%) 

触法少年や虞犯少年の家裁送致に関する手続 18  (10.53%) 

ＤＶ案件や虐待案件などの刑事事件に関する手続 14  (8.19%) 

児童相談所の職員に対する研修 10  (5.85%) 

児童への対応 8  (4.68%) 

69.6%

15.8%

10.5%

8.2%

5.8%

4.7%

4.7%

4.1%

3.5%

1.2%

0.6%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特にない（弁護士との連携が必要な業務

については全て連携ができている）

指導に応じない保護者への対応

触法少年や虞犯少年の家裁送致に関する手続

DV案件や虐待案件などの刑事事件に関する手続

児童相談所の職員に対する研修

児童への対応

警察や家庭裁判所などの関係機関との連携

児童福祉法第28条の措置，第33条第5項の一時保護の延長や

親権喪失又は停止の審判の申立てに関する裁判所の審理手続

臨検・捜索，一時保護，児童福祉施設

への入所措置などの権限行使の判断

子どもの養育環境等に関する事実の把握

児童福祉法第28条の措置，第33条第5項の一時保護の延長や

親権喪失又は停止の審判の申立てに関する書面の作成

その他
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警察や家庭裁判所などの関係機関との連携 8  (4.68%) 

児童福祉法第 28 条の措置、第 33 条第 5 項の一時保護の延長や親権喪失又は停
止の審判の申立てに関する裁判所の審理手続 

7  (4.09%) 

臨検・捜索、一時保護、児童福祉施設への入所措置などの権限行使の判断 6  (3.51%) 

子どもの養育環境等に関する事実の把握 2  (1.17%) 

児童福祉法第 28 条の措置、第 33 条第 5 項の一時保護の延長や親権喪失又は停
止の審判の申立てに関する書面の作成 

1  (0.58%) 

その他 7  (4.09%) 

※ 括弧書きは有効回答数（171）に占める割合 
 

(4) 弁護士の対応に対する満足度 

全ての児童相談所に対し、弁護士と連携している業務について、「弁護士の対

応に満足しているか」と尋ねた結果は【図表４－５－１】のとおりであり、「満

足している」との回答が 70％を超え、「どちらかといえば満足している」との

回答を併せると 90％を超えた。また、２つの児童相談所が、「どちらかといえ

ば満足していない」と回答し、「弁護士配置がなく、日常的なケースワーク上の

法律相談がしにくい」、「非常勤のため、情報共有に時間がかかる」との理由を

挙げた。 

なお、常勤職員等弁護士が司法修習期 66 期以降の弁護士のみであると回答

した６つの児童相談所の回答を取り出して集計した結果は【図表４－５－２】

のとおりである。「満足している」、「どちらかといえば満足している」がそれぞ

れ50％を占め、否定的評価をしたものはなかった。 

参考に、「満足している」は５点、「どちらかといえば満足している」は４点、

「どちらともいえない」は３点、「どちらかといえば満足していない」は２点、

「満足していない」は１点として重み付けを行い、児童相談所全体（有効回答

数171）の満足度の加重平均と常勤職員等弁護士が司法修習期66期以降の弁護

士のみであると回答した６つの児童相談所の満足度の加重平均を算出して比較

したところ、前者は4.66、後者は4.50となり、その差は0.16であった。 

 

【図表４－５－１】連携業務における弁護士の対応に対する満足度（全体） 

 回答数 （割合） 

満足している 120  (70.18%) 

どちらかといえば満足している 46  (26.90%) 

どちらともいえない 3  (1.75%) 

どちらかといえば満足していない 2  (1.17%) 

満足していない 0  (0.00%) 

計 171  (100.00%) 

※ 括弧書きは有効回答数（171）に占める割合 

 

 

満足している

70.2%

どちらかといえ

ば満足している

26.9%

どちらともいえない

1.8%

どちらかといえば

満足していない

1.2%
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【図表４－５－２】連携業務における弁護士の対応に対する満足度（常勤職員等弁護士が司

法修習期 66 期以降の弁護士のみである児童相談所） 

 回答数 （割合） 

満足している 3  (50.00%) 

どちらかといえば満足している 3  (50.00%) 

どちらともいえない 0  (0.00%) 

どちらかといえば満足していない 0  (0.00%) 

満足していない 0  (0.00%) 

計 6  (100.00%) 

※ 括弧書きは有効回答数（6）に占める割合 
 
 

(5) 弁護士に対する評価 

 全ての児童相談所に対し、連携している弁護士について、特に評価している

点を５つまで選択してもらった結果は、【図表４－６】のとおりである。各項目

の上段は、全体の回答（有効回答数171）を集計した結果であり、下段は、常勤

職員等弁護士が司法修習期 66 期以降の弁護士のみであると回答した６つの児

童相談所の回答を集計した結果である。 

回答全体では、選択された回答数が多かったものから、①幅広い法律知識

（87.1％）、②論理的な思考力（74.9％）、③深い法律知識（66.7％）、④事案分

析能力（57.3％）、⑤児童福祉に関する理解力（49.1％）という順であり、常勤

職員等弁護士が司法修習期 66 期以降の弁護士のみであると回答した児童相談

所では、①幅広い法律知識（100％）、②③④論理的な思考力、深い法律知識、

課題発見能力・危機管理能力（いずれも 66.7％）、⑤児童福祉に関する理解力

（50.0％）の順となった。  

満足している

50.0%

どちらかと

いえば満足

している
50.0%
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【図表４－６】連携している弁護士の評価点（５つまで選択） 

 

 
全体 

常勤職員等弁護士が
66 期以降の弁護士の
みである児童相談所 

回答数 （割合） 
上記におけ
る回答数 

（上記に占
める割合） 

幅広い法律知識 149 (87.13%) 6 (100.00%) 

論理的な思考力 128 (74.85%) 4 (66.67%) 

深い法律知識 114 (66.67%) 4 (66.67%) 

事案分析能力 98 (57.31%) 2 (33.33%) 

児童福祉に関する理解力 84 (49.12%) 3 (50.00%) 

課題発見能力・危機管理能力 50 (29.24%) 4 (66.67%) 

柔軟な思考力 49 (28.65%) 1 (16.67%) 

優れた人権感覚 46 (26.90%) 1 (16.67%) 

説得力・交渉力 41 (23.98%) 2 (33.33%) 

コミュニケーション能力 9 (5.26%) 0 (0.00%) 

高い職業倫理 9 (5.26%) 0 (0.00%) 

行動力 6 (3.51%) 0 (0.00%) 

幅広い人脈 3 (1.75%) 0 (0.00%) 

調査能力 2 (1.17%) 0 (0.00%) 

リーダーシップ・指導力 1 (0.58%) 0 (0.00%) 

その他 3 (1.75%) 0 (0.00%) 

特にない 0 (0.00%) 0 (0.00%) 
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(6) 弁護士との連携に関する要望等 

全ての児童相談所に対し、弁護士との連携に関する要望等について尋ねたと

ころ、【図表４－７】のとおり、①弁護士の配置や体制作りなどに関するもの、

②弁護士に対する要望等、③弁護士の育成に関するもの、④弁護士の活動に対

する評価等が寄せられた。 

 

【図表４－７】弁護士との連携についての要望等（自由記載・一部抜粋） 

（※ 以下、原文のまま掲載） 

弁護士の配置や体制作りなどに関するもの  

・ 現在は、中央児童相談所に１名非常勤の弁護士が配置となっているが、非常勤で良いの

で当児童相談所に定期的に勤務できる弁護士の配置が望まれる。 

・ 児童相談所の規模から常に法的対応に追われる事がない環境でもあるため、配置がな

い現状があり、必要な時に随時相談できる体制や、業務を委託できる体制は整えられて

いるが、日常的に連携が図られる環境ではないため、配置がなくとも近隣に顔の見える関

係で相談体制が構築できると良いと感じる。 

・ 常勤弁護士の配置 

・ 児童相談所へ弁護士を配置することについて、適格な人材の確保と県の財政負担に課題

があるため、所管省庁から優秀な弁護士を派遣・配置するなど、安定して運営できる仕組

みがあるとよい。 

・ 現在、突発的に法的な助言、判断を頂きたい場合に電話などの対応を依頼しているところ

であるが、電話のみでは十分な説明になっていなかったり、時間的な制約があったりする

ことがある。児童の権利を守り、かつ、必要時に即応できる体制が望ましい。同時に弁護

士が児相で常駐で働くための様々な保障（兼業も含めて弁護士が児相で働きやすい環境

の整備等）があることが結果的に弁護士との連携を強化することにつながると思料され

る。 

・ 一時保護にも司法審査が入る方向もあり、28 条申し立てや一時保護の延長等、法的対応

を求められるケースが今後更に増していくことが予想されるため常勤配置の方向で検討し

ていくことが望ましいと思われる。 

・ 管内の他の児童相談所でも弁護士を配置していることから、所として複数弁護士と連携で

きており、利益相反で一方の弁護士が対応不可な場合でも他方に相談ができるなど、柔

軟に対応可能。 

・ 権利擁護の観点から、今後は一時保護児童や施設入所児童の意思確認等が想定され、

嘱託弁護士の協力の可能性も考えられる。 

・ 児童相談所に限らず行政全般において弁護士との連携ができるような仕組みが望まし

い。 

・ 全国的に経験年数が少ない職員が多くなっており、スーパーバイザーの役割が過渡的で

はあるが増加している状況にある。当所も経験年数３年未満が 2/3 を占める。 

法律家にいつでも相談できる体制、または、面接に同席してもらえる体制ができると望ま

しい。 
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・ 緊急に弁護士に相談したい時に備えて、国が弁護士会と児童相談所との専用ホットライン

を設置していただくと、迅速に相談できるので安心できます。 

・ 日弁連等と連携した公式・公認された体制づくりに期待する。 

・ 児童福祉法 28 条措置、一時保護延長の承認など審理手続きに関しては、アドバイザー契

約をしている契約弁護士事務所に相談。その他日常的な法的判断、職員研修、一時保護

児童の権利擁護に係る聴き取りなどは非常勤弁護士（月に５～６日が相談日）とすみ分け

できている。 

・ 本来的には常駐が望ましく、量的観点では課題があるが、連携という観点からは不満は

ない。 

弁護士に対する要望等  

・ 児相職員が通常業務として行っていることの法的な意味づけや意義等について、法曹界

の視点から、引き続き助言を賜りたいと考えている。 

弁護士からの助言・指導等が、児相職員の業務改善・自己点検等にも資するものと考え

ている。 

・ 28 条や 33 条５項については、職員が書面作成し、弁護士から助言をもらっているが、書

面作成まで弁護士契約できるとありがたい。 

・ 児童福祉法 28 条や 33 条の書面については、裁判所の思考に沿う形で事実や主張を盛り

込み作成する必要があるが、法務経験が豊富な職員でないと作成に時間がかかるのが

実態である。代書とまではいかなくとも、書類作成の初期段階から専門家である弁護士に

手厚く関わってもらえるような体制策ができると児童福祉司の負担が大幅に軽減すると思

われる。 

・ 法的対応だけでなく、一時保護所の子どもの権利擁護が図られるような関わりをお願いし

たい。 

・ 児童の安全を守るという同じ目的に向かっていても、そこへのアプローチの方法が児童福

祉と司法とで違うことがある。当然のことではあるが注意を払う必要があると感じる。 

弁護士の育成に関するもの  

・ 児童相談所内部の弁護士に限らず、外部の弁護士とも連携するため、児童福祉の分野に

理解のある人材の育成に力を入れてほしい。 

・ 採用後に経験年数に応じた研修制度があると良い。 

・ 採用の募集をしても応募が少なく、継続的に配置できるようにすることが難しい。 

・ 現在配置されている弁護士については、児童福祉に対する造詣が深く更に児童福祉司等

からの相談へも丁寧に助言をいただき、威圧的な保護者への対応等にも同席していただ

くなど、児童相談所業務を遂行するに当たり大変心強い存在である。 

 前記対応は弁護士個々の信念によるところが大きいと感じている。今後も児童福祉司と

同じ熱量で業務連携できる弁護士の育成、配置を要望する。 

・ 現在来てくれている弁護士は、とても児童福祉に理解があり、熱心に関わってくれるので

ありがたいが、いつ担当弁護士が変わってしまうのかわからないという不安が常にある。

担当が変わっても大丈夫なように、若い弁護士の研修に力を入れて欲しい。 

・ 当所は、児童福祉にも非常に造詣の深い弁護士に業務を受託してもらえたが、特に地方

部では、児童福祉に関して知識が豊富な弁護士を確保するのに苦労する。研修の機会等

を増やし、児童相談所業務に理解を示していただける弁護士の育成に努めていただきた

い。 
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弁護士の活動に対する評価等 

・ 当所では令和２年度から嘱託弁護士が配置されており、主に児童福祉法第 28 条に関す

る相談が大半を占めている。また、養子縁組離縁についての調停申立の手続きを依頼

し、対応してもらった。今後も様々なケースで弁護士の意見を求めることが想定されるが、

今後も的確かつ柔軟な対応をお願いしたい。 

・ 法的な立場からの助言や指導により、心強く感じている。 

・ 弁護士との連携によって、職員の人権意識が大変向上しました。また、業務への直接・ 

間接のバックアップがあり、児相に欠くことができない配置だと思います。 

・ 常勤ではないため、緊急に確認を要する案件がある時に、タイムラグが生じてしまう時が

あるが、相談体制（電話相談等）や相談内容については柔軟に対応していただけるため、

全体的に弁護士との連携が、業務の円滑な遂行に繋がっている。 

・ 複雑なケースへの対応も、弁護士との連携が取れるようになって以降はある程度自信と

勇気をもって進めることが出来るようになっている。 

・ 気になる点としては、弁護士によって解釈や判断に若干の差異が生じることがあるが、そ

うした悩ましい事案について例えば全国的にはどのような趨勢となっているのか等、広く

周知・共有・ケーススタディ出来る場面があると良いように思われる。 

 

 

３ 調査結果の分析 

児童相談所に対するアンケート調査を実施した結果、ほとんどの児童相談所が、

弁護士と連携することによって、児童福祉法第 28 条の措置等の申立手続や一時

保護等の権限行使の判断、子どもの養育環境等に関する事実の把握、関係機関と

の連携、保護者や児童への対応、職員に対する研修、個別ケースへの対応等のあ

らゆる場面において、以前よりも、より適切に対応できるようになったと感じて

いることが明らかになった（【図表４－３】参照）。その一方で、一部の児童相談

所から、現在、非連携業務となっているもの（例えば、「指導に応じない保護者へ

の対応」、「触法少年や虞犯少年の家裁送致に関する手続」、「ＤＶ案件や虐待案件

などの刑事事件に関する手続」等）があり、これらについても、弁護士と連携す

る必要性を認識しているとの回答があったほか（【図表４－４】参照）、多くの児

童相談所から、弁護士との連携の更なる拡充を求める声が寄せられた（【図表４－

７】参照）。こうした結果から、児童相談所においては、法的措置に係る申立手続

や法的な判断を要する場面のみならず、保護者等に対するものを含む対外的な対

応や事実等の調査、職員のスキルアップのための研修等、あらゆる場面において、

弁護士の積極的な関与が求められているものと思われる。 

【図表４－５－１】のとおり、弁護士と連携している業務に対する児童相談所

（全体）の評価は、「満足している」が70.2％、「どちらかといえば満足している」

が 26.9％、その評価の加重平均は 4.66 と非常に高く、否定的評価も弁護士の配

置形態を理由とするものが２つの児童相談所（1.2％）から出されたのみであって、
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弁護士の活動や資質・能力に対する不満は認められなかった。また、常勤職員等

弁護士が司法修習期 66 期以降の弁護士のみであると回答した６つの児童相談所

の回答を集計した結果も、「満足している」、「どちらかといえば満足している」が

それぞれ50％を占めており、否定的な評価をしたものはなく、その評価の加重平

均も4.50と、好評であったと認められる。 

加えて、弁護士との連携についての要望等に係る回答（自由記載）においても、

弁護士との連携により得られた効果等について評価する声に加え、常勤職員等弁

護士の追加配置等、より弁護士と連携しやすい体制の構築や、児童福祉に理解の

ある弁護士の更なる育成等を期待する声が数多く寄せられていた（【図表４－７】

参照）。 

こうした調査結果によれば、現在、児童福祉の分野で活動する弁護士について

は、司法修習期66期以降の弁護士も含め、全体として、その関係者から高い評価

を得られているものと認めることができる。 

なお、【図表４－６】の「連携している弁護士の評価点」を見ると、全体の回答

と常勤職員等弁護士が司法修習期 66 期以降の弁護士のみであると回答した６つ

の児童相談所の回答とでは、「論理的な思考力」、「事案分析能力」、「柔軟な思考

力」、「優れた人権感覚」について、後者の回答における評価が全体の回答におけ

る評価よりも低く、「幅広い法律知識」、「課題発見能力・危機管理能力」、「説得力・

交渉力」について、後者の回答における評価が全体の回答における評価よりも高

くなっている。上記評価は、第３で述べた企業に関する調査の結果とは必ずしも

一致しない部分もあるが（【図表３－９－１】参照）、事案分析能力等、弁護士と

しての経験の長さがその能力の程度に影響を及ぼすものもあるように思われる。 

もっとも、本調査では、常勤職員等弁護士が司法修習期 66 期以降の弁護士の

みであると回答した児童相談所の数自体が極めて少ないことに加え、全体の回答

には、常勤職員等弁護士の司法修習期が分からないと回答した児童相談所の評価

も相当程度含まれている37。そうしたことからすれば、上記のような評価の違い

が見られたことを根拠に、司法修習期 66 期以降の弁護士とそれ以外の弁護士と

の間に、その資質や能力において具体的な差異があるなどと即断することは相当

でないように思われる。 

以上のとおり、児童福祉の分野に関する本調査では、司法修習期 66 期以降の

弁護士によるものも含め、弁護士の活動が児童相談所から高く評価されているこ

とが明らかとなった一方で、「法曹の質の低下」を肯定するに足りる事情は認めら

れなかった。  

                         

37 【図表４－２】常勤職員等弁護士の司法修習期が分からないと回答した児童相談所の割合は全体の

過半数を超えている。また、法修習期66期以降の弁護士は、少なくとも17名いることが判明して

いる。 
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資料２ 
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第５ 高齢者福祉等の分野に対する調査 
１ 調査の概要 

平成28年に総合法律支援法（平成16年法律第74号）が改正され、平成30年

１月24日から、高齢や障がいなどで認知機能が十分でない方（特定援助対象者）

に対する法律相談については、福祉機関等の支援者からの申込みがあれば、資力

を問わない出張法律相談を実施することが可能になった。 

高齢者福祉等の分野においては、各地の日本司法支援センター（以下「法テラ

ス」という。）や弁護士会が地方公共団体や福祉機関等と連携しながら、上記制度

の活用等も含め、高齢者、障がい者、生活困窮者等、自ら法的支援を求めること

が困難な状態にある方々への法的支援の充実に向けた取組を進めている。しかし、

前記第４の１で述べた児童福祉の分野のように、弁護士の関与が制度的に担保さ

れているものではないことから、その取組内容や進捗状況は地域によって様々で

あり、地方公共団体や福祉機関等と法曹有資格者との関わり方やその程度もまち

まちといった状況にある。そのため、高齢者福祉等の分野については、アンケー

トではなく、福祉関係者へのヒアリングという方法で、当該分野で活動する弁護

士の評価等を調査した。 

ヒアリング調査の対象については、近年、高齢者福祉等の分野において、弁護

士と連携しながら司法ソーシャルワークや地域の体制整備等に積極的に取り組

んでいる地域を、その具体的な取組内容、地方公共団体の規模、当該地域に常駐

する弁護士の数及びその司法修習期、福祉関係者の経験等を考慮して、６つ選定

した。具体的な調査対象地域は、【図表５－１】のとおりである。弁護士と連携し

て活動している福祉関係者とオンラインで面談し、(1)弁護士と連携して実施し

ている取組の概要、(2)弁護士との連携がもたらした効果等、(3)福祉分野におい

て求められる法曹の資質・能力等、(4)福祉分野において活動する弁護士に対する

評価及び(5)今後の課題について尋ね、資料３－1ないし同３－６のとおり回答を

得た。 

 

【図表５－１】 ヒアリング調査を行った地域  

地域 ヒアリング実施機関 

①東京都新宿区 同区福祉部高齢者支援課 

②福岡県那珂川市 同市健康福祉部福祉課 

③島根県松江市 同市生活支援課、同市社会福祉協議会 

④岐阜県下呂市 同市社会福祉課、同市振興事務所 

⑤長崎県対馬市 同市社会福祉協議会 

⑥北海道久遠郡 
せたな町 同町保健福祉課、同町保健福祉課地域包括支援センター 

 



 

81 

２ 調査の結果 

(1) 弁護士と連携して実施している取組の概要 

弁護士と連携して実施している取組の概要は、【図表５－２】のとおりである。 

 

【図表５－２】弁護士と連携して実施している取組の概要 

地域 弁護士と連携して実施している取組の概要 

①新宿区 ・ 平成 26 年１月から、法テラス東京の常勤弁護士３名（司法修習期 57 期、

同 60 期及び同 69 期）と連携し、区内の高齢者総合相談センターでの定

期相談や高齢者方などへの訪問相談を実施している。 

・ 「地域ケア会議」に法テラス東京の常勤弁護士を関与させている。 

②那珂川市 ・ 令和元年 10 月から、福岡県弁護士会及び法テラス福岡と連携し、生活

困窮者を対象とした巡回法律相談事業（「なかがわリーガルエイドプログ

ラム」）を実施している。 

・ このプログラムには、福岡弁護士会の弁護士 15 名（司法修習期 19 期か

ら同 72 期。うち司法修習期 66 期以降の弁護士は５名）が関与している。 

③松江市 

 

・ 平成 27 年４月から、島根県弁護士会及び法テラス島根と連携し、支援対

象者に関する福祉関係者の気付きを法律相談につなげる取組（「助っ人

弁護士制度」）を実施しているほか、 福祉の在り方を検討する会議等に

弁護士を関与させている。 

・ 上記法律相談には、法テラス島根の常勤弁護士１名（司法修習期 69 期）

を含む島根県弁護士会の弁護士 26 名（司法修習期 21 期から同 69 期。

うち司法修習期 66 期以降は３名）が関与している。 

④下呂市 

 

 

 

・ 平成 29 年から、岐阜県弁護士会及び法テラス中津川等と連携し、高齢

者等を対象とした法律相談（「高齢者・障がい者・生活困窮者のための専

門相談」）を実施しているほか、 困難事案等の対応方針を検討するケー

ス会議に、弁護士を関与させている。 

・ 上記専門相談には、法テラス中津川等の常勤弁護士３名（司法修習期64

期、同 65 期、同 70 期）を含む岐阜県弁護士会の弁護士 47 名（司法修習

期 40 期台から同 70 期台。うち司法修習期 66 期以降の弁護士は９名）が

関与している。 

・ 上記ケース会議には、上記法テラス中津川等の常勤弁護士３名を含む

岐阜県弁護士会の弁護士 16 名（司法修習期 40 期台から同 70 期台の弁

護士。うち同 66 期以降は２名）が協力している。 

⑤対馬市 

 

・ 法テラス対馬の常勤弁護士（司法修習期 67 期）の協力を得て、令和元年

７月に「権利擁護センターつしま」を設立し、その運営に当たっている。 

⑥せたな町 

 

・ 平成 29 年から、法テラス八雲の常勤弁護士２名（司法修習期 68 期、同

71 期）の協力を得て、高齢者等の権利擁護のための「中核機関」設置に

向けた準備を進めている。 

・ 平成 31 年から、法テラス八雲所属の弁護士、司法書士、社会福祉士等

による意見交換会を実施している。 
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(2) 弁護士との連携がもたらした効果等 

弁護士との連携がもたらした効果等について聴取した結果の概要は、【図表

５－３】のとおりである。「弁護士に気軽に相談できるようになった」、「弁護士

との距離が近くなった」など、弁護士と福祉関係者との関係が変化したとする

回答のほか、「福祉職員の意識が変化した」、「福祉支援の充実につながった」、

「より良い法的支援が行えるようになった」などの声があった。 

【図表５－３】弁護士との連携がもたらした効果等  

類型 具体的な内容 

弁護士との関

係 

・ 日常業務の中で弁護士に相談しやすい環境を構築することができ、気軽

に相談できるようになった（新宿区） 

・ 弁護士との距離が近くなり、より早い段階から、法的な解決方法を含めた

支援の在り方全体について弁護士と相談できるようになった（那珂川市） 

・ 社会福祉協議会に弁護士が来てくれるようになったことで、弁護士に相

談することに対する職員の心理的ハードルが下がった（松江市） 

・ 福祉関係者が自ら弁護士にアクセスし、自分の担当事案について積極

的に助言を求めるケースが増えてきた（下呂市） 

・ 弁護士に気軽に相談できる体制が整った結果、裁判所や他の法律専門

職に対する敷居の高さも薄れ、連携が前進した（せたな町） 

福 祉 関 係 者

の意識やスキ

ルの変化 

・ 弁護士から助言を得たり、法律相談に同席したりすることを通じて、具体

的な成功体験を重ねてきた結果、法的問題についても積極的に考える職

員が増えてきた（松江市） 

・ 弁護士の後ろ盾があるという安心感から、職員が自信を持って支援に当

たることができるようになった（松江市） 

・ 弁護士と一緒に検討し、新たな視点を指摘されるという経験を積んできた

ことで、これまでにはない気付きが増えてきた（下呂市） 

福 祉 支 援 の

充実 

・ 福祉分野の対応に専念できるようになり、より適切な支援を提供できるよ

うになった（新宿区） 

・ 支援対象者の抱える問題を根本的に解決し、より適切な支援を行うこと

ができるようになった（那珂川市） 

・ 弁護士がいれば、福祉サイドだけでは対処できない法的問題の解決を

含めた包括的な支援が可能になる（下呂市） 

・ 弁護士との連携関係が構築されたことにより、本来の業務に専念できる

ようになった（対馬市） 

・ 法的問題については弁護士に任せることができるので、より質の高い福

祉サービスを提供できるようになった（せたな町） 

法 的 支 援 の

充実 

・ 支援対象者が慣れ親しんだ場所で気軽に法的助言を受けられるようにな

った（新宿区） 

・ 弁護士が福祉関係者と一緒に高齢者方等を訪問して生活状況を直接把

握してくれるようになったことにより、福祉関係者だけでは気付きにくい法

的問題の早期発見・ 早期解決につながった（新宿区、下呂市） 

・ 福祉関係者がサポートすることで、支援対象者の主訴が整理され、必要

な資料を迅速に弁護士に共有することができる（下呂市） 
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その他 ・ 成年後見制度の申立件数が増えるなど、同制度が浸透してきていると感

じる（対馬市） 

 

(3) 高齢者福祉等の分野において求められる法曹の資質・能力等 

高齢者福祉等の分野において求められる法曹の資質・能力等について聴取し

た結果の概要は、【図表５－４】のとおりである。当該分野において求められる

法曹の資質・能力としては、一定の法律知識があることを前提に、支援対象者

の生活に潜む問題を見付けるための事案分析能力や課題発見能力、必要な資料

を自ら集める調査能力や行動力、適切な支援を受け入れてもらうための説得力

や交渉力、これらの前提になるコミュニケーション能力、高齢者福祉等におけ

る支援の難しさに対する理解力や優れた人権感覚、関係者を引っ張っていくリ

ーダーシップなどが挙げられた。 

【図表５－４】高齢者福祉等の分野において求められる法曹の資質・能力等  

類型 具体的な内容 

幅 広 い 法 律

知識 
・ 日々発生する日常的な問題を適切に解決できる幅広い法律知識が必要

（対馬市、せたな町） 

柔軟な思考力 ・ 高齢者福祉の趣旨を十分に理解し、関係者や支援対象者の目線に立っ

て、より適切な対応方針を導き出せることが必要（新宿区） 

・ 支援対象者が解決策を受け入れない場合に、同人の意向を踏まえた別

の解決策を提案できる柔軟性が求められる（下呂市） 

事 案 分 析 能

力 、 調 査 能

力、課題発見

能力・危機管

理能力 

・ 一筋縄でいかない問題が少なくないため、事案を丁寧に分析してその本

質を捉えるとともに、隠れた課題を見抜く力や、真に必要な内容を探る力

が必要（新宿区、那珂川市、松江市） 

・ 支援対象者は、複雑な問題を抱えていることが多い上に、うまく説明でき

ないことが多いため、同人の家族関係や就労状況、病気や債務の有無

など、支援対象者に関する様々な事情を踏まえて、事案を整理・分析し、

克服していかなければならない問題を見つけていく能力が求められる

（下呂市） 

説得力・交渉

力 
・ 支援対象者は、自分中心に物事を考えがちであり、提案した支援策を受

け入れないことがあるため、彼らを説得し、支援策を受け入れさせる説得

力や交渉力が必要（下呂市） 

コミュニケー

ション能力 

・ 支援対象者にとって必要な支援の内容を探るためには、コミュニケーショ

ン能力が必要（新宿区、那珂川市、松江市、対馬市） 

・ 福祉関係者との連携を構築し、継続する上で、コミュニケーション能力

は、非常に重要である（下呂市） 

・ 「この人になら話してみたい」と思わせる人当たりの良さや、「話しやす

い」と感じさせる雰囲気を作ることができることも大切（せたな町） 
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福 祉 分 野 に

関 す る 理 解

力、優れた人

権感覚 

・ 支援対象者の気持ちに寄り添い、彼らにとって一番良い方法を探りなが

ら根気強く支援を続けることを求められる福祉分野の業務についての理

解力が必要（那珂川市） 

・ 福祉分野では、法的に正しいかどうかだけでなく、支援対象者の意思を

尊重しながら問題を解決していく必要があるため、人権を守ることに対す

る強い意識や、福祉分野に対する強い関心と理解力が必要（松江市） 

・ 支援対象者を投げ出さない忍耐力や、優れた人権感覚が必要（下呂市） 

リーダーシッ

プ・ 指導力 

・ 新しい仕組み作りを担える力を持った人材であることがより望ましい（新

宿区） 

・ 各分野の専門家で構成される支援チームを引っ張っていくリーダーシッ

プや協調性が必要（那珂川市、松江市、対馬市） 

・ 権利擁護支援のネットワーク作りにおいては、弁護士が他の関係者を先

導し、率先してその体制作りを行っていくことが求められる場面もあり、リ

ーダーシップや指導力が必要（せたな町） 

行動力 ・ 法曹自らが福祉担当者と一緒に支援対象者方に行き、同人の具体的な

生活状況等を踏まえた上で、必要な判断をするといった行動力が必要

（新宿区） 

・ 支援対象者が来るのを待つのではなく、自ら積極的に支援対象者に会い

に行って、その話を聞き、必要な情報を得るフットワークの軽さが必要

（対馬市、せたな町） 

・ 支援に関する枠組みを作り、運用していく行動力が必要（対馬市） 

 

(4) 弁護士の活動や資質・能力等に対する福祉関係者の評価 

高齢者福祉等の分野で活動する弁護士について、その活動や資質・能力等に

対する評価を聴取した結果の概要は、【図表５－５】のとおりである。いずれの

地域においても、「活動に満足している」との回答であり、相談のしやすさやフ

ットワークの軽さ、福祉分野に対する理解の深さや支援対象者に寄り添う姿勢、

新しい仕組みを作り出す行動力などを評価する声が多かった。 

また、いずれの地域においても、弁護士としての経験が少ない者に対する不

満や不安を述べたものはなかった。 

【図表５－５】弁護士の活動や資質・能力等に対する福祉関係者の評価  

地域 評価の概要 

①新宿区 ・ 一緒に業務を行っている弁護士の中には、経験年数が数年にとどまる若

い弁護士もいるが、その法的知識に不安を感じたり、経験の少なさに対

する不満を感じたりしたことはない。 

・ 経験年数による判断の違いや知識量の違いはあると思うが、プロとして

の経験年数が違う以上、それは当然のことであり、少なくとも福祉行政を

行う上で、問題が生じているということはない。 
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②那珂川市 ・ これまで一緒に仕事をしてきた弁護士の中には、年齢の若い方や弁護士

としての経験がそれほど長くない方もいたが、法的な知識が足りないと感

じたり、対応が不十分だと感じたりしたことは一度もない。 

・ 若い弁護士は、気軽に相談に乗ってくれる人が多く、支援対象者のその

後の状況などについても気に掛け、頻繁に連絡をくれる方もおり、非常に

助かっている。 

・ 少なくとも私が関わった弁護士については、弁護士になって間もない方も

含め、「質が低い」と感じたことはない。いずれも、福祉分野で必要な資質

や能力を備えていると感じるし、対応には大変満足している。 

③松江市 ・ いずれの方も大変よくやってくれており、その活動には大変満足してい

る。「助っ人弁護士制度」や法律相談で御一緒したのは、20 代から 40 代

の弁護士が多かったのではないかと思うが、年齢や経験年数にかかわ

らず、適切に対応していただいたと感じているし、福祉分野で求められる

資質や能力を兼ね備えている方たちだと思う。 

・ 若い弁護士は、福祉の勉強会にも参加され、福祉に対する理解を深めよ

うという姿勢が伝わってくるので、とても心強い。 

・ 「質の高い法曹」とは、支援対象者を人として尊重し、その人に合った支

援をすることができる人だと思うが、これまでに関わった弁護士は、経験

が浅い方も含め、そうした姿勢を持って支援に当たり、適切な解決策を示

してくれた方ばかりであった。 

④下呂市 ・ 年齢や弁護士としての経験の長短で、弁護士としての資質や能力、仕事

に対する姿勢、対応内容などに特段の違いを感じたことはない。いずれ

の方も、支援対象者の意思を尊重し、また、福祉関係者の意見も聞きな

がら、より良い解決方法を柔軟に検討してくれる方ばかりであり、法的な

知識に不足を感じたり、対応に不安を感じたりしたことはなかった。 

・ 若手弁護士は、気軽に相談に乗ってくれたり、遠くに住んでいる支援対象

者のところに一緒に行ってくれたりするので、相談しやすく、福祉関係者

からも、「話しやすい」、「壁が低い」、「一生懸命である」などの声が上が

っている。 

・ 「質が高い弁護士」とは、一定の法律の知識があることに加え、問題分析

能力やコミュニケーション能力などを備えた方なのではないかと思うが、

これまで関与してきた弁護士は、いずれもそうした能力を備えていると感

じる方ばかりであり、十分な活動をしてくれている。 

⑤対馬市 ・ 「法曹の質が低下している」と感じたことはなく、これまで弁護士の対応に

不満を感じたことはない。 

・ 特に法テラス対馬所属の弁護士は、福祉分野の特性についてよく理解し

ており、福祉関係者ともよくコミュニケーションを取ってくれるので、とても

相談がしやすい。支援対象者の自宅等にも積極的に足を運び、支援対

象者に寄り添った対応をしてくれており、その活動に大変満足している。

権利擁護センターの新設や運営にも非常に熱心に取り組んでおり、大変

感謝している。 

・ 上記弁護士の職務経験は、まだ数年であると聞いているが、他の弁護士

と比べても、その能力の面で劣る点があると感じたことはなく、むしろ、福

祉への理解の深さや人権感覚、行動力や交渉力といった点においては、

これまでに関わった他の弁護士よりも優れているのではないかとすら感

じる。  
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⑥せたな町 ・ 平成 29 年以降に法テラス八雲に順次赴任してきた２名の弁護士の活動

には大変助けられてきた。彼らのきめ細やかな対応によって、より適切な

支援ができるようになった。 

・ 「法曹の質が低下している」と感じたことはない。平成 24 年から現在まで

の９年間に関係した弁護士は、いずれも良い活動をしてくれたと感じてい

るし、特に平成 29 年以降に法テラス八雲に赴任した２名の弁護士は、い

ずれも若く、弁護士としての経験も長くはなかったが、個別の案件にとど

まらず、体制作りも含めて、高齢者福祉の分野に積極的に取り組んでく

れるなど、それ以前の弁護士と比較しても、とにかく熱心に活動してくれ

ており、当町にとって、なくてはならない存在である。 

 

(5) 今後の課題 

高齢者福祉等の分野における弁護士との連携につき、今後の課題について聴

取した結果の概要は、【図表５－６】のとおりである。いずれの地域からも、弁

護士との連携関係の維持・拡大を求める声があった。 

【図表５－６】今後の課題  

地域 今後の課題の概要 

①新宿区 ・ 高齢者福祉に限って言えば、法曹と十分連携が取れており、特に課題と

感じていることはない。 

・ 高齢者福祉以外の分野において、このような連携が定着しているかは把

握していないが、連携がない場合には、その構築を進めることが課題と

言えるのではないか。 

②那珂川市 ・ 「なかがわリーガルエイドプログラム」は、福祉事務所内に設置された相

談所で法律相談を行うものであるため、足の悪い高齢の方など、相談所

まで自力で来ることのできない方には利用してもらうことができない。そう

した方々に対する法的支援をどうするかということが、今後一番の課題で

ある。 

③松江市 ・ 福祉関係者の更なるスキルアップが必要だと感じている。弁護士との連

携も含めた支援を充実させるためには、支援対象者に普段から接してい

る福祉関係者において、弁護士につなぐ必要性を敏感に感じ取る必要が

あるが、この点については、まだ十分とまでは言えない。 

④下呂市 ・ 下呂市の大きな問題は、弁護士が地域に常駐していないことであり、より

連携を強化していくためには、弁護士が常駐する環境を作っていくことが

必要であると感じている。また、下呂市には、成年後見に関する中核機

関がないため、その設置についても検討していく必要がある。 

・ 福祉関係者側の課題として、更なる研さんが必要であると感じている。 

⑤対馬市 ・ 法テラスの常勤弁護士は数年おきに人事異動で変わることから、今後も

福祉分野の特性を理解し、積極的にこの分野に参画してくれる弁護士が

配属されることを期待している。 
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⑥せたな町 ・ 法テラスの常勤弁護士は、数年おきに交代となることから、そうした人材

の交代にかかわらず、現在のような協力関係を恒常的に維持し、高齢者

福祉の充実を図っていくことができるかどうかが、将来の課題となると考

えている。 

 

３ 調査結果の分析 

６つの地域の福祉関係者にヒアリングを行った結果、高齢者福祉等の分野にお

ける問題点として、①法的に解決しなければならない問題が潜んでいるケースが

少なくないにもかかわらず、支援対象者はもとより福祉関係者においても、そう

した問題を早期に発見することが難しく、②仮にそうした問題の存在を疑ったと

しても、弁護士に相談すること自体に、物理的・心理的な難しさがあることが分

かった。 

こうしたことから、高齢者福祉等の分野においては、何よりもまず、弁護士自

らが福祉関係者や支援対象者に積極的にアプローチし、同人らが気軽に法的助言

や法的支援を求めることのできる環境を整備していくことが必要であると思わ

れる。また、弁護士は、福祉関係者とは異なる視点から支援対象者の生活状況等

を見直して、そこに隠れている法的な問題を洗い出すとともに、支援対象者やそ

の関係者から積極的に話を聞き、また福祉関係者とも相談しながら、支援対象者

が納得して受け入れることのできる、より適切な解決策を柔軟に提案していくこ

とも必要であると思われる。 

そのため、このような高齢者福祉等の分野では、あらゆる問題に対応すること

のできる幅広い法律知識に加え、隠れた問題を発見し、解決する力（事案分析能

力、課題発見能力等）や、必要な情報を集め、事案に即した柔軟かつ的確な解決

策を導き出す力（調査能力、行動力、柔軟な思考力等）、支援対象者に寄り添い、

その意思を尊重しつつ、必要な支援を受け入れさせる力（コミュニケーション能

力、説得力、福祉分野に関する理解力等）、チームを引っ張っていくリーダーシッ

プ等を持った弁護士が求められているものと思われる（【図表５－３】、【図表５－

４】参照）。 

今回ヒアリングを実施した６つの地域の福祉関係者は、【図表５－２】のとおり、

いずれも司法修習期 66 期以降の弁護士を含めた複数の弁護士と連携した経験を

有していたところ、これまでに関わった弁護士の活動については、若手の弁護士

によるものも含め、「満足している」と述べており、高く評価していた。 

また、特に若手の弁護士について、「若い弁護士は、気軽に相談に乗ってくれる

方が多く、アフターフォローとして、支援対象者のその後の状況などについても

気にかけ、頻繁に連絡をくれる方もいて、非常に助かっている」（那珂川市。資料

３－２）、「（有志で行っている福祉の）勉強会には、島根県弁護士会の若い弁護士

たちが必ず参加されており、福祉に対する理解を深めようという姿勢が伝わって



 

88 

くるので、とても心強い」（松江市。資料３－３）、「若手弁護士は、気軽に相談に

乗ってくれたり、遠くに住んでいる支援対象者のところに一緒に行ってくれたり

するので、相談しやすく、福祉関係者からも「話しやすい」、「壁が低い」、「一生

懸命である」などの声があがっている」（下呂市。資料３－４）、「（法テラス対馬

の常勤弁護士１名〔67期〕について）福祉への理解の深さや人権感覚、行動力や

交渉力といった点においては、我々がこれまでに関わった他の弁護士よりも優れ

ているのではないかとすら感じる」（対馬市。資料３－５）、「（法テラス八雲の常

勤弁護士２名〔68 期と 71 期〕について）いずれも若く、弁護士としての経験も

長くはなかったが、個別の案件にとどまらず、体制作りも含めて、高齢者福祉の

分野に積極的に取り組んでくれるなど、それ以前の弁護士と比較しても、とにか

く熱心に活動してくれており、当町にとって、なくてはならない存在であると考

えている」（せたな町。資料３－６）などとして、その活動を高く評価する声もあ

った。 

ヒアリングを実施した地域においては、司法修習期 66 期以降の弁護士の少な

くとも23名が高齢者福祉等の分野で活動していると認められるところ（【図表５

－２】参照）、全てのヒアリング対象者が、当該分野で活動する弁護士全般につい

て高い評価をしており、弁護士としての経験年数にかかわらず、その活動に満足

していると述べていることや、対馬市やせたな町のように、司法修習期66期以降

の弁護士の活動について、特に高く評価している地域があったことからすれば、

司法修習期 66 期以降の弁護士も含め、その活動に対する福祉関係者の評価は総

じて高いものと言うことができる。 

以上のとおり、高齢者福祉等の分野に関する本調査では、司法修習期66期以降

の弁護士によるものも含め、その活動が当該分野の関係者から高く評価されてい

ることが明らかとなった一方で、「法曹の質の低下」を肯定するに足りる事情は認

められなかった。  
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資料３－１ 

 

ヒアリング調査の結果（東京都新宿区） 

 

実 施 日：令和３年 10 月 22 日 

対象機関：東京都新宿区福祉部高齢者支援課 

実施方法：ウェブ会議システムによる面談 

 

(1) 弁護士と連携して実施している取組の概要 

新宿区は、平成 26 年１月に、日本司法支援センター東京地方事務所（以下

「法テラス東京」という。）との間で、地域包括ケアや高齢者の権利擁護に関

する業務について、その協働連携のための協定（以下「連携協定」という。）

を締結し、現在までの間、法テラス東京の常勤弁護士（以下、単に「常勤弁

護士」という。）と協働して高齢者への支援を行っている3839。 

この連携協定は、主として、①常勤弁護士が、新宿区内に 11 か所ある高齢

者総合相談センター40を定期的に訪問し、同所の職員や利用者からの相談を

受ける、②常勤弁護士が、支援担当者と一緒に、個々の支援先（支援対象者

の自宅や入所先施設など）を訪問し、支援対象者の相談に応じる、③常勤弁

護士が、「地域ケア会議」41に出席し、法的側面からアドバイスを行うなどを

内容とするものである42。 

新宿区には、一人暮らしの高齢者が多く、さらにそれが増加傾向にあると

いう特徴がある。一人暮らしの高齢者は、家族等から援助を受けられないこ

とが多い上に、家族関係や金銭などに関する複数の法的問題を抱えているこ

とが少なくない。しかし、自分の抱える問題が法的な解決を要するものであ

ると正しく認識できていないことが多いため、自ら弁護士等の法律専門家に

相談し、その力を借りようという考えを持つことは簡単ではないし、我々福

祉関係者において、適切な法的助言をすることも難しい。もちろん、連携協

定を締結する以前も、福祉の担当者が、新宿区の法律相談等を利用して高齢

                         

38 法テラス東京の司法修習期 57 期、同 60 期及び同 69 期の３名の常勤弁護士が、連携協定に

基づく業務を行っている（令和３年 10 月末現在。法テラス東京から聴取。）。 

39 平成 25 年９月から約３か月の試行期間を経て、平成 26 年１月に正式に連携協定を締結し

た。 

40 介護保険法における地域包括支援センターに該当する。 

41 「地域ケア会議」とは、福祉関係者や民生委員が個々の支援対象者のケースについて課題を

共有するとともに適切な対処方針について検討を行うものである。 

42 連携協定に基づく相談件数は、近年は年間総件数が 400 件を超えている。 
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者と弁護士をつなぎ、法的問題に対応したケースはあったが、法律の専門家

ではない福祉の担当者において、早期の段階で、弁護士介入の必要性を判断

することは難しいため、法的な対応が必要な問題が大きくなり顕在化してか

らでないと、弁護士につながらないことが多く、その点が課題となっていた。 

そのような状況の中、平成 25 年の夏頃に、法テラス東京の常勤弁護士か

ら、同じ問題意識を伝えられ、連携協定の話をいただいた。弁護士との連携

を強化することにより、個々のケースにおける法的問題の早期発見や、それ

に対する適切な介入等が可能となり、高齢者に対して、より適切な支援を行

うことができるようになると考えたことから、連携協定を締結することとし

たのである。 

 

(2) 弁護士との連携がもたらした効果等 

連携協定の締結によって、職員が、日常業務の中で弁護士に相談しやすい

環境を構築することができた。連携協定を締結する前は、弁護士への相談は

敷居が高いと感じていたため、個別のケースについて法的問題があるのでは

ないかと考えた場合であっても、「弁護士に相談するまでの事案なのか」、「弁

護士に相談すべき事案なのか」などと迷うことが少なくなかった。しかし、

連携協定を締結し、継続的な連携関係を構築することができたことにより、

気軽に常勤弁護士に相談することができるようになった。 

また、高齢者総合相談センターや自宅において、常勤弁護士に相談するこ

とができるという環境が整ったことにより、支援対象者である高齢者におい

ても、気軽に法的助言を受けられるようになった。 

さらに、常勤弁護士が福祉関係者と一緒に高齢者方等を訪問して生活状況

を直接把握してくれるようになったことにより、福祉関係者だけでは気付き

にくい法的問題の早期発見につながり、問題が大きくならないうちに解決が

できるようになった。 

このように、連携協定を締結したことで得られた効果はいくつかあるが、

その中でも一番の効果は、福祉分野の問題と法的分野の問題の双方について、

同時かつ迅速に解決できるようになったことである。常勤弁護士と連携する

ことにより、我々福祉関係者は、福祉に関する分野の対応に専念できるよう

になり、高齢者に対してより適切な支援が提供できるようになったと感じて

いる43。  

                         

43  例えば、ヘルパーが支援対象者方で介護保険サービスの家事支援を行っていた際に、使用

していた家電が故障したことがあった。支援対象者は、後日になっていきなり、ヘルパーが

上記家電を壊したと主張するようになり、同人の関係者からも、ヘルパーが加入している保
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(3) 福祉分野において求められる法曹の資質・能力等 

 福祉関係の業務において最も重要なことは、支援対象者にとって適切な支

援を行うことである。そのためには、支援対象者の生活環境等を正しく把握

し、同人が真に必要としている支援の内容を見極める必要がある。 

 例えば、実際のケースとして、子が抱える金銭トラブルを解決するために、

支援対象者が自己の資産を用いた結果、本人まで金銭トラブルを負うことに

なったという事案があった。このような事案では、支援対象者本人の金銭ト

ラブルを解決しただけでは支援として十分ではない。同人の子が同じような

金銭トラブルを起こさないようにしなければ、いずれまた同様の問題が発生

し得るからである。そのため、このような事案においては、支援対象者の抱

える問題だけではなく、同人の子に対しても何らかの措置を講じる必要があ

り、それが支援対象者にとって真に必要な支援であると考えられる。 

このように、福祉分野においては、一筋縄ではいかない問題が少なくない。

そのため、事案を丁寧に分析してその本質を捉えるとともに、隠れた課題を

見抜く力を持って、我々福祉関係者とともに支援に当たっていただける法曹

が必要である。 

 また、福祉分野に関わる法曹は、一定の法的知識を持っていることはもち

ろんであるが、それだけではなく、高齢者福祉の趣旨を十分に理解し、関係

者や支援対象者の目線に立って、より適切な対応方針を導き出せることが必

要であろう。そのような意味で、柔軟な思考力も重要であると思われる。 

さらに、自ら弁護士事務所を訪問することが難しい高齢者に対する福祉に

おいては、法曹自らが福祉担当者と一緒に支援対象者方に赴き、同人の具体

的な生活状況等を踏まえた上で、必要な判断をするといった行動力や、支援

対象者の話を根気よく聞き、真に必要な支援の内容を探る調査能力、また、

その前提となるコミュニケーション能力なども必要であると考える。これは

個人的な感想になるかもしれないが、例えば、行動力という点では、若手の

方がより福祉分野における適性が高いかもしれない。 

 これに加え、福祉分野では、いまだに法曹との連携が十分でないところが

少なくない。そのため、新宿区における連携協定締結のように、新しい仕組

み作りを担える力を持った人材であることがより望ましいと考えられる。 

  

                         

険等を使って弁償できないかなどと言われるようになった。このような事案に遭遇したとき、

我々福祉関係者だけでは、自信を持って、適切な対応方針を判断することは難しいが、一方

で直ちに弁護士に相談すべき事案なのかについても迷うものである。しかし、連携協定を締

結したおかげで、すぐに弁護士に相談することができたことから、自信を持って対処するこ

とができ、また、このトラブルに煩わされることなく、本来業務に専念することができた。 
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(4) 福祉分野において活動する弁護士に対する評価 

新宿区の高齢者福祉の分野では、現在、３名の常勤弁護士が連携協定に基

づいて、私たちと一緒に業務を行っている。この中には、弁護士としての経

験年数が数年にとどまる若い常勤弁護士もいるが、その法的知識に不安を感

じたり、経験の少なさに対する不満を感じたりしたことはない。我々は、こ

れまで、ベテランと呼べるような経験年数が多い弁護士とも仕事をしたこと

があるが、彼らと比較しても遜色はないと感じている。 

上記３名の常勤弁護士は、いずれも福祉分野に必要なことを理解しており、

積極的に支援対象者の自宅や入所施設に同行してくれる上、支援対象者の話

にも熱心に耳を傾け、どのような支援を必要としているのか、また真に必要

な支援は何なのかということを真剣に考えて業務を行っていると感じてい

る。もちろん、弁護士としての経験年数から来る判断の違いや知識量の違い

はあると思うが、プロとしての経験年数が違う以上、それは当然のことであ

ると考えている。 

上記３名の常勤弁護士については、個々の弁護士間に、そうした違いがあ

るにしても、少なくとも福祉行政を行う上で問題が生じているということは

ない。いずれも大変ありがたい存在であり、不満はない。 

 

(5) 今後の課題 

 新宿区においては、高齢者福祉に限って言えば、法曹と十分に連携が取れ

ているため、特に課題と感じていることはない。 

 高齢者福祉以外の分野において、このような連携が定着しているのかにつ

いては把握していないが、連携がない場合には、その構築を進めることが新

宿区における課題と言えるのではないかと思われる。 
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資料３－２ 

 

ヒアリング調査の結果（福岡県那珂川市） 

 

実 施 日：令和３年 10 月 26 日 

対象機関：那珂川市健康福祉部福祉課 

実施方法：ウェブ会議システムによる面談 

 

(1) 弁護士と連携して実施している取組の概要 

那珂川市では、令和元年 10 月から「なかがわリーガルエイドプログラム」

と称し、福岡県弁護士会及び日本司法支援センター福岡地方事務所（以下「法

テラス福岡」という。）と連携して、生活保護受給者など生活に困窮している

人を対象とした巡回法律相談を定期的に実施する取組を行っている4445。生活

に困窮している人たちにとって、弁護士は身近な存在ではない上、自分の抱

える問題を整理して話すことが難しいことなどもあって、法律相談を受ける

ことをちゅうちょする人は少なくない。そこで、このプログラムでは、相談

者（支援対象者）だけではなく、同人を普段から支援している福祉関係者（生

活相談窓口の職員やケースワーカーなど）が一緒に、福祉事務所内の相談所

で、弁護士の法律相談を受けることを原則としている。顔見知りの福祉関係

者が同席することで、支援対象者の法律相談に対する苦手意識が緩和される

だけでなく、福祉関係者において、支援対象者の悩みを代弁したり、問題解

決のために必要な情報や資料を提供したりすることができるので、効率よく

法律相談を行うことができる。 

この「なかがわリーガルエイドプログラム」が始まったきっかけは、福岡

県弁護士会からの呼び掛けである。この取組が始まる以前は、弁護士の介入

が必要と思われる問題があったとしても、福祉関係者においてできることは、

弁護士会の無料法律相談や法テラス福岡の窓口を案内することだけであり、

それ以上に深く介入することは困難であった。そのため、支援活動の中で、

債務整理や離婚の問題など、法的解決が必要な問題があることを把握しても、

弁護士に相談してみるよう助言した後は、支援対象者本人の行動に委ねるほ

                         

44 「なかがわリーガルエイドプログラム」は、令和元年 10 月から約２年半の試行期間を経た

上で、令和３年５月に、那珂川市、福岡県弁護士会及び法テラス福岡との間で、「なかがわリ

ーガルエイドプログラムに関する協定書」を締結し、本格実施に移行している。 

45 このプログラムに関与している福岡県弁護士会の弁護士は、司法修習期 19 期から同 72 期ま

での 15 名であり、うち同 60 期から 65 期の弁護士は６名、同 66 期以降の弁護士は５名であ

る（令和３年 10 月末現在。法テラス福岡から聴取。）。 
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かなかった。そうした状況を非常に歯がゆく思い、法的解決が必要な部分も

含めて、もっとスピーディに手厚い支援ができないものかと悩んでいたとこ

ろに、福岡県弁護士会から連携の申出をいただいたので、この取組を開始し

たのである。 

「なかがわリーガルエイドプログラム」の現在の主な利用者は、生活保護

受給者であるが、生活に困窮している子育て世代や高齢の方、障がいを持っ

ている方など、弁護士による支援を必要としている人は、ほかにもたくさん

存在する。そうした人たちにも、このプログラムによる支援が広く行き届く

ようにすることが今後の課題であり、もっと多くの福祉関係者にこの取組を

周知していく必要があると感じている。 

 

(2) 弁護士との連携がもたらした効果等 

「なかがわリーガルエイドプログラム」を開始する以前は、福祉関係者の

勧めに従って、支援対象者が法律相談を受けたとしても、相談結果やその後

の経過などを福祉関係者が的確に把握することは難しかった。紹介先の窓口

に問い合わせても、個人情報の関係で教えてもらうことはできず、相談結果

やその後の経過を知るためには、支援対象者本人から聞き出すしかなかった。 

しかし、「なかがわリーガルエイドプログラム」が始まり、福祉関係者と弁

護士とが支援対象者の情報を共有することが可能になったことで、例えば、

債務整理により戻ってくるお金を全体の支援の中でどのように位置付ける

のがよいのかなど、法的な解決方法だけでなく、支援対象者に対する支援の

在り方全般についても、弁護士と相談できるようになった。 

このプログラムが始まる以前は、「弁護士は法的な問題についてのみ、専門

的見地からの見解を述べる人」という印象があり、話しにくいと感じていた

福祉関係者が多かったのではないかと思うが、このプログラムを通じて、弁

護士との距離が非常に近くなり、その印象は大きく変わった。ケースワーカ

ーが自分の担当するケースへの関わり方などについて弁護士に相談するこ

とも増えており、より早い段階から法的解決を要する部分も含めた支援の方

向性を検討することができるようになってきたと感じている。 

そして、これまで福祉関係者において介入することができなかった法的問

題も含めた支援が可能となったことにより、支援対象者の抱える問題を根本

的に解決し、より適切な支援を行うことができるようになったと思う。 

 

(3) 福祉分野において求められる法曹の資質・能力等 

私たち福祉関係者の業務は、対人援助のサービスであり、支援対象者の状

況に合わせて、その人に必要な支援を提供していかなくてはならない。その



 

95 

ためには、支援対象者の生活状況等を正確に把握するだけでは足りず、支援

対象者の気持ちにも寄り添いながら、様々な支援方法を検討し、彼らにとっ

て一番良い方法を探りながら、根気強く支援を続けていかなければならない。 

また、支援対象者は多くの問題を抱えていることが多い。例えば、債務整

理など、一つの問題が解決されれば、その人の生活が直ちに向上するという

ものではなく、家族の問題や病気といった他の問題についても併せて支援を

していかなければならないことが多い。そのため、ケースワーカーや市役所

の職員、病院、弁護士など各分野の専門家が、自分の専門のみならず、他の

分野における進捗も含めた総合的な観点から支援対象者の問題を考え、一つ

のチームとして連携して支援に当たる必要がある。 

福祉分野において活動する弁護士には、法律的な知識だけでなく、上記の

ような福祉分野が扱うケースの特殊性や福祉関係者の業務に関する理解力

がなによりも必要であるし、支援チームを引っ張っていくリーダーシップや

協調性も欠かせない。 

また、支援対象者にとってより良い支援を行うためには、支援対象者から

詳細な事実関係や本音などを聞き出すとともに、関係者ともよく相談し、多

角的な観点から問題を捉えて支援策を検討し、それを支援対象者に受け入れ

てもらう必要がある。そのため、コミュニケーション能力の高さや事案を的

確に分析する能力、支援対象者が受け入れやすい支援方法を検討する柔軟性

も重要であると思われる。 

 

(4) 福祉分野において活動する弁護士に対する評価 

「なかがわリーガルエイドプログラム」には、福岡県弁護士会所属の弁護

士が 15 名ほど関与していると聞いている。個々の弁護士の詳細な経験年数

等は知らないが、ベテランの弁護士から弁護士資格を得て間もない弁護士ま

で、様々な弁護士が協力してくれている。 

「なかがわリーガルエイドプログラム」の巡回法律相談に関与している弁

護士は、皆、支援対象者や私たち福祉関係者が相談しやすいような雰囲気を

作ってくれたり、法律の内容などを非常にわかりやすく説明してくれたりす

るなど、丁寧にコミュニケーションを取ってくれる方が多い。また、緊張し

て法律相談に来た支援対象者に、「今までこれでよく頑張ってきましたね。」

などと優しく労いの声をかけてくれるなど、支援対象者の気持ちに寄り添い、

心理的にも支えようとしてくれたり、解決に向けた複数の選択肢を提示して

支援対象者の希望を丁寧に聞いてくれたりする方も多く、とても相談しやす

いと感じている。法律相談を経て事件を受任した後も、担当のケースワーカ

ーに直接進捗状況を教えてくれたり、今後の進め方について意見を求めてく
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れたりする方もおり、福祉関係者との連携を大切にしてくれていると感じて

いる。 

弁護士と連携するようになってから、私自身が関与したケースは 50 件く

らいあり、少なくとも 10 人くらいの弁護士と一緒に仕事をしてきた。その

中には、年齢の若い方や弁護士としての経験がまだそれほど長くない方もい

たが、法的な知識が足りないと感じたり、対応が不十分だと感じたりしたこ

とは一度もない。法律相談の場で直ちに答えをもらえないことがあっても、

すぐに調べて連絡してくれるので、これまで特に不都合を感じたことはなか

った。むしろ、若い弁護士は、気軽に相談に乗ってくれる方が多く、アフタ

ーフォローとして、支援対象者のその後の状況などについても気に掛け、頻

繁に私たちに連絡をくれる方もいて、非常に助かっている。 

法律家を目指す人の人数が減ったことにより、法曹の質が下がっているの

ではないかという声があると聞いたが、少なくとも私が関わった弁護士につ

いては、弁護士になって間もない方も含め、「質が低い」と感じたことはない。

私が考える「福祉分野において弁護士に求められる資質や能力」は、前記(3)

で述べたとおりであるが、「なかがわリーガルエイドプログラム」に関与され

ている弁護士は、いずれもそうした資質や能力を備えていると感じるし、彼

らの対応には大変満足している。 

 

(5) 今後の課題 

「なかがわリーガルエイドプログラム」は、福祉事務所内に設置された相

談所で法律相談を行うものである。そのため、足の悪い高齢の方や引きこも

り傾向がある方など、法律相談に自ら出向くことができない方には、このプ

ログラムを利用してもらうことができない。そうした方々に対する法的支援

をどうするかということが、今後の一番の課題である。このプログラムの中

で出張相談などを行うことができるようになれば、より広く充実した支援を

行うことができるのではないかと考えている。  
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資料３－３ 

 

ヒアリング調査の結果（島根県松江市） 

 

実 施 日：令和３年 10 月 29 日 

対象機関：松江市生活支援課、同市社会福祉協議会 

実施方法：ウェブ会議システムによる面談 

 

(1) 弁護士と連携して実施している取組の概要 

松江市では、平成 27 年４月から、日本司法支援センター島根地方事務所

（以下「法テラス島根」という。）と共同で「助っ人弁護士制度」という取組

を実施している。これは、法テラス島根の常勤弁護士が松江市社会福祉協議

会において、福祉機関の職員等が抱える案件に関する相談を受け、法的対応

の要否などについて判断するというものであり、この相談の結果、法律相談

が必要と判断された案件については、島根県弁護士会所属の弁護士による法

律相談が行われる4647。 

この制度の特徴は、法テラス島根の常勤弁護士が定期的に松江市社会福祉

協議会で、職員等の話を直接聞くという点にあり、松江市社会福祉協議会の

職員のほか、ケアマネージャーなど福祉関係者なら誰でも利用することがで

きる。この制度を開始する以前は、松江市社会福祉協議会が年に数回開催す

る権利擁護推進委員会や権利擁護困難事例検討会に弁護士を呼び、助言をも

らうなどしていたが、福祉関係者が自分の担当する個別の案件を気軽に相談

できる状況にはなかった。この「助っ人弁護士制度」は、限られた時間では

あるが、弁護士が福祉関係者と同じ場所（社会福祉協議会）に席を並べて福

祉関係者の話を聞き、法的な対応が必要な案件とそうでない案件とを振り分

け、福祉関係者に対応の指針を示すというものであり、福祉関係者にとって

は、弁護士とのつながりを持ちやすく、気軽に相談しやすいという利点があ

                         

46 島根県弁護士会から提供された名簿には、司法修習期 21 期から同 69 期までの弁護士 26 名

が登録されており、うち同 60 期から 65 期の弁護士は 13 名、同 66 期以降の弁護士は３名で

ある。なお、法テラス島根には、現在１名の常勤弁護士（69 期）がおり、同弁護士もこの名

簿に登録されている（令和３年 10 月末現在。法テラス島根から聴取。）。 

47 助っ人弁護士制度を利用した情報提供及び法律相談（いずれも電話による相談を含む）の延

べ件数は、平成 27 年度は 368 件、平成 28 年度は 209 件、平成 29 年度は 324 件、平成 30 年

度は 213 件、令和２年度は 65 件であった（なお、令和元年度はコロナ禍の影響もあり、件数

を正確に把握することができなかった。法テラス島根から聴取。）。 
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る48。 

また、法律相談が必要だと判断された案件については、松江市社会福祉協

議会内の相談場所で、福祉関係者と支援対象者とが一緒に弁護士の法律相談

を受けることができる。福祉関係者が同席することにより、支援対象者の心

理的なプレッシャーを軽減することができる上、法律相談の際に必要な資料

（例えば、契約書やレシートなど）をあらかじめ準備していくこともできる

ので、効率よく相談を受けることができる。 

松江市では、このほか、福祉関係者と弁護士との連携をより進めていくた

めに、松江市社会福祉協議会が行っている取組にも弁護士に関与してもらう

ようにしている。例えば、松江市社会福祉協議会では、松江市セーフティネ

ット会議49、重層的支援会議50、支援調整会議51、権利擁護事業運営委員会52な

どを通じて、支援対象者に対する支援の在り方を検討しているが、こうした

会議にも委員や助言者として弁護士に参加してもらうようにしている。 

さらに、市民向けのサービスとして、５年ほど前から、地域包括支援セン

ターの相談員と弁護士が２人一組になって市民からの相談を受ける「なんで

も相談」という取組も行っている。これは、困ったことがあれば何でも相談

してもらい、市民の困りごとを解決しようというものであり、他県が行って

いる取組を参考に始めたものである。これまでの相談内容を見ると、圧倒的

に相続に関する相談が多いが、福祉関係者が同席していることが、法律相談

をすることに対する市民の心理的なハードルを下げているのかもしれない。 

  

(2) 弁護士との連携がもたらした効果等 

平成 27 年に「助っ人弁護士制度」が始まる以前は、福祉関係者にとって、

弁護士事務所の敷居は非常に高く、そもそも職員が自分の担当する個別の事

案について、弁護士に直接相談することはなかった。しかし、この制度が始

                         

48 法テラス島根の常勤弁護士による情報提供は、隔週水曜日の午前中に松江市社会福祉協議会

で行われている。 

49 松江市セーフティネット会議とは、全ての市民が住み慣れた地域で安心して生活ができる社

会の実現に向け、生活課題の解決に関係機関が連携し包括的に対応できるよう協議・検討を

行うものである。 

50 重層的支援会議とは、重層的支援体制整備事業の中で、支援関係機関等からつながれた、複

雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために、支援関係者での情報交換や必

要な支援体制に関する検討を行うものである。 

51 支援調整会議とは、生活困窮者自立支援事業における、支援対象者の支援プランの検討・評

価を行うものである。 

52 権利擁護事業運営委員会とは、松江市社会福祉協議会が運営する権利擁護に関する事業(法

人後見、高齢者あんしんサポート事業等)について検証・検討を行うものである。 
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まって、私たちのホーム（社会福祉協議会）に弁護士が来てくれるようにな

ったことで、弁護士との距離が近くなり、弁護士に相談することに対する職

員の心理的なハードルが低くなったように思う。その結果、「助っ人弁護士制

度」で来てくれる法テラス島根の常勤弁護士だけでなく、それ以外の島根県

弁護士会の弁護士にも相談しやすくなったと感じる。 

松江市では、「助っ人弁護士制度」が始まった平成 27 年に、生活困窮者自

立支援制度を立ち上げたのだが、「もし助っ人弁護士制度が始まっていなか

ったら・・」と思うと大変おそろしい気持ちになる。生活困窮者自立支援制

度の立ち上げと同時に、成年後見や離婚、債務整理などの問題が絡んだ案件

に関する問合せが数多く寄せられたが、弁護士の助言がなければ、全ての案

件について迅速に対応することはとても難しかった。助っ人弁護士制度があ

ったからこそ、生活困窮者自立支援制度に寄せられた相談内容について、法

的解決の可否及び要否を迅速に検討することができ、必要な法律相談につな

げることができたし、そうした経験をすることで、私たち職員の検討スキル

も徐々に上がっていったと感じている。 

弁護士と連携することの効果として最も大きなことは、福祉関係者の意識

の変化である。福祉関係者は、福祉サービスの調整（例えば、デイサービス

の回数やヘルパー派遣など）に集中してしまいがちであり、支援対象者の生

活を根本的に向上させるために必ず解決しなければならない法的な問題が

あったとしても、それに気付かないことが多い。例えば、支援対象者の家族

関係がうまくいっているかとか、離婚の問題を抱えていないかとか、借金が

どのくらいあるのかなどについても注意を払い、必要に応じて弁護士に相談

するなど、適切に対応していかなければいけないが、そうした問題の存在に

気付かず、また気付いても、「ああ、大変そうだな・・・」で終わってしまう

のである。そのため、早く弁護士に相談していれば、もっと傷が浅いうちに

解決できた問題も、放置された結果、対処が難しくなってしまう。 

しかし、「助っ人弁護士制度」ができたことにより、福祉機関の職員等が、

担当事案に関する「気付き」について弁護士から助言を得たり、法律相談に

同席したりすることを通じて、具体的な成功体験を重ねてきた結果、自分の

担当するケースに法的な解決を要する問題がないかについても積極的に考

える職員が増えてきたように感じる。また、弁護士にいつでも気軽に相談で

きる、弁護士の後ろ盾があるという安心感からか、職員が自信を持って支援

対象者の支援に当たることができるようになったとも感じる。 

さらに、弁護士との関わりは、福祉関係者のみならず、支援対象者に対す

る教育的な効果も生み出しているように思う。弁護士の力を借りて、自分が

主体的に問題を解決していくのだという意識を持つことは、支援対象者の自
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立にとって非常に大切なことであり、支援対象者の自信にもつながっている

と感じる。 

 

(3) 福祉分野において求められる法曹の資質・能力等 

「福祉分野で活動する弁護士にとって必要な資質や能力は何か」と考えた

とき、真っ先に浮かんだのは、「支援される者の権利を擁護するために働くと

いう強い意識を持っていること」である。当たり前のことであるが、私たち

が支援するのは、意思を持った人である。福祉分野においては、法的に正し

いかどうかだけでなく、支援対象者を一人の個人として尊重し、同人の意思

を尊重しながら問題を解決していかなければならない。そのためには、法律

の知識があることは当然であるが、それ以上に、人権を守ることに対する強

い意識や支援対象者にとってより良い支援策を検討することのできる柔軟

な思考力、そして、何よりも福祉分野に対する強い関心と理解が必要ではな

いかと思われる。 

また、支援対象者は、何か問題を抱えていても自ら声を上げたり、上手に

説明したりすることができない場合が多いだけでなく、そもそも問題に気付

いていない場合もある。そのため、支援対象者や同人を支援する福祉関係者

から必要な情報を引き出すコミュニケーション能力や、問題をアセスメント

する能力、福祉関係者や支援対象者が気付いていない隠れた問題等を見つけ

出す事案分析能力なども重要であると思う。 

福祉分野では、福祉関係者と弁護士とが連携して対応する必要があるが、

先ほども述べたように、福祉関係者の多くは、法的な知識が十分でないため、

対応が必要な問題に気付かず、法的な解決も含めた支援の全体像を捉えるこ

とが難しい場合がある。そのため、福祉分野で活動する弁護士には、是非、

福祉関係者に寄り添っていただき、時には指導し、引っ張っていくリーダー

シップなども求めたい。 

支援対象者は、漠然とした悩みや生きづらさを抱えて生活している。その

悩みや生きづらさの原因は、借金問題だったり家族関係だったりと様々であ

るが、支援対象者との適切な援助関係や信頼関係を構築できなければ、その

本質を正しく理解することは難しい。そのため、私たち福祉関係者は、支援

対象者との適切な援助関係や信頼関係を何よりも大切にしている。福祉分野

で活動する弁護士には、支援対象者や福祉関係者と粘り強く向き合い、支援

対象者が抱える漠然とした悩みや生きづらさを法的観点から整理して、私た

ち福祉関係者にフィードバックしていただくことが必要であり、それを積み

重ねていく過程で、福祉関係者や支援対象者との援助関係や信頼関係を築い

ていくことができる弁護士こそが、福祉分野で求められる弁護士像なのでは
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ないかと思う。 

 

(4) 福祉分野で活動する弁護士に対する評価 

私たちは、「助っ人弁護士制度」などを通じて、法テラス島根の常勤弁護士

や、40 名を超えるそれ以外の島根県弁護士会所属の弁護士と一緒に仕事をし

てきたが、いずれの方も大変よくやってくれており、その活動には大変満足

している。「助っ人弁護士制度」や法律相談で御一緒したのは、20 代から 40

代の弁護士が多かったのではないかと思うが、年齢や弁護士としての経験年

数にかかわらず、適切に対応していただいたと感じているし、いずれも、先

ほど述べた資質や能力を兼ね備えている方たちだと思う。松江市には、社会

福祉協議会の職員や島根大学の教員、病院のソーシャルワーカーなどが世話

人になって企画する「よりそいネット」という有志の勉強会があるが、この

勉強会には、島根県弁護士会の若い弁護士たちが必ず参加されており、福祉

に対する理解を深めようという姿勢が伝わってくるので、とても心強い。 

福祉分野において重要なことは、人をきちんと見て支援することができる

かどうかであり、それによって活動の質は全く変わってくる。「質の高い法

曹」とはどのような法曹かという問いに答えるとすれば、「支援対象者を人と

して尊重し、その人に合った支援をすることができる人」だと思うが、私た

ちがこれまで関わった弁護士は、弁護士としての経験が浅い方も含め、そう

した姿勢を持って支援に当たり、適切な解決策を示してくれた方ばかりであ

った。 

 

(5) 今後の課題 

繰り返しになるが、福祉関係者のスキルアップが必要だと感じている。弁

護士との連携も含めた支援対象者の支援を充実させるためには、支援対象者

に普段から接している福祉関係者において、弁護士につなぐ必要性を敏感に

感じ取る必要があるが、この点については、まだ十分とまでは言えない。松

江市では、上記(1)で述べたとおり、「助っ人弁護士制度」に加えて、弁護士

に色々な会議等に参加してもらい、具体的なケースなどを題材に助言をして

もらうことを通じて、福祉関係者のスキルアップを図っているところである。 

  



 

102 

資料３－４ 

 

ヒアリング調査の結果（岐阜県下呂市） 

 

実 施 日：令和３年 10 月 26 日 

対象機関：下呂市社会福祉課、同市振興事務所 

実施方法：ウェブ会議システムによる面談 

  

(1) 弁護士と連携して実施している取組の概要 

下呂市は、平成 29 年から日本司法支援センター中津川地方事務所（以下

「法テラス中津川」という。）及び岐阜県弁護士会と連携し、「高齢者・障が

い者・生活困窮者のための専門相談」という法律相談を行っている。この法

律相談は、月１回、下呂市内の会議室において、岐阜県弁護士会所属の弁護

士が、高齢の方や障がいを持った方、生活に困窮されている方などから相談

を受けるというものである53。この法律相談は、下呂市の委託により生活困

窮者自立相談支援事業を行う社会福祉協議会「すまいるげろ」が窓口となっ

て申込みを受け付け、基本的には、民事法律扶助（法律相談援助）を利用し

て行うものであるが、援助要件を満たさない案件についても有料で相談を受

けることができる5455。 

下呂市は、最寄りの裁判所まで車で片道１時間、公証役場もなく、常駐す

る弁護士もいないという地域であることから、市民にとっては法律相談に行

くこと自体が身近なものではなく、また、困ったことがあっても、世間体を

気にして一人で抱え込んでしまう人が少なくない。「高齢者・障がい者・生活

困窮者のための専門相談」は、慣れ親しんだ場所で、顔見知りの支援者と一

緒に法律相談を受けられるという環境を整えることで、支援対象者の法律相

談に対する距離感や苦手意識を克服してもらうとともに、支援対象者がその

主訴を整理し、必要な資料を効率的に収集することができるようサポートす

るものである。 

下呂市において、この取組が開始されることになったのは、平成 28 年に

                         

53 「高齢者・障がい者・生活困窮者のための専門相談」に関与している岐阜県弁護士会所属弁

護士は、司法修習期 40 期台から同 70 期台の弁護士 47 名であり、うち同 60 期から 65 期の

弁護士は 22 名、同 66 期以降の弁護士は９名である（令和３年 10 月末現在。法テラス中津川

から聴取。）。 

54 民事法律扶助の要件を満たさない場合は、弁護士の交通費を下呂市が負担している。 

55 「高齢者・障がい者・生活困窮者のための専門相談」の下呂市における実施実績は、平成 29

年度は 10 件、平成 30 年度は 13 件、令和元年度は 11 件、令和２年度は７件（コロナ禍の影

響により中止となった４回分は含まない。）であった。 
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全 10 回行われた福祉関係者向けの連続法律講座を通じて、私たち福祉関係

者が弁護士と連携することの必要性を認識したからである。この連続法律講

座が行われる以前も、福祉関係者を対象とした弁護士の講演を聞くことなど

はあったが、難しくて理解できない話も多く、聞いた内容を自分たちの業務

と結びつけて考えることはなかった。しかし、平成 28 年に行われた連続法

律講座は、講師の弁護士が、高齢者に対する虐待や消費者トラブル、失業な

どの身近な問題をテーマに、それらが支援対象者に対する福祉的な支援とど

のように関係しているのか、どのようにしたら支援対象者の生活を根本的に

改善することができるのかなどについて、法律に詳しくない私たち福祉関係

者にも分かりやすく、丁寧に説明してくれるものであった。この連続法律講

座は、下呂市が企画したものではなく、弁護士からの提案で始まったものだ

ったこともあって、最初は、講座への参加に積極的でない福祉関係者も少な

くなかったが、回数を重ねるにつれ、参加者は増えていき、「下呂市にも弁護

士が必要なのではないか」という思いが強まっていった。その結果、同講座

の開始から僅か１年後に、「高齢者・障がい者・生活困窮者のための専門相談」

を立ち上げることになったのである。 

下呂市では、現在、ケース会議における弁護士の活用にも力を入れている。

ケース会議とは、複雑な事案や対応困難な事案について、ケースワーカーや

担当課職員等が協力して対応方針を検討するものであり、かつては借金があ

るなど、弁護士の関与が明らかに必要と思われる事案についてのみ弁護士の

参加を求めていた。しかし、弁護士がケース会議に参加することで、私たち

福祉関係者だけでは気付かない法的問題の早期発見につながる上に、福祉関

係者の気付きの力を育てる機会にもなることから、債務整理の要否にかかわ

らず、広く弁護士の参加を求めることにしている5657。 

また、このほかにも、一般市民や民生委員、障がい者世帯等を支援する団

体などを対象とした法律講座の企画や、各種イベントでの法律相談ブースの

設置など、あらゆる機会を捉えて弁護士との連携を図っている。 

 

(2) 弁護士との連携がもたらした効果等 

弁護士との連携が始まったことによる最も大きな効果は、福祉関係者の意

識が変わったことである。先ほど「下呂市民にとって弁護士は身近な存在で

                         

56 ケース会議に協力している岐阜県弁護士会所属弁護士は、司法修習期 40 期台から同 60 期台

の弁護士 16 名であり、うち同 66 期台以降は２名である（令和３年 10 月末現在。法テラス中

津川から聴取。）。 

57 令和３年４月から 10 月末までに行われたケース会議は 12 件であり、いずれも司法修習期 60

期以降の弁護士が関与した（下呂市社会福祉課及び法テラス中津川から聴取。）。 
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はない」と言ったが、それは福祉関係者にとっても同じことであり、そもそ

も自分たちが弁護士と連携して仕事をするなど、考えたこともなかった。私

たちにとって弁護士はいわば「雲の上の存在」であり、自分たちの仕事につ

いて相談することができる相手だとは思っていなかったし、また、相談する

必要があるとも思っていなかった。 

しかし、連続法律講座や「高齢者・障がい者・生活困窮者のための専門相

談」、ケース会議などを通じて、自分たちが担当する事案には法的に解決しな

ければならない問題が含まれているかもしれないという意識が福祉関係者

に芽生えてきたように感じる。私たち福祉関係者は、過去の経験に基づき、

「これは前に扱ったケースに似ているので、同じ支援方針でよいだろう」な

どと安易に思い込みがちであるが、弁護士と一緒に検討し、新たな視点を指

摘されるという経験を積んできたことで、これまでにはない気付きが増えて

きたように思う。こうした気付きはまだ十分とはいえないが、包括支援セン

ターの職員が法テラス中津川のホットラインなどを利用して、自分の担当事

案について個別に弁護士等に相談したり、生活困窮者自立支援相談窓口の職

員や生活保護担当者等が出張法律相談を利用したりするなど、福祉関係者が

自ら弁護士にアクセスし、自分の担当事案について積極的に助言を求めるケ

ースも増えている。連続法律講座が始まったとき、講師の弁護士が「弁護士

も福祉の一部」ということを繰り返し言っていたが、「より良い支援のため

に、弁護士の力を活用しよう」という意識が、私たち福祉関係者に広がって

きたように感じる。 

支援対象者に対する支援においても変化があった。私たち福祉関係者だけ

では法的な解決を要する問題を全て見抜くことなどはできず、また、問題に

気付いたとしてもそれを解決する術を知らないが、弁護士がいれば、福祉サ

イドだけでは対処できない法的問題の解決を含めた包括的な支援が可能に

なる。また、支援対象者の中には、自分の生活にどんな問題があるのかをそ

もそも正しく認識できていない人が多く、その問題の本質をつかむことが難

しい場合が少なくないが、福祉関係者がサポートすることで、支援対象者の

主訴が整理されるし、必要な資料を迅速に収集して弁護士に共有することが

できる。このように、福祉関係者と弁護士とが、それぞれの専門性を生かし

て連携することにより、これまでよりも迅速かつ効率的に、従前は放置され

てきた法的問題も支援方針に組み込んだ形での包括的な支援が可能になっ

てきたといえる。 

 

(3) 福祉分野において求められる法曹の資質・能力等 

福祉分野において活動する上で、まず必要となるのは、支援対象者が抱え
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る問題を丁寧に分析し、それを乗り越えるための課題を発見する能力である。

福祉関係の相談に来る方々は、複雑な問題を抱えていることが多い上に、自

分の生活上の問題をきちんと説明できないことが多い。そのため、支援対象

者が述べた事情だけでなく、同人の家族関係や就労状況、病気や債務の有無

など、支援対象者に関する様々な事情を踏まえて、事案を整理・分析し、克

服しなければならない問題を見つけていく能力が求められる。支援対象者の

生活状況等については、普段から支援対象者と接している福祉関係者がよく

認識している部分であるから、福祉関係者としっかりコミュニケーションを

取り、その協力を得ることも必要であろう。 

また、福祉分野には、いつもベストな支援策を選択できるわけではないと

いう難しい問題がある。支援対象者は、自分中心に物事を考えがちであり、

私たちが支援対象者にとってベストな支援策を提案したとしても、それを素

直に受け入れてくれないことも多い。そのため、福祉分野での活動において

は、支援対象者を説得し、適切な解決策を受け入れさせる説得力や交渉力が

必要であるとともに、それがかなわないときには、支援対象者の意向を踏ま

えた別の解決策を提案できる柔軟性も求められるし、支援対象者を投げ出さ

ない忍耐力や優れた人権感覚も必要であろう。 

なお、先ほど、福祉関係者と適切にコミュニケーションを取り、その協力

を得ることが大切だと述べたが、下呂市のように弁護士がいない地域では、

弁護士に心理的な壁を感じている福祉関係者は少なくない。下呂市の場合は、

連続法律講座での話がわかりやすかったことや、弁護士が相談しやすい雰囲

気を作ってくれたこと、こちらの要望に迅速に対応してくれたことなどから、

弁護士に対する福祉関係者の心理的な壁が徐々に下がっていったと感じて

いるが、こうした弁護士のコミュニケーション能力の高さは、連携関係を構

築し、継続する上で非常に重要な能力だと思う。 

 

(4) 福祉分野において活動する弁護士に対する評価 

これまで、連続法律講座や法律相談などを通じて、少なくとも 10 数名の

弁護士と接してきた。その中には、法曹資格を得てから数年足らずの若い弁

護士からベテランの弁護士まで様々な方がいたが、その年齢や弁護士として

の経験の長短で、弁護士としての資質や能力、仕事に対する姿勢、対応内容

などに特段の違いを感じたことはない。いずれの方も、支援対象者の意思を

尊重し、また福祉関係者の意見も聞きながら、より良い解決方法を柔軟に検

討してくれる方ばかりであった。法律の知識の程度などは、私たち福祉関係

者にはよくわからないが、これまで一緒に仕事をしてきた弁護士については、

法的な知識に不足を感じたり、対応に不安を感じたりしたことはなかった。
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特に、若手弁護士は、気軽に相談に乗ってくれたり、遠くに住んでいる支援

対象者のところに一緒に行ってくれたりするので、相談しやすく、福祉関係

者からも、「話しやすい」、「壁が低い」、「一生懸命である」などの声が上がっ

ている。 

「質が高い弁護士とはどのような弁護士か」と聞かれたら、一定の法律の

知識があることに加え、問題を分析することのできる能力やコミュニケーシ

ョン能力など、先ほど述べた能力を兼ね備えた弁護士なのではないかと思う。

これまで関与してきた弁護士は、いずれもそうした能力を備えていると感じ

る方ばかりであり、十分な活動をしてくれていると感じている。これからも

この関係を維持していきたい。 

 

(5) 今後の課題 

下呂市の大きな問題は、弁護士が地域に常駐していないことである。より

連携を強化していくためには、弁護士が下呂市に常駐する環境を作っていく

ことが必要であると感じている。また、下呂市には成年後見に関する中核機

関がない。そのため、その設置についても検討していく必要がある。 

これに加え、私たちの課題として、福祉関係者側の更なる研鑽が必要であ

ると感じている。弁護士と一緒に仕事をする中で、少しずつ知識が増え、理

解が深まってきているとは思うが、もっと知識や理解を伸ばしていかなけれ

ばならない。 
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資料３－５ 

 

ヒアリング調査の結果（長崎県対馬市） 

 

実 施 日：令和３年 11 月５日 

対象機関：対馬市社会福祉協議会 

実施方法：ウェブ会議システムによる面談 

 

(1) 弁護士と連携して実施している取組の概要 

対馬市社会福祉協議会（以下「当協議会」という。）は、令和元年７月１日、

日本司法支援センター長崎地方事務所対馬地域事務所（以下「法テラス対馬」

という。）の常勤弁護士58の協力を得て、高齢者福祉関係業務を担当する部署

である「権利擁護センターつしま」（以下「当センター」という。）を新設し

た。当センターは、支援の対象者となる高齢者等（以下「支援対象者」とい

う。）の生活全般について相談に応じる相談支援業務、当協議会が成年後見

人、保佐人又は補助人（以下、成年後見人、保佐人及び補助人をまとめて「後

見人等」という。）に選任され、後見人等として事務を行う後見人等受任業務、

成年後見制度の普及啓発業務、支援対象者の親族が後見人等に選任されてい

る場合に、その親族の支援を行う後見人支援業務等を担当する部署である。 

対馬市（以下「市」という。）では、近年、市内の高等学校を卒業した者の

うち、９割近くの者が島外で生活することを選ぶなど、高齢化が進んでいる

上、高齢者のみの世帯も増えており、かねてから、成年後見制度の需要は高

かったと考えられる。しかし、当センターが新設される以前は、市を管轄す

る長崎家庭裁判所厳原支部における成年後見制度の申立て等はほとんどな

く59、同制度はほとんど利用されていなかった。その理由としては、市内に法

律事務所を設けている弁護士が２名と少なく、成年後見人の事務に関する研

修等を受講した社会福祉士もそれほど多くなかったことや、法人が成年後見

人に選任される、いわゆる法人後見を行うことができる法人も存在しなかっ

                         

58 権利擁護センターつしまの新設に携わり、その後の業務にも参画している弁護士は、司法修

習期 67 期の弁護士である（法テラス対馬から聴取。）。 

59 対馬市を管轄する長崎家庭裁判所厳原支部における成年後見、保佐又は補助の申立て件数は

以下のとおりである（ヒアリング対象者が同支部から聴取した結果による。）。 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

０件 ０件 ４件 ９件 ８件※１ 23 件※２ 

※１ うち対馬社会福祉協議会が成年後見人、保佐人又は補助人に選任された件数５件 

※２ うち対馬社会福祉協議会が成年後見人、保佐人又は補助人に選任された件数 20 件 
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たことなど、後見人等の事務を行う人材・機関がほとんど存在しない状況で

あったことに加え、市内の福祉関係者においても、成年後見制度を利用した

経験に乏しく、同制度を活用することに対する苦手意識のようなものがあっ

たことなどが考えられる。 

このような状況であったところ、平成 28 年 12 月頃、当協議会の職員が、

法テラス対馬の常勤弁護士に成年後見制度に関する研修の講師を依頼した

ことをきっかけに、当協議会に法人後見の業務などを行う組織を新設すると

いう構想が動き出し、上記弁護士の協力を得て、令和元年７月１日に当セン

ターを新設するに至った。 

当センターの設立は、法テラス対馬の常勤弁護士との連携があったからこ

そ、実現できたといっても過言ではない。例えば、当センターを新設するた

めには、何よりもまず市内の関係者が、成年後見制度や法人後見の有用性を

理解する必要があり、それが最初の関門であった。すると、上記弁護士は、

平成 29 年 10 月に、対馬市内で、長崎県の法テラス地方協議会を開催し、同

協議会の場に、市内の 60 以上の福祉機関の関係者や市の担当者、市内の警

察署職員、裁判所の関係者等を集めてくれた。この協議会では、成年後見制

度や法人後見の有用性について関係者による議論が行なわれ、これが成年後

見制度や法人後見に関する理解の促進につながった。 

また、上記弁護士には、当センターの方針策定を行う設立検討委員会や、

同委員会で策定された方針に基づき実際に設立に向けた準備活動を行う設

立準備委員会の委員として、関係機関との調整などにも協力してもらった。

例えば、当センター新設のための予算要求に際しては、上記弁護士の協力を

得て、市内における成年後見申立てが必要と考えられるケースの件数につい

て調査し、その結果を当センター設立の必要性の根拠として提出したが、法

律専門家の視点が入ったことで、市の担当者に対する説得力が増したことは

間違いない。 

なお、上記各委員会は、当センターが設立された後は、引き続き、当セン

ターの運営方針の策定及びその実施を担う委員会として継続しているとこ

ろ、上記弁護士は、引き続き、両委員会の委員として、当センターの運営に

深く関与してくれている。 

このように、市と法テラス対馬の常勤弁護士は、当センターの設立及び運

営において深く連携しているが、これに加え、普段の福祉関係業務において

も、連携関係を築いている。例えば、私たち福祉関係者が支援対象者の自宅

や入居施設に行く際には、必要に応じて同行してもらい、法的観点から助言

をしてもらうようにしている。 
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(2) 弁護士との連携がもたらした効果等 

弁護士との連携関係が構築されたことにより、我々福祉関係者は、本来の

業務である福祉支援に専念することができるようになった。法的な問題につ

いては、弁護士が全て引き受けてくれるので、余計な問題に時間をとられる

ことが少なくなった。 

また、支援対象者の自宅や入居施設に行く際に、弁護士を同行することで、

より適切な支援ができるようになったのではないかと感じている。弁護士は、

私たちとは異なる観点から支援対象者の話を聞き、その生活状況等を見てく

れるため、私たち福祉関係者だけでは気付きにくい問題も発見できるように

なったからである。 

さらに、弁護士と連携し、当センターを設立した効果としては、市内にお

ける成年後見制度の申立て件数が大きく増えたということがある。平成28年

当時は０件だった申立て件数が、令和２年には 23 件（うち、当協議会が後見

人等に選任されているものが 20 件）にまで増えた60。また、当協議会が福祉

関係者を対象に実施したアンケート結果においても、「成年後見制度の相談

をしたことがあるか」という質問について、「相談したことがある」との回答

割合が、平成 29 年時点では 15％だったところ、現在（令和３年）では 66％

（速報値）と大きく伸びている。さらに、市の精神科医、市の税務課・水道

課といった福祉業務を担当していない部門や金融機関からも、成年後見制度

に関する相談が入るようになっており、市内全体で成年後見制度が浸透して

きていると感じている。 

このような市内の成年後見人制度に対する関心の変化は、当センターの設

立に加え、先ほど述べたような福祉関係者と弁護士との日頃の連携によって、

司法を身近に感じる関係者が増えてきた結果なのではないかと考えている。 

 なお、市での取組を聞いた長崎県壱岐市の福祉担当者が弁護士ともに当

センターの視察に来たほか、雲仙市や五島市、西彼杵郡長与町から当センタ

ーに関する資料の提供を求められた。市での取組は、成年後見人制度の成功

事例として、他の自治体に伝わっているのかもしれない。 

 

(3) 福祉分野において求められる法曹の資質・能力等 

支援対象者は、自分のことを十分に説明できないことが多い。そのため、

私たち福祉関係者は、積極的に支援対象者方宅に行き、支援対象者の話を聞

くとともに、その生活状況等を把握し、真に必要な支援の内容を判断しなけ

ればならない。この点については、福祉分野に関わる法曹についても同じで

                         

60 長崎家庭裁判所厳原支部における、後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判の

申立ての具体的な件数の推移は脚注 58 を参照のこと。 
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ある。事務所に居て、支援対象者が相談に来るのを待つのではなく、自ら積

極的に支援対象者に会いに行って、その話を根気よく聞き、自宅の様子など

からその生活状況をうかがって、同人に対する法的支援の必要性やその具体

的な支援策を判断しなければならない。福祉分野に関わる法曹には、このよ

うな福祉分野の特性を理解し、支援対象者に寄り添って対応する姿勢が求め

られるし、フットワークの良さや、丁寧に話を聞くためのコミュニケーショ

ン能力も必要である。 

また、私は法律の専門家ではないものの、福祉分野で生じる法的問題は、

それほど複雑なものではないことが多いと感じている。そのため、深い法律

の知識よりは、支援対象者に日々発生する日常的な問題を適切に解決できる

幅広い法律知識が必要なのではないかと思われる。 

さらに、当センターの新設に当たり、法テラス対馬の常勤弁護士の協力が

なくてはならないものであったように、成年後見人制度の活用等に向けた新

たな体制を構築する際には、法律の専門家の協力が欠かせない。先ほどお話

ししたとおり、当センターの設立のための予算要求においては、弁護士と協

力して、当センター設立の必要性を具体的に示すことのできるデータを収

集・提出して、市の担当者と交渉したが、弁護士の協力があったことにより、

当センターの必要性について説得力を持って説明することができたし、相手

の納得感も十分に得られたのではないかと感じている。そのため、福祉分野

に関わる法曹には、個別の事案への対応にとどまらず、支援に関する仕組み

作り等にも積極的に関わっていただけるとよいと思うが、そのような場面で

は、関係者を先導することのできる指導力や、枠組みを実際に作り、運用し

ていく行動力などが備わっていることが望ましいのではないかと考える。 

 

(4) 福祉分野において活動する弁護士に対する評価 

「法曹の質が低下していると感じことはあるか」と聞かれたが、そのよう

な印象はない。当協議会においても、これまで何人かの弁護士に個別のケー

ス対応を依頼したことがあり、複数の弁護士を知っているが、その対応に不

満を感じたことはない。特に、これまでお話ししてきた法テラス対馬の常勤

弁護士は、福祉分野の特性についてよく理解しているし、私たち福祉関係者

とよくコミュニケーションを取ってくれるので、とても相談がしやすい。上

記弁護士は、支援対象者の自宅等にも積極的に足を運び、法的支援の必要性

について自ら確認するなど、支援対象者に寄り添った対応をしてくれており、

その活動には大変満足している。 

また、上記弁護士は、当センターの新設や運営にも非常に熱心に取り組ん

でおり、この点においても大変感謝している。上記弁護士の職務経験は、ま
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だ数年であると聞いているが、私が過去に関わった他の弁護士と比べても、

その能力の面で劣る点があると感じたことはない。むしろ、福祉への理解の

深さや人権感覚、行動力や交渉力といった点においては、我々がこれまでに

関わった他の弁護士よりも優れているのではないかとすらと感じる。上記弁

護士は、私たちが抱いていたこれまでの弁護士像とは異なる、いい意味での

新しい弁護士像を見せてくれたと考えている。 

 

(5) 今後の課題 

 現在、法テラス対馬の常勤弁護士とは、良い連携関係を維持することがで

きている。法テラス対馬の常勤弁護士は数年おきに人事異動で変わることか

ら、今後も福祉分野の特性を理解し、積極的にこの分野に参画してくれる弁

護士が配属されることを期待している。 
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資料３－６ 

 

ヒアリング調査の結果（北海道久遠郡せたな町） 

 

実 施 日：令和３年 11 月５日 

対象機関：せたな町保健福祉課、同町保健福祉課地域包括支援センター 

実施方法：ウェブ会議システムによる面談 

 

(1) 弁護士と連携して実施している取組の概要 

せたな町には、常駐する弁護士がいない。しかし、平成 24 年に日本司法支

援センター函館地方事務所八雲地域事務所（以下「法テラス八雲」という。）

が開設され、同所の常勤弁護士が当町にも足を伸ばしてくれるようになった

ことで、司法との連携が少しずつ進んできた。 

当町では、以前から高齢者人口（65 歳以上の人口）の割合が増加しており、

他の地方自治体に比べ、高齢者福祉に対する需要が大きい61。そのため、当町

では、成年後見制度の利用の促進に関する法律の規定に基づき策定した当町

の成年後見制度利用促進基本計画を始めとする各種計画に基づき、高齢者の

権利擁護体制の構築に取り組んできた。しかし、最近まで、成年後見制度の

利用件数は極めて少なく62、我々行政側から町民に同制度の利用を勧めると

いったこともあまり行ってはいなかった。それは、我々において、成年後見

制度を利用する案件を取り扱った経験がほとんどなく、同制度の利用は難し

いものという意識があったことに加え、町民側においても、同制度に対する

正しい知識・理解が不足していることによる誤解があったことなどが原因と

思われる。 

こうした状況に変化を与えたのが、平成 29 年に法テラス八雲に赴任して

きた常勤弁護士であった。同弁護士から成年後見制度における町長申立てを

積極的に利用してはどうかと勧められたことをきっかけに、我々の間に、成

                         

61 令和２年における町人口（7,625 人）に占める高齢者人口の割合は約 46％と高い。 

62 せたな町において把握している成年後見制度の利用件数は以下のとおりである。 

 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和２年 

町長申立件数※1 ０件 ０件 ０件 ２件 ５件 

本人・親族申立支援件数※2 １件 ３件 １件 １件 １件 

※１ 町長申立件数 せたな町長において成年後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判の申

立（以下併せて「後見開始の審判の申立等」という。）を行った件数 

※２ 本人・親族申立支援件数 高齢者本人又はその家族が、後見開始の審判の申立等を行う場合に、せ

たな町において支援を行った件数 
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年後見制度をもっと積極的に活用していこうという考えが生まれ、同制度が

必要かもしれないと思われる事案については、町長申立ての活用も含め、行

政側から、町民にその利用を勧めていこうという方針となった。 

現在は、前記弁護士の後任として法テラス八雲に赴任した常勤弁護士の助

言を受けながら、高齢者等の権利擁護のための地域ネットワーク63において

司令塔としての役割を担う「中核機関」の設置に向け、準備を進めていると

ころである64。 

このほか、当町では、平成 31 年から、法テラス八雲及び法テラス江差地域

事務所の常勤弁護士のほか、司法書士、社会福祉士等の関係者を集めた意見

交換会を開催している。福祉の専門家と法律の専門家が、一緒に個別のケー

スに関する支援方針を検討することなどを通じて、当町における高齢者福祉

に関する情報共有や連携強化を図っている。 

 

(2) 弁護士との連携がもたらした効果等 

弁護士との連携は、個別のケースへの対応にとどまらず、成年後見人制度

における町長申立ての積極的な検討や中核機関の設置等の権利擁護に関す

る仕組みに関するものまで、様々な場面に及んでいる。いずれの場面におい

ても、弁護士との連携は不可欠のものであり、連携を通じて、我々の意識が

変わったと感じている。例えば、平成 24 年に法テラス八雲が開設される前

は、裁判所や弁護士に対し、敷居の高さを感じることがあり、「裁判所が関係

する案件を扱ったり、弁護士に相談したりすることは特別なことだ」という

意識が我々の中にあったように思う。しかし、近隣自治体である八雲町に法

テラスが開設され、同所に常駐する常勤弁護士が当町を訪問するようになっ

たことなど、弁護士に相談しやすい環境が整備された結果、弁護士に対する

敷居の高さは薄れていった。そして、弁護士に気軽に相談できる体制が整っ

た結果、自然と裁判所や他の法律専門職に対する敷居の高さも薄れていき、

管内の家庭裁判所が開催する会議に出席したり、司法書士とも連携したりす

るなど、当町と司法との連携が少しずつ前進していったと感じている。 

 また、弁護士との連携により、我々福祉関係者は、本来の業務である福祉

業務に専念することができるようになった。高齢者が抱える法的問題につい

                         

63 各福祉機関やその関係機関で構成される権利擁護支援のためのネットワークである。 

64 近時の法テラス八雲の常勤弁護士は以下のとおりである（法テラス八雲から聴取。）。 

 平成 29 年１月から令和３年１月        司法修習期 68 期の弁護士１名 

 令和２年１月から現在（令和３年 10 月末現在） 司法修習期 71 期の弁護士１名 
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ては弁護士に任せることができるので、より質の高い福祉サービスを提供で

きるようになったと感じている。 

 

(3) 福祉分野において求められる法曹の資質・能力等 

 高齢者は、自分のことを上手に説明することができず、また、自力で助け

を求めることが難しい場合も多い。高齢者に対する福祉業務を行う上では、

こうした高齢者福祉特有の事情を理解することが欠かせず、これは弁護士に

ついても同じである。そのため、福祉分野に関わる弁護士には、高齢者の日

常生活で起きる法的問題を適切に解決できるだけの幅広い法律知識や、必要

な情報を相手から適切に聴取し、また、分かりやすく説明することのできる

コミュニケーション能力や、自ら現場に赴き、必要な聞き取りや調査などを

行う行動力も必要であると考えている。なお、コミュニケーション能力につ

いて補足すると、高齢者に対して、「この人になら、相談してみたい」と思わ

せる人当たりの良さや、「話しやすい」と感じさせる雰囲気を作ることができ

ることも大切である。私たちが支援している高齢者の多くは、弁護士に接し

た経験がなく、非日常的な存在である弁護士と話をすると身構えてしまうこ

とも考えられ、そのような高齢者の心を開いて信頼関係を築くことのできる

対人スキルは非常に重要であると思われる。また、そのような高齢者の実情

を理解していることは、福祉分野特有の事情を理解していることにもつなが

ると考えている。 

 さらに、当町においてそうであったように、弁護士が権利擁護支援のネッ

トワーク作りに積極的に関わることで、司法関係者を巻き込んだネットワー

クの構築や中核機関の設置に向けた動きは確実に加速する。そのため、福祉

分野に関わる弁護士には、個別の事案への対応だけではなく、福祉に関する

体制作り等にも積極的に関わる意識を持っていただきたいと思う。そして、

そのような体制作りにおいては、弁護士が他の関係者を先導し、率先してそ

の体制作りを行っていくことが求められる場面もあると思われることから、

リーダーシップや指導力、幅広い人脈などもあるとよいと考える。 

 

(4) 福祉分野において活動する弁護士に対する評価 

我々が、これまで業務において連携してきたのは、主として、法テラス八

雲の常勤弁護士であるところ、いずれの方も福祉分野における高齢者の特性

を理解して適切に対応しており、不満を感じたことは全くない。その中でも、

特に、平成 29 年以降に法テラス八雲に順次赴任してきた２名の常勤弁護士

の活動には大変助けられてきた。 

高齢者は、自分の生活に不便を感じても、それが何に起因するのかを自ら
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把握し、説明することができない場合が多い。この２名の常勤弁護士は、定

期的に当町を訪れ、我々の相談に乗ってくれるだけでなく、我々と一緒に高

齢者の自宅や入所施設に赴き、高齢者から直接話を聞いて、その生活に法的

な問題が潜んでいないかを確認したり、同人の相談に応じたりしており、そ

のような彼らのきめ細やかな対応によって、より適切な支援ができるように

なっていると感じている。 

また、上記２名の常勤弁護士は、いずれも、当町の高齢者福祉を充実させ

るための体制作りにも積極的であった。中核機関の設置に向けた準備に当た

っては、それまで築いた人脈を生かし、関係機関に対してネットワークへの

参加を積極的に呼びかけるとともに、我々福祉関係者を先導して、その設置

に向けた準備を行ってきた。彼らの働きかけにより、関係機関も、ネットワ

ーク作りや中核機関の設置に積極的に関与してくれるようになった。彼らの

働きぶりには大変満足している。 

「法曹の質が低下しているのではないか」との声があると聞いたが、その

ようなことを感じたことはない。我々が関与してきた弁護士の人数は多くは

ないため、飽くまでも我々の経験に基づく印象ではあるが、平成 24 年から

現在までの約９年間に、高齢者福祉を通じて関係してきた弁護士については、

いずれも、良い活動をしてくれたと感じている。特に、平成 29 年以降に法テ

ラス八雲に赴任した２名の常勤弁護士は、いずれも若く、弁護士としての経

験も長くはなかったが、個別の案件にとどまらず、体制作りも含めて、高齢

者福祉の分野に積極的に取り組んでくれるなど、それ以前の弁護士と比較し

ても、とにかく熱心に活動してくれており、当町にとって、なくてはならな

い存在であると考えている。 

 

(5) 今後の課題 

 これまで述べてきたとおり、当町が主に連携している弁護士は、法テラス

八雲の常勤弁護士であり、彼らとは、良い連携を築くことができている。そ

のため、彼らとの間では、現在、特定の課題があるとは感じていない。 

 もっとも、法テラスの常勤弁護士は、数年おきに交代となることから、そ

うした人材の交代にかかわらず、現在のような協力関係を恒常的に維持し、

高齢者福祉の充実を図っていくことができるかどうかが、将来の課題になる

と考えている。 
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第６ 教育行政分野に対する調査 
１ 調査の概要 

平成 31 年１月、中央教育審議会は、「新しい時代の教育に向けた持続可能

な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合

的な方策について（答申）」において、学校における働き方改革を実現するた

めには、教職員及び専門スタッフ等、学校指導・運営体制の効果的な強化・

充実が必要であるとし、その環境整備の一環として、「学校への過剰な要求も

含めた学校を取り巻く諸課題について法的助言を行うスクールロイヤーの

活用促進をはじめ、法制的な観点から学校をサポートすることを可能とする

教育委員会の機能強化」が不可欠であるとした。これを踏まえ、文部科学省

は、令和２年度から、域内の学校や市町村をサポートする都道府県・指定都

市教育委員会における弁護士等への法務相談経費について、普通交付税措置

を講じる65とともに、教育行政に係る法務相談体制の充実に向けた支援を行

っている66。虐待やいじめのほか、学校や教育委員会への過剰な要求や学校

事故への対応等の諸課題について、法務の専門家への相談を必要とする機会

が増加しており、今後、当該分野における法曹の役割は、更に重要になるも

のと思われる。 

本年度、文部科学省は、都道府県及び市区町村教育委員会を対象に、令和

２年度における教育行政に係る法務相談体制の整備等に関する調査を実施

しており、全国の 1,784 の都道府県・市区町村教育委員会から回答を得てい

るところ、同調査では、弁護士との連携状況やその対応に対する評価67につ

いても聴取されている。そこで、本調査に当たり、法務省において、文部科

学省の協力を得て、必要な範囲で上記調査の結果の提供を受けて分析を行っ

た。 

なお、文部科学省が実施した上記調査では、教育行政分野で活動する弁護

士の司法修習期に関する確認はされていない。そのため、当該分野について

は、他の分野の調査において行ったように、司法修習期 66 期以降の弁護士

                         

65 標準的な規模の都道府県で 130 万円が積算されている（指定都市についても都道府県に準じ

た措置がされている。）。 

66 文部科学省は、日本弁護士連合会の協力を得て、学校現場での法務相談等の業務に携わった

経験のある弁護士を「スクールロイヤー配置アドバイザー」として委嘱し、法務相談体制の

構築や各都道府県弁護士会との連絡調整などについての相談を受け付けているほか、弁護士

に依頼できる業務内容や法務相談体制を構築する手順、弁護士に依頼した業務内容の事例集

等を掲載した手引き（「教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き」）の作成等を行っ

ている。 

67 同調査の質問票には、「令和２年度間に行われた法務相談等における弁護士の対応に満足し

ていますか」という質問事項がある。 
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に対する関係者の評価のみを取り出して集計することまではできなかった。 

 

２ 調査の結果 

(1) 弁護士への相談体制等 

この調査において、弁護士による法務相談体制の有無について尋ねた結

果は、【図表６－１－１】のとおりであり、相談可能な弁護士との関係等に

ついて尋ねた結果は、【図表６－１－２】のとおりである。全ての都道府

県・指定都市と、約９割の市区町村教育委員会で弁護士による法務相談体

制があり、そのうち、都道府県の約５割、指定都市の約４割、市区町村の

約８割が自治体の顧問弁護士に相談しているとの回答であった。 

なお、自治体の法務全体に関与する顧問弁護士とは別に、専ら教育行政

に関与する弁護士（以下「教育行政専従弁護士」という。）による法務相談

体制の有無について尋ねた結果は、【図表６－１－３】のとおりである。教

育行政専従弁護士による法務相談体制があると回答した教育委員会は、都

道府県で約７割、指定都市で８割、市区町村で約１割であった。 

 

 

【図表６－１－１】弁護士による相談体制の有無 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 都道府県  指定都市  市区町村  

 回答数 （割合） 回答数 （割合） 回答数 （割合） 

相談体制がある 47  (100.00%) 20  (100.00%) 1,582  (92.14%) 

相談体制がない 0  (0.00%) 0  (0.00%) 135  (7.86%) 

計 47  (100.00%) 20  (100.00%) 1,717  (100.00%) 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

ある

100%

ない

0%

ある

92.1%

ない

7.9%

ある

100%

ない

0%
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【図表６－１－２】相談可能な弁護士との関係（複数回答） 

 
 都道府県 指定都市  市区町村  

 回答数 （割合） 回答数 （割合） 回答数 （割合） 

自治体の顧問弁護士 22 (46.81%) 7  (35.00%) 1,272  (80.40%) 

法曹資格を持った者を常勤職員として
雇用・任用 

5 (10.64%) 4  (20.00%) 72  (4.55%) 

法曹資格を持った者を非常勤職員と
して雇用・任用 

8 (17.02%) 3  (15.00%) 32  (2.02%) 

上記以外で継続的に契約している特
定の弁護士 

18 (38.30%) 15  (75.00%) 150  (9.48%) 

特定の弁護士との契約はないが、案
件に応じて都度契約する弁護士 

7 (14.89%) 2  (10.00%) 120  (7.59%) 

その他 10 (21.28%) 0  (0.00%) 81  (5.12%) 

相談可能な弁護士はいない 0 (0.00%) 0  (0.00%) 135  (8.53%) 

※ 括弧書きは有効回答数に占める割合 

【図表６－１－３】教育行政専従弁護士による法務相談体制の有無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 都道府県 指定都市  市区町村  

 回答数 （割合） 回答数 （割合） 回答数 （割合） 

相談体制がある 32  (68.09%) 16  (80.00%) 141  (8.91%) 

相談体制がない 15  (31.91%) 4  (20.00%) 1,441  (91.09%) 

計 47  (100.00%) 20  (100.00%) 1,582  (100.00%) 

※ 括弧書きは【図表６－１－２】において「相談可能な弁護士はいない」以外を回答した、都
道府県・指定都市・市区町村の各教育委員会数に占める割合 

ある

80.0%

ない

20.0%

ある

68.1%

ない
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ある

8.9%

ない

91.1%
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10.6%
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21.3%
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9.5%
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8.5%
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自治体の顧問弁護士
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上記以外で継続的に契約している特定の弁護士

特定の弁護士との契約はないが、

案件に応じて都度契約する弁護士

その他

相談可能な弁護士はいない

都道府県

指定都市
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(2) 弁護士に依頼している業務の内容等 

教育行政専従弁護士による法務相談体制があると回答した189の教育委

員会に対し、当該弁護士に依頼している業務の内容について尋ねた結果は、

【図表６－２－１】のとおりである。上記 189 の教育委員会のほとんどが

助言・アドバイザー業務を依頼していると回答し68、また、約半数の教育委

員会が研修業務を依頼していると回答した。「その他」としては、訴訟対応、

生徒関係会議への参加、緊急時の電話相談等の回答があった。 

また、全ての教育委員会に対し、弁護士の活用に関する具体的な取組に

ついて尋ねたところ、【図表６－２－２】のとおり、スクールロイヤーとし

ての活用等の回答が寄せられた。 

 

【図表６－２－１】弁護士に依頼している業務の内容（複数回答） 

 
 回答数 （割合） 

助言・アドバイザー業務 187  (98.94%) 

代理・保護者との面談への同席等 34  (17.99%) 

研修業務 88  (46.56%) 

出前授業 33  (17.46%) 

その他（自由記述） 13  (6.88%) 

※ 括弧書きは、【図表６－１－３】において「教育行政専従弁護士による法務相談体制がある」と回
答した教育委員会の合計（189）に占める割合  

                         

68 「助言・アドバイザー業務」とは、弁護士が学校を支える専門家の一員として法的なアドバ

イスを行う活動であり、早期の段階から学校関係者からの相談にのり、法的課題が深刻化す

ることを防ぐ活動が想定されている。文部科学省作成の「教育行政に係る法務相談体制構築

に向けた手引き（第１版）」には、助言・アドバイザー業務の事例として、「いじめ対応」、「保

護者への対応」、「学校事故への対応」、「児童虐待」、「触法・非行・暴力・性加害等の問題行

動」、「不登校」、「障害のある児童生徒への対応」、「重大な少年事件やいじめ、自死事件等が

発生した場合の対応」、「貧困・福祉問題」、「体罰、生活指導上の問題等への対応」、「著作権」

に関する事例が紹介されている。 

98.9%

18.0%

46.6%

17.5%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

助言・アドバイザー業務
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【図表６－２－２】弁護士の活用に関する具体的な取組（一部抜粋） 

スクールロイヤーの活用等に関するもの 

・ 県弁護士会と連携して県内６地区にスクールロイヤーを配置し、学校や市町村教育

委員会からの法務相談への対応や、教職員を対象とした研修会、児童生徒を対象と

した「いじめ防止教室」といった取組を進めている。 

・ 市町村教育委員会からの相談に応じるほか、管理職を対象とした研修会や児童生徒

を対象とした、いじめ予防事業を実施している。 

・ 小・中学校における深刻な事案又は深刻化する可能性のある事案に、迅速かつ適切

に対応するために、市町村の要請に応じて、緊急支援スクールロイヤー・スクールカ

ウンセラースーパーバイザー・スクールソーシャルワーカースーパーバイザー・緊急支

援アドバイザーからなる緊急支援チームを派遣している。 

・ スクールロイヤーと教育委員会の懇話会を実施している。また、スクールロイヤーを

対象とした、学校の実情についての勉強会を実施している。 

・ 市立学校が直面する法的課題に適切に対応することを目的として、県弁護士会と連

携し、スクールロイヤーによる相談・研修支援を実施している。 

・ 県の弁護士会に依頼し、市の中学校１年生を対象にいじめ防止の授業を実施してい

る。 

・ スクールロイヤー活用事業を実施している。直接弁護士に相談できる仕組みを整え

ており、素早く対応できるため、利用した学校からは大変好評を得ている。 

・ 簡単な手続きで迅速に弁護士に相談することができるスクールロイヤー制度を整えて

いる。 

・ スクールロイヤーと指導課指導主事が年度内に必ず全校１回以上巡回訪問を行い、

日常的な学校問題への対応にあたっている。 

・ 多職種連携による相談体制を構築している。 

・ 学校現場で起こる様々なトラブルについて、定期的に弁護士等に相談を行っている。 

出前授業等に関するもの 

・ 弁護士によるいじめ未然防止授業を実施している。 

・ 相談体制をとりやすいよう、年度初めに園長・校長会にスクールロイヤーを招き、講

話をしてもらった。 

・ 入学式後に、弁護士による保護者向けの講話をしている学校がある。 

その他 

・ 法曹資格を有する者を常勤職員（特定任期付職員）として任用している。 

・ 弁護士資格を有する職員を、市長部局に１名、教育委員会に１名任用し、法的な諸

課題への対応や職員研修等に活用している。 

・ 週１回、学校問題対策チームの法務専門委員として、半日勤務を依頼している。 
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(3) 法務相談等における弁護士の対応に対する評価等 

教育行政専従弁護士による法務相談体制があると回答した189の教育委

員会に対し、令和２年度に行われた法務相談等における弁護士の対応に対

する評価を尋ねた結果は、【図表６－３】のとおりである。上記 189 の教育

委員会のうち、「大変満足」と回答したものが 86.2％、「やや満足」と回答

したものが 13.8％であり「やや不満」、「不満」と回答したものはなかった。 

 

【図表６－３】法務相談等における弁護士の対応に対する評価 

 回答数 （割合） 

大変満足 163  (86.24%) 

やや満足 26  (13.76%) 

やや不満 0  (0.00%) 

不満 0  (0.00%) 

計 189  (100.00%) 

※ 括弧書きは、【図表６－１－３】において「教育行政専
従護士による法務相談体制がある」と回答した教育
委員会の合計（189）に占める割合 

 
 

(4) 教育行政専従弁護士による法務相談体制の構築の必要性について 

【図表６－１－１】において、弁護士による相談体制はないと回答した

135 の教育委員会及び【図表６－１－３】において、教育行政専従弁護士

による法務相談体制はないと回答した 1,460 の教育委員会に対し、当該体

制の構築を検討しているかと尋ねた結果は、【図表６－４－１】のとおりで

ある。法務相談体制の構築を検討していると回答した割合は 5.4％と小さ

いが、86 の教育委員会が当該体制の構築を検討していると回答した。 

また、教育行政専従弁護士による法務相談体制の構築を検討していない

と回答した 1,494 の教育委員会に対し、その理由について尋ねた結果は、

【図表６－４－２】のとおりである。上記 1,494 の教育委員会の 70％が

「自治体の法務全般に関与する顧問弁護士で十分対応できているため」と

回答した一方で、「予算の確保が難しいため」（38.9％）、「相談できる弁護

士を確保することが難しいため」（17.2％）と回答した教育委員会も一定数

あった。 

大変満足

86.2%

やや満足

13.8%
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【図表６－４－１】教育行政専従弁護士による法務相談体制の構築について 

 回答数 （割合） 

検討している 86 (5.44%) 

検討していない 1,494 (94.56%) 

計 1,580 (100.00%) 

※ 括弧書きは、【図表６－１－１】において「弁護士による
相談体制はない」と回答、【図表６－１－３】において「教
育行政専従弁護士による法務相談体制はない」と回答
した教育委員会数（1,580 ただし未回答 15 を除く）に占
める割合 

 
 
 

【図表６－４－２】教育行政専従弁護士による法務相談体制の構築を検討していない

理由（複数回答） 

 
 回答数 （割合） 

自治体の法務全般に関与する顧問弁護士で十分対応できているため 1,051  (70.40%) 

予算の確保が難しいため 581  (38.91%) 

弁護士に相談すべき案件が特にないため 346  (23.17%) 

相談できる弁護士を確保することが難しいため 257  (17.21%) 

都道府県が実施・提供している法務相談体制の活用で十分対応できているた
め 

181 (12.12%) 

その他 67 (4.49%) 

※ 括弧書きは、【図表６－４－１】において「教育行政専従弁護士による法務相談体制の構築につ
いて検討していない」と回答した教育委員会数（1,493 ただし未回答１を除く）に占める割合 

 

 

(5) 教育行政に係る法務相談体制の構築に関する要望等 

教育行政に係る法務相談体制の構築に関し、各教育委員会から寄せられ

た要望等は、【図表６－５】のとおりである。弁護士との連携等に関する事

例集の作成や情報提供等を求める声のほか、法務相談体制の拡充（独自に

弁護士を配置することが困難な小規模自治体に対する配慮を求める声を

含む。）や、教育行政に精通した弁護士の確保・育成を求める声が寄せられ

た。 

70.4%

38.9%

23.2%

17.2%

12.1%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自治体の法務全般に関与する顧問

弁護士で十分対応できているため

予算の確保が難しいため

弁護士に相談すべき案件が特にないため

相談できる弁護士を確保することが難しいため

都道府県が実施・提供している法務相談

体制の活用で十分対応できているため

その他

検討している

5.4%

検討していない

94.6%
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【図表６－５】教育行政に係る法務相談体制の構築に関する要望等（一部抜粋） 

法務相談体制を構築する方法や相談できる内容等に関する情報提供等に関するもの 

・ 学校問題に関わる法的な対応について、参考となる事例集の作成や、事例について

情報提供していただける相談の窓口などがあるとよい。 

・ 事例集において、案件ごとの費用面の例もあると予算の検討における参考にできる

ため、わかりやすい事例集の作成をお願いしたい。 

・ 事例集について、データベースとして活用し得るよう、内容の拡充（施設管理、人事管

理面の充実、参考判例の掲載等）、検索に対応したシステム構築のほか、随時の更

新をお願いしたい。 

・ 事例集の作成及び学校への配布（いじめ対応や保護者対応について法的視点から

教職員の負担軽減を図るもの）。 

・ 弁護士に相談していいかどうか判断に迷うことがある。手引きやオンライン説明会で

も一部紹介があり大変参考になった。具体的な事例を今後も多く紹介していただきた

い。 

・ 弁護士への相談を当該校にとどめず、域内の他校とも共有し、様々なケースに迅速

に対応する力をつけるためにも事例集のようなものをまとめていくことがいずれ必要と

なると考えている。 

・ 法律問題と教育的指導の問題のどちらと捉えて解決するかが難しいので、具体的か

つよくある事例の事例集の作成をお願いしたい。 

法務相談体制の拡充等に関するもの 

・ 今後、教育行政に関与する弁護士に相談できる体制づくりの推進が不可欠になると

思われる。 

上記の手引きも参考にして体制構築の推進を図りたい。予算確保に向けて根拠の一

つとなるような事例集があるとよい。 

・ 解決が困難な保護者等とのトラブルが増加し、迅速に法務相談ができる体制づくりの

必要性が高まっている。弁護士に相談して解決した事例集の作成、教育について相

談できる弁護士リストの提示、各市町に弁護士を配置するための予算補助をお願い

したい。 

・ 各市町村にスクールロイヤーが配置される等、スクールロイヤー事業の推進が図ら

れることや、各市町村教育行政が、法曹資格を持った者を常勤職員または非常勤職

員として、雇用・任用しやすい仕組みが構築されると有難い。 

・ 学校で法務相談が必要な案件は非常に増えており、弁護士の助言により学校の対

応が明確になる事も多く、予算措置の増額を希望したい。現状では相談に時間的余

裕がなく、学校からの相談依頼を待ってもらう状態もある。 

・ 学校には、保護者から多岐にわたる相談等があることから、学校から直接、弁護士に

相談出来る体制を整えて欲しい。 

・ 今後、教育に関する様々な相談案件が増加すると予想される。それらの案件につい

て、早急に対応できる体制づくりを進めていただきたい。 

・ 保護者対応が困難を増しており、学校・教育委員会事務局では対応困難な事象が発

生している。教育行政に係る法務相談体制の構築にあたっては、保護者と学校・教育

委員会事務局の間に入り、対応の窓口・代理人となることのできる体制が構築される

ことが望ましい。 
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・ 保護者対応において、法的な判断を求められる場面が増加している。早急に相談体

制を構築していただきたい。 

・ 今後の体制整備にあたり、普通交付税ではなく概ね全額の特定財源として措置いた

だけるとありがたい。 

・ 市町村では人的・財政的な確保が非常に困難となっている現状から、市町村が共同

で相談できる相談組織を国や県によって整備していただきたい。 

・ 相談体制の構築には、各地区弁護士会からの協力が不可欠である。国から日本弁

護士会連合会に対して、教育委員会の法務相談体制の構築への協力について、各

地区弁護士会へ働きかけを行っていただけるよう依頼していただければ、よりスムー

ズな体制構築及び継続につながるものと考える。 

教育行政に精通した弁護士の確保・育成等に関するもの 

・ 学校現場の実情を踏まえるとスクールロイヤーは必要なものであり、国の想定する法

務相談体制を全国的に普及させるためには、予算の確保と同じくらい「教育現場に精

通した弁護士の存在」と「教職員への法教育の充実」が不可欠と感じている（＝弁護

士を配置さえすれば万事解決というわけではない）。そのため、国には、予算の継続

的な確保と合わせて、教育法制・教育現場の実情に精通した弁護士の養成や教職

員への法教育の充実（国主催の研修の実施、教育委員会や弁護士会が実施する研

修への支援、教育系大学院や法科大学院のカリキュラムの見直し等）も検討いただ

ければ幸いである。 

・ 教育行政に特化した弁護士の確保を支援していただけるシステムがあるとよい。 

 

３ 調査結果の分析 

文部科学省が実施した教育行政に係る法務相談体制の整備等に関する調

査では、教育行政専従弁護士による法務相談体制を有する全ての教育委員会

が、教育行政専従弁護士の対応に満足していると評価した（【図表６－３】参

照）。教育行政専従弁護士による法務相談体制を有する教育委員会は、都道府

県が域内の市町村等からの相談に対応していることもあり、市区町村教育委

員会ではいまだ少ないことに留意が必要ではあるが（【図表６－１－３】参

照）、教育行政専従弁護士の対応がその連携する全ての教育委員会の満足を

得られているという事実は、少なくとも教育行政専従弁護士がその求められ

る役割を適切に果たしていることを意味するものといえる。 

この調査では、教育行政専従弁護士の司法修習期が確認されていないため、

他の分野のように、司法修習期 66 期以降の弁護士の活動に対する評価のみ

を取り出して、全体の評価と比較することはできない。しかし、教育行政専

従弁護士の対応に不満があるとした回答がひとつもなく、また、他の質問事

項に係る回答も含め、司法修習期66期以降の教育行政専従弁護士の対応を、

他の弁護士の対応と区別して評価すべき事情等も見当たらないことからす

れば、教育行政専従弁護士の活動については、司法修習期 66 期以降の弁護

士によるものも含め、全体として、高く評価されているということができる。 
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教育行政専従弁護士に求められる業務内容は、「助言・アドバイザー業務」、

「代理・保護者との面談への同席等」、「研修業務」、「出前授業」の４つに大

きく分けられており（【図表６－２－１】参照）、文部科学省が作成した「教

育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き（第１版）」には、上記各業務

の内容に関する事例が広く紹介されている。しかし、「弁護士に相談していい

かどうか判断に迷うことがある。手引きやオンライン説明会でも一部紹介が

あり大変参考になった。具体的な事例を今後も多く紹介していただきたい」、

「法律問題と教育的指導の問題とどちらと捉えて解決するかが難しいので、

具体的かつよくある事例の事例集の作成をお願いしたい」など、弁護士との

連携が可能な事例の更なる紹介を求める声があり、また、「学校で法務相談が

必要な案件は非常に増えており、弁護士の助言により学校の対応が明確にな

ることも多く、予算措置の増額を希望したい。現状では相談に時間的余裕が

なく、学校からの相談依頼を待ってもらう状態もある」、「学校には、保護者

から多岐にわたる相談等があることから、学校から直接、弁護士に相談でき

る体制を整えてほしい」など、法務相談体制の更なる拡充を求める声がある

ことからすると（【図表６－５】参照）、教育関係者は、上記手引きで紹介さ

れた事例の範囲にとどまらず、教育行政の様々な場面において、教育行政専

従弁護士と連携し、広く法的観点からの支援を受けることを強く期待してい

るものと推察される。 

なお、上記のような期待に応えるためには、あらゆる場面に的確に対応す

ることのできる幅広い法律知識や教育行政に関する理解力、事案分析能力や

コミュニケーション能力、説得力・交渉力などが必要となると思われる。こ

の調査では、教育行政専従弁護士の資質・能力に対する評価は聴取されてい

ないが、【図表６－３】のように、教育行政専従弁護士の活動が利用者等から

高く評価され、また、【図表６－５】のように法務相談体制の更なる拡充等を

求める声が寄せられたのは、現在活動している教育行政専従弁護士が、当該

分野において求められる上記のような資質・能力を備えており、その利用者

等の期待に十分に応える活動を行ってきた結果によるものではないかと推

察される。 

 以上のとおり、教育行政の分野に関する今回の調査では、司法修習期 66 期

以降の弁護士によるものも含め、教育行政専従弁護士の活動が教育委員会か

ら高く評価されていることが明らかとなった一方で、「法曹の質の低下」を肯

定するに足りる事情は認められなかった。  
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第４章 調査結果のまとめ

本調査では、(1)民事訴訟、(2)法律相談、(3)企業、(4)児童福祉、(5)高齢者福

祉等及び(6)教育行政の６つの分野を取り上げて、法曹の活動等に対する利用者

等の評価を調査した。 

第３章で述べたとおり、法曹の資質・能力やその活動に対する利用者等の評価

は、いずれの分野においてもおおむね高く、司法修習期 66 期以降の法曹による

ものも含め、各分野の利用者等の具体的なニーズに即した法的サービスを提供す

ることができているものと認められた。また、本調査では、いずれの分野におい

ても、司法修習期 66 期以降の者を含めた若手の法曹一般について、法曹として

の資質・能力やその活動の質が他の法曹と比較して劣っているなどとする評価は

認められず、そのほか、その法曹としての質が低下していると認めるに足りる事

情も見当たらなかった。したがって、本調査においては、現在の法曹養成制度の

下における法曹志望者の減少に顕著な改善傾向が見られないこと等が、同制度の

下で輩出された法曹の資質・能力やその活動の質の低下を招いているなどといっ

た具体的な影響までは見いだせなかった。 

一方、本調査では、児童福祉、高齢者福祉等及び教育行政の各分野に係る調査

において、法曹との連携の更なる充実や拡大を求める声が確認されたほか、企業

に対する調査においても、法曹有資格者への期待の高さがうかがわれた。このこ

とは、法曹有資格者の活動領域の拡大に向けたこれまでの取組によって、法曹有

資格者の専門的知見を活用する機会が増加し、その有用性が広く認識されてきた

ことの現れであるとともに、法曹有資格者の活動領域の更なる拡充の必要性を示

唆するものと思われる。法務省は、これまでも、関係機関等と連携しながら、国、

地方自治体、企業等の組織内法務や福祉分野等、社会のニーズに応えて様々な分

野で活躍できる法曹の養成に向けた取組を進めてきたところではあるが、本調査

を通じ、そうした取組を更に推し進めていくことの必要性を改めて認識した次第

である。 

本調査では明らかにならなかったものの、法曹志望者の減少に顕著な改善傾向

が見られないことにより、法曹の質が低下しているのではないかと懸念する声が

根強くあることは事実である。法務省としては、本件附帯決議及び本調査結果を

真摯に受け止め、引き続き、関係機関等と連携しながら、法曹有資格者の専門的

知見を活用することの有用性や具体的な実績等を自治体、福祉機関、企業等との

間で共有し、その活動領域の拡大に向けた取組を推し進めていくとともに、法科

大学院教育や実務修習等のより一層の充実に向けた取組を支援していく所存で

ある。あわせて、こうした様々な分野で活躍することのできる法曹の魅力が広く

国民に認識され、より多くの有為な人材が法曹を志望するよう、国民に向けた情

報発信を積極的に行い、質・量ともに豊かな法曹の養成・確保に向けた取組を進

めていく所存である。 
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